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この調査事業は、 日本小型 自動車振興会 から、

機械工業振興資金 の援助 を受 けて実施 したもので

ある。
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本書 は、当財団が、社団法人 日本情報セ ンター協会 に

委託 したF・b青報処理サービス業 における事故対策等調査」

事業 に関す る調査報告書である。

1 財団法人 日本経営情報開発協会



逼
イバ`"・

`.11d

`

1

、

可
s

吟

-、

1

'

^

、

・

'

・義

≒

剖

ぷ

'」

唱
.

、

一

.>

v尾.'

 

「

・

,

■

'

.

、

'

.

.

.

〔

,

,



●

●

序 に か え て

情報化社会への進展 にともない、情報処理サー ビス業 に課せ られた社会的責

務は日ま しにその重 さを加 えている。 とくに、特定、公衆両通信回線開放の実

現 によって、従来バ ッチ処理 を専 らと していた情報処理セ ンターの業務 に、 リ

モー ト・バ ッチ、オンライン ・リアルタイム、 タイム ・シェアリングなどの新

しいサービス分野が付加 され、情報処理サー ビス業 としてさらに大 きな飛躍 と

発展の時 を迎 えよ うとしている。

情報処理サー ビス業の存立の基礎は、顧客 ならびに社会の情報処理セ ンター

に対する信頼感 にある。端的 に表現すれば情報処理セ ンターに仕事 を任せてお

けば間違いはないという安心感である。この業種の誕生 いらい今 日まで、情報

処理セ ンター個 々の努力による事実の積重ねによって、社会的信用は醸成 され

て きたが、この信頼感 をより高め、向上 させてゆ くことが情報処理サービス業

の今後の飛躍の踏 み台 となるといっても過言ではあるま・・。

その意味 において、誤処理、誤情報等情報処理センターにおける事故の防止

対策 と、万一発生時の処理対策につ いて研究 し、業界全体の この面におけるレ

ベル ・アップをはかるため、当協会では事故対策等調査委員会 を設 けて、1年 間

にわたる検討 と研究 を行 ない、その成果 を以下の報告書 にまとめた次第で ある。

情報処理 サービスに携 わる企業各社 がこの報告書 を参考とせ られて、企業内

対策の確立 をはか られることを期待するとともに、情報処理セ ンターの事故絶

滅に対する努 力と姿勢 につ いて、広 く顧客 ならびに社会全般の ご理解 とご認識

を頂 くためのよすが ともなれば幸 いである。

昭和48年3月

社団法人 日本情報セ ンター協会

会 長 稲 葉 秀 三
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第1章 情報 処理 サ ー ビス業 におげる事 故 防止 の重 要 性

1情 報 化社 会 にお け る情 報処 理 サ ー ビス業 の 位置

昭 和30年 の 前後 か ら誕 生 し,20年 に満 た ない間 に,わ が国 の 情報 処 理

サ ー ビス 業 は新 しい 産業 分野 と して異 例 の発 展 を遂 げ て きてい る。 日本 電 子

計 算機 株式 会 社(以 下JECCと 呼ぶ)の 「全 国 計 算 セ〃 一お よびソフ トウエア開 発 企

業 便 覧 」 に よる と,47年1月1日 現 在 にお い て,全 国1の独 立 計 算 受 託 企i業

の企 業 体数 は390社,セ ンター 数(支 社 ・支店等 を含 む)と しては467'

の 多 きを数 え て い る 。 これ に47年1月1日 以 降の 新規 設立 セ ン ター や,便

覧 記 載洩 れ等 を加え る と,企 業 体 の数 と して はノ5QOを 越えるので は な いか と

推 定 され て い る。

そ の発 展 の過 程 を セ ン タ ー設 立 数 で み る と,昭 和29年 か ら36年 ま で,

37年 か ら40年 まで,41年 以 降現 在 ま での三 つ に 大別 で きる。

下表 に,JECCの47年1月1日 現 在の 「全国 計 算 セ ン ター な らび に ソ

フ トウエ ア 開発 企業 便 覧 」 記載 の歴 年 別 計算 セ ンタ ー開設 状況 を掲 げ た が,

そ こに も明 らか な通 り,36年 ま では セ ンタ ーは年 間 数件 の開 設 しか 見 られ

ず,い わ ば黎 明 期 と もい い うる状 態 で あ った 。37年 か ら開設 数 が20件 を

越 え,40年 ま で の4年 間で121件 の開 設 を見 てい る。29年 以 降36年

ま での8年 間 で24に す ぎな い こ と と比較 す る と,こ の時 期 は成 長期 と呼 ぶ

にふ さ わ しい時期 で あ る こ とが 判 る。 この 傾 向 は4J年 以 降 に お い て,な お

増 幅 され た形 で 現われ て い る。41年 ～46年 の6年 間に お い て,開 設 され

た セ ン ター 数 は456で,全 体 の76%を 占め てい る。

こ の表 で い う計 算 セ ン ター とは コ ン ピュ ー タ設備 を持 ち,受 託 計算 業 務 を

行 って い る セ ンタ ーを呼 ん で お り,企 業 単 位 と しての呼称 では な い 。以 下,

企業単 位 と しての独立 情 報 処 注 サ ー ビ ス企 業 を,情 報 処理 セ ン ター と称 す る

と ととす る。

1



歴 年 別 計 算 セ ン タ ー一開 設 状 況

独立計算企業所属 公 共 機 関 所 属
メ ー カ ー 及 び

関係販売会社所属
合 計

29年 1 0 0 1

30〃 1 0 0 1

31〃 0 0 0 0

32〃 0 0 1 1

33" 1 1 4 6

34" 2 1 2 5

35" 3 0 0 3

36" 5 0 2 7

一

37" 10 1 11 22

38" 12 1 15 28

39〃 25 2 8 35

40" 26 3、 7 36

一 、 一 ●
－A－ 一

41" 56 3 15 74

42" 64 4 13 81

43" 60 1 20 81

44" 60 2 19 81

45" 58 4 14 76

46〃 51 2 .10 63

計 435 25 141 601

へ

(JECC便 覧 よ り)
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情報 処 理 サ ー ビス業 が この よ うな短 時 日の間 に,急 速 な進展 を遂 げた こと

は,こ の業 種 に対 す る社 会 的 ニー ズの大 き さを示 す もの に他 な らない 。 そ し

て,今 後,通 信 回線 の利 用 に よる遠 隔 情報 処理 の進展,TSSあ るいは情 報

提供 サ ー ビス の発 達 な ど,こ の業種 に対す る社 会 的 ニ ーズは なお 高 ま っ てゆ

くこ とが予想 され,い わ ゆ る情 報 化社 会 を支 え る中核産 業 と して,ゆ るぎの な

い 地 位 を 占 める もの と考 え られ る。

■

●

2情 報 処理 サ ー ビス業 の企 業 的 特徴 、

わ が国 に お け る情 報処 理 産 業 の淵 源 は,一 般 産 業 分野 の 大 企業 の 企業 内情

報 処 理部 門か ら発 してい る ・ これ は一 つ には コン ピュ ータに よる情 報 処 理 の

必 要 性 が,組 織 の 巨大化 と取 扱 い デ ー タの老 大 化 に悩 ん だ大 企業 か ら起 って

きた こ と,ま た,米 国 と異 な ってわ が国 には新規 業務 に投 下 され る ベ ンチ ャ

ー ・キャ ピタル 的 な 存 在 が ない ことな どに.よつ て い るぴ した が って現 在 の

情 報 処理 セ ン ター は,大 企 業 の情 報処 理 部 門 が独立 した り,あ るいは 大 企業

情報 処 理部 門 で育 て られ た人 材 が創 設 した ものが か な りの比 率 を 占めて い る。

この こ とは ま たわ が 国 の情報 処理 需 要 の か な りの部 分 が,コ ン ピュー タを 自

ら保 有 してい る一 般 企業 の オー バ ー フ ロー分 に依 存 してい る とい う事実 とつ

なが りを持 っ てい る よ うで あ る。

こ う した発 生 の姿 は,こ の業 界 に複 雑 な様 相 と,不 安定 な需 要 とをも た ら

して お り,一 般的 に 同一 産 業 業 界 が持 つ べ き業 界 意識 の芽 生 え をか な りお く

らせ てい る。 この業 界の 業 界団 体 と して,ソ フ トウエ ア産 業 振 興協 会,日 本

情報 セ ン ター協会 が生 れ たの は,昭 和45年 で あ り,前 述 の発 展 過程 と見 く

らべれ ば,JECCの 調 査 に よる第1号 の独立 計 算 企業 が誕 生 した昭和29

年 か ら16年 後,ま た業 界 自体 が成 長期 に入 った昭 和37年 か ら数 え て も8

年 後 とな って い る事 実 も,そ の一 つ め現わ れ で あ ろ う。

また,業 界構造 と して も,限 られ た需 要 に対 して企業 の 数 が 多 く・ このた'

め企業 格 差 がか な り大 きな形 とな つて現 わ れ て い る。

3



情 報処 理 セ ン ターが 成立 す る必要 条 件 は コン ピュ ー タ と情 報 処理技 術 の二

つ で あ る。 この うちの コ ン ピュ ー タに つい ては,各 メー カ ーの レ ンタル 制や

リー シ ング の発達 に よっ て,買 取 価格 の40分 の1か ら50分 の1の レン

タル料 で 借 受 け る こ とが 出来 る。創 業時 の 投 資の 必要 が ない た め,技 術 者 と

需 要 さえ あれ ば,資 本 的 な基 礎 を もた な くて も開業す る こ とが 出来 る。 この

事 実 は前述 の爆 発 的 な企 業,セ ン ター数 の増 加 を もた ら した原 因 であ るが,

同 時 に この業 種各 企 業 の経 営 体 質 の弱 さを も招来 して い る 。つ ま りあ る程 度

ま で の資本 の 蓄積 が あっ ては じめ て,新 製 品 の開発 や,不 況 等 に よる売 上 減

な どに耐 え うるの で あるが,設 備 も社 屋 もす べ て レン タル で まか なえ るた め,

創 業 時か ら運 転 資 金 のみ で操 業 し資 本 力を 持 た ない セ ン タ ー企 業 を輩 出す る

原 因 とな っ てい る。

また,こ の業 種 の発 展 は企 業 内 の情報 処理 技 術者,ソ フ トウエ ア技術 者 の

能 力 いか ん にかか ってお り,知 識集 約 型産 業 と しての典 型 的 な姿 を もって い

る。 さ らに 一 般情 報 処理 業 務 に つい て も,パ ン チ穿 孔 を代表 とす る人 力依存

的 な色 彩が 強 く,こ の ため 人件 費 の 経営 に対 す る圧迫 は 他産 業 と較べ てか な

り高い もの が あ る。 柚 日本情 報 セ ン ター協 会 の調査 に よる と,お お むね 売 上

げ 高 の35%前 後 を人件 費 が 占 め てい る。

コン ピュ ー タ等の'レ ン タル もほほ 同 率 で ある が,コ ン ピュー タそ の もの が

急速 な進歩 を続 けて い る た め,情 報 処理 セ ン ター の機種 更 新は,大 体3～4

年毎 に行 なわれ て お り,こ れ もま た経営 の安定 を妨 げ る要 因 となって い る。

この よ うな事 柄 が この業 種企 業 の経 営基 盤 の脆 弱 さ を もた らす 原 因 となっ

てお り,一 例 を あげ れ ば一 昨46年 の 早 春 に 起 つ た 日 経 マ グロ ウヒル 事

件(磁 気 テ.一 プ複写盗 用 事 件)の ように,顧 客 の信 頼 を損 な う事件 を ひき起

した セン ター企 業 は,ほ とん ど例 外 な レに解散 してい る。 これ は社 会 的 制裁

とい うよ り も,事 故 に よ る信 用 の 失墜,顧 客 の減 少 とい うシ ョ ックに,経 営

自体 が耐 え切 れ な い脆 弱 性 を もっ て いる こ とを示 して い る 。
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3情 報 処理 サ ー ビス業の 業務 とそ の 使命

情 報 処 理 セ ン ター の業務 は,パ ン チ穿孔 とい ったハ ン ド ・ワー ク的 な作 業

か ら,ソ フ トウエ ア開発,シ ス テ ムの設計 とい う高 度 の 知識 と技 術 を必 要 と

す る ものま で,き わ め て広 汎 な範囲 を もってい る。 もち ろん 業 と して パ ンチ

穿孔 を主業 務 とす る,い わ ゆ るパ ンチ ・セ ンタ ー,あ るい は ソフ トウエ アの

開 発 を主務 とす る ソ フ トウ エア専 業 社等,専 門的 セ ンタ ー もあ るが,コ ン ピ

ュ ー タを保 有 す る情 報 処理 セ ン ターの業 務 は平 均 的 に は以下 の よ うな もの が

あ る とされ てい る。

事 務 計算,科 学 計 算,OR・ 統 計等 の計算,ソ フ トウエ ア 開発,マ シ ン

タイ ムの販 売,要 員派遣 サ ー ビス,受 託 パ ンチ穿 孔,コ ンサ ル テ ィ ング,

教 育,講 習等 の業務 。

こ のほか最 近 では通 信回 線 を利 用 して のオ ン ラ イ ン業務 な どが 加わ り,さ

らにTSSや 情 報 提 供 など の新 しい業 務 が加 わ ろ うと してい る。

また 事務 計算 と一 口にい って もそ の 内容 は 多種,多 彩 で あ り,シ ス テ ム設

計 か らプ ログ ラ ムの作 成,イ ン プ ッ トデ ー タの作 成 な ど多 くの 仕事 を包 含 し

て い るo

日本 情報 セ ン ター 協会 の 調査 に よる と,情 報 処 理 セ ン ター の 売 上高 に 占 め

る構 成 比 で は,事 務 計 算 が 最 も多 く,科 学 計 算,OR・ 統 計 等 の 計算 を加 え

る と60%に 達 して い る。 ソフ トウエ アの 開発 売上 げ とパ ンチ穿 孔 売上 げは,

共に10%を 占め て お り,こ の 三 つ の業 務 が 典型 的 情 報処 理 セ ン ター の中心

的業 務 とい う こ とが 出 来 よ う。

パ ン チ穿孔 か らソ フ トウエ ア開発 にい た る複雑 な業 務 内容 と広汎 な業 務範

囲 を処 理 し,し か もなお か つ 日々前進 を続 け る情 報 処理 需要 に対 応 す る体 制

を整 え,顧 客の 要 求 を満 し てゆ くこ とが,情 報 処理 セン ター に課 せ られ た任

務 で あ り,情 報 処 理 セ ン ター が この任 務 を完 全 に遂 行 してゆ く こ とが わが 国

の情 報 化社 会へ の進 展 を支 え る原 動 力 となる の で あ る。

平 均 的 な情報 処理 セ ン ター は30人 の キー パ ン チ ャー を抱 え てい るが,こ

5



のパ ンチャ ー一 人 が,一 日に500枚 の カー ドを 穿孔 す る とす れ ば,月 に し

て30万 枚 の イン プ ッ トカー ドが 作 られ る こ とに なる。 しか もこの カー ドは

単 一 の業 務 で は な く,種 々 さ ま ざま な顧 客 か らの注文 に も とつ く業 務の 処理

の た めの イン プ ッ ト ・カ ー ドで あ り,ま た コン ピュー タの 計算 処 理 に よ って,

きわ め て多彩 なア ウ トプ ッ トを生 み 出 して ゆ く。 こ う した 老大 な デ ー タ量 の

洪 水の 中に おい て,万 一 誤処 理,誤 情報 が発 生 し顧 客 あ るいは 第三 者 に迷 惑

を及 ぼ した場 合,そ の影 響 は きわ めて大 きい ものが あ る。 幸い に して これ ま

で,汚 点 を残 す よ うな事 故 を起 してい ない この 業 界で あ る が,今 後 さ らに量

的,質 的 に急増 し,多 種 多様 化 してゆ くもの と考 え られる情報処理需要 に対

し,こ れ ま で以 上 の 厳 しい態 度 で 自 らを律 し,事 故 の防止,万 一発 生 時 の適

切 な処 理 対策 を確立,万 全 を期 して ゆ く姿 勢 が,何 を おい て も必 要 で あ る こ

とは い うまで もない 。

結 論 と して我 々 の使命 は,事 故対 策 その もの を,情 報 処 理 サ ー ビス業 の社

会 的責 務 と して取 り上 げ,利 用者,即 ち顧 客 が安 心 して情報 処理 を委 託 出来

る企業 体 制,あ るい は管理 体 制 を持 ち,更 に信 頼 度 の高 い 情報 処理 を提供 し

且 つ,廉 価 な サー ビ スを 実現 す る事 で あ り,社 会 的責 任 と して の事故 対 策 の

重 要性 を再認 識 す る べき時 に 到 ってい る。

これ らの思 想 を基 盤 と して 次 章 か らの展 開を試 み,情 報 処理 サ ー ビス業 の

社 会 的 向 上 を計 り,寄 与 したい と願 う次第 で あ る。

,

'

■
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第2章 情 報 処理 サ ー ビス 業 に お ける 事故 態様

●

■

事 故 は,そ の 当事 者 のみ な らず,第 三者 に と って も,ひ ろ く社 会的 ・国 民

経 済 的 にみ て も,大 きな損 失 を もた らす もの で あ り・ こ れ を 絶 滅 す る こ と

は 困難 で あ る に して も,極 力 そ の発生 を押 え,ま た これ に よる損失 を小 範 囲

に止 め なけれ ば な らな い こ とは い うま で もな い。

そ のた め に は,情 報 処理 サ ー ビス業 に お け る事故 発生 の原 因 ・環 境 ・影 響

等 の特 性 を承 知 し,そ の特 性 に合致 した 有 効 な対 策 を見 出す こ とが 必要 で あ

る。 この観 点 か ら,こ の章 では,情 報 処理 サ ーゼ ス業 に おけ る,受 託計 算 処

理 を 中心 と した事故 の態様 につ い て,整 理 と考 察 を試 み る こ とにす るg情 報

処 理 サ ー ビス 業 にお い て,い か なる事 故 が どの位 の頻 度 で発 生 して い るか,

そ の量 的 な もの は現 状 で は 明確 で ない が,そ の手 がか りと して,第5章 に ア

ンケ ー ト調査 結 果 が掲 げ て ある か ら参 照 願 い た い。,.

なお,本 章 で と りあげた 事例 には,国 内 での 実例 のほ か,外 国の 事例 な ら

び に想 定 事例 も含 ま れて い る.

●

■

1事 故 の一 般 的理 解

事 故 とい う言 葉 は,交 通 事 故,火 災事 故等,新 聞を 賑 わ す 出来 事 と して

日常よく用い られる。,し か し・情報処理サービス業における事故とい うとき・ 何を意味

す るか に つ い ては,人 に よっ てや や 異 る ものが あ る よ うで ある 。

敦 とは・何 らかの異 常訓 練 の発生に伴って・人体働 腕
、興 等

が 思 わ ざる損傷 を うけ,物 事 の正 常 な進 行 が阻 害 され る よ うな事 態 をい う,

と考 え て よか ろ う。一 言 で い えば,「 予 期 せ ざる支障 の発 生 」 で あ,る。

・れ か ら明 らか な よ うに・
.事故 には二 つ の性 質 が指 摘 で きる・ 亘 わ ち・

一 つ に は突 発性 ,他 は損 害 の発 生 で あ る。

ある 出来 事 を事 故 とみ るか 否 かは,そ の損 害 を どの よ うに認 識 す るか に

よって異 る 。つ ま り事 故 認 識 は,こ れ を み る主 体 ・立 場 に よって変 っ て く
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、

る も の で あ る 。1例 を あ げ よ う ・

〔事 例1〕 『 あ る 情 報 処 理 セ ン タ ー で ・ 停 電 の た め,稼 働 中 の コ ン ピ ュ

む
一 夕が突 然 停 止 し,そ の さい の処 置が 不 適 切 で あったた め,処 理 中の

磁 気 テー プ プア イルの 記 録 を つぶ して しま った・ あ いに くそ の プア イ

ル に は予 備 がな く,再 生 は原 票 か らや り直 さ なけれ ばな らない 。幸 い,

期 間 にゆ と りが あ った の で,こ れ を再 生 し処理 を終 って,納 期 ぎ りぎ

りに納 品 す る こ とがで きた ・ 』

こ の例 では,情 報 処理 セ ン タ ーに と って は ゆ るがせ に で き ない 出来 事 で

あ っ たが,顧 客 と しては,委 託 した処 理 結果 が納期 まで に納 品 され た以 上,

何 の 支 障 もなか った か ら,こ れ を事故 とは考 え ない。

しか し,上 例 の プア イル が仮 に再 生 不能 で あ った と した ら,こ の 出来 事

は,顧 客 に とっ て も 「事故 」 と認 識 さ れ る に違 い ない。

事 故 の 認識 は,損 害 ・支 障 の大 小 に よっ て変 って くる・損 害 の規 模 に よ

っ て 大事 故 ・小 事 故 の区別 もな され,支 障 が小 さけれ ば,も は や事 故 では

な くなる。 す なわ ち事故 は,結 果 論 で 判断 さ れ認 識 され る性 格 の もの,と

い う ことがで き る。'

ま た,事 故 に よ る損 害は,そ れ に対 す る事 前 の 予 防対 策 が用 意 され てい

たか 否か に よ って 異 るか ら,事 故 に な るか 否 か も,予 防対 策 との相 対 的 な

'
関係 か ら,い か よ うに も変 っ て くる もの とい え よ う。

例 えば,〔 事 例1〕 の よ うな停 電 に 対 して,仮 に瞬時 に切 替 わ る 有効 な

予備 電 源 装置 が あ っ て,コ ン ピュ ータ が停 止 しな いです むと した ら,か な

りの 大 停電 で も事 故 へ の発 展 を回避 で きる ことに な る。

事 故 は,そ の後 始末 をめ ぐうて,時 に紛争 に発 展す る こ とが あ る。 互 い

に相 異 る主張 を もっ て相 争 うの が 紛争 で あ り,事 故 とは やや 異 るが,事 故

の後 始 末 か ら紛 争 に な った 場 合 は,広 義 の事 故 と して,紛 争 を も含 め て考

え る こ とがあ る。
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2事 故 の 認識 と事故 種 類

事 故 には,そ れ に よ って損害 を受 け る被害 者 が あ り,一 方 原 因者 ・加 害

者 が 存 在す る。 原 因 と結果 の関 係 は必ず しも単純 で ない場 合 も多 く,時 に

は,同 一 主 体 が原 因者 ・加 害 者 で あ る と同 時 に,一 面 被害 者 で あ る場 合 も

起 り得 る。

情報 処理 サ ー ビス業 にお け る事 故 に関与 す る者(主 体)と して は,直 接

的 に は,情 報 処理 サー ビス業 者 と顧 客 で ある が,間 接 的 には,次 の も のが

あげ られ る。

o顧 客 の業務 対 象(サ ー ビス対象)で あ る第三者(企 業 また は 個人)

o情 報 処理 サ ー ビス業 に対 して,EDP処 理 に必 要 な生産 手 段 ・資 材 や

下請 的 ・補 助 的 サ ー ビス等 を 提供 す る企業 。例え ば,コ ン ピュ ー タ ・メ

ー カー
,関 連 機器 ・資材等 販 売 業 者,印 刷業 者,パ ン チ ・プ ログ ラ ムそ

の他 の外 注 下請 業 者 等 以 下 「協 力 企業 」 と称 す る こと とす る。

O不 特定 第三 者

この ほか,主 体 とは い え ない が,災 害等 の 事 故原 因 と して 作 用 する 自然

力 等 が事故 に関与 す る。

そ れ らの いず れ もが,事 故 の被 害 者 あ るい は原 因 者(加 害 者)と して,

各 種 の 組合 せ を作 り うるが,現 実 に重 視 す べ き組 合 せは 、下 記 の よう に極

め て 限定 され る。

第1図 事故 に関与す る主体の重要組合せ パター ン

原因者 被害者
一

⇔ ユ ー
情 報 処 理

セ ン タ ー

9
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重 要 な

組 合せ パ ター ン

a

b

C

d

e

f

9

… ① ち

・… ①+②

… … ③

… … ④+①

… … ④+①+②

… … ④+③

… … ⑤

上 図の ように,事 故 に関与 す る主 体 の重 要 な組 合せ は ,

① 情報処 理 セ ンタ ーに 事故原 因が あ り,顧 客 または 第 三 者 が被 害者 と

なる場合(a・b・c)

② 情報 処 理 セ ン ター外 に原 因が あ って,情 報 処理 セ ン ター は被 害者 で

あ る と と もに原 因者,顧 客 ・第 三者 が被 害 者 で あ る場合(d・e・f)

で あるが,こ れ に加 え て,

③ 顧 客 に 原 因が あ って,情 報処理 セ ン ター に直接損 害 が 出 る よ うな場

合(9)

も時 に軽 視 で き ない こ とが あ る。 一"

以 下 に,顧 客 ・第三 者 お よび情 報処 理 セ ンタ ーの,そ れ ぞ れ の立 場か ら

み た 事故 とそ の種類 につ い て述 べ る。

(1)顧 客 か らみ た事 故

顧客 は,代 価 を支払 っ て情報 処理 を委 託 す る立 場 に あ るか ら,次 の 見

方 か ら事故 を 問題 に す るで あろ う。

ア 委 託業 務 が,要 求 した仕 様 ・条 件 の とお りに異 常 な く仕上 げ られ ,

納 期 に納 入 され れ ば よい 。 これ に大 き な支障 を生ず る よ うな事 態 は ,

1つ の事 故 で あ る。す なわ ち,処 理 に誤 りがあ っ た り(誤 処理 ・誤 情

報),納 期 の著 しい遅 れ(納 期遅 延)』が事 故 とな る。

〔事例2〕 『情 報 処理 セ ンター に委託 した決算 処 理 で,月 プ ア イル の

接 続 ミスか ら,決 算 処理 に誤 り を生 じ,過 大 利益 が計 上 され た。 顧
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客会 社 幹 部 は,信 用 失 墜 をおそ れ て内 々 に処 置 した が ,法 人 所 得 税

の過 納 や,経 理 上 の後始 末 等 ,そ の損失 は看 過 しえ な い もの で あ っ

た 。 』

〔事例3〕 『あ る情 報処 理 セ ンタ ー に,15本 の プ ログ ラ
.ム開 発 を 委

託 した が,納 期 が か な り遅 れ た うえ,完 成 した ものは8本 の み で ,

残 り7本 は完 成 の見 通 しが立 た なか った。 委託者 と しては ,受 託 不

履 行 と見 倣 し;急 きょ他の情報処理センター に 分割委託 して残 りを完 成

させ た が,委 託 料 は割 高 とな り,か つ業 務 の停滞 な ど大 きな迷 惑 を

うけ た 。 』

イ、 委 託 業 務 遂行 に必要 なデー タは,顧 客 か ら情報処 理 セ ン ター に貸与 ・

提供 す るが,こ れ が正 し く管理 され ない ため,デ ー タの紛 失 ・盗難 ・

消滅 等 の事 態 が起 れ ば,や は り事故 と考 え る。

す なわ ち この 場 合 は,デ ー タ滅 失 ・機 密漏 洩等 の事 故 と な る。

〔事例4〕 『情 報 処理 セ ン ター(パ ンチ セ ン ター)に カ ー ドパ ン チを

依頼 し源 票(統 計調査
.個票)を 預 けた ・、ノ・ン チ紺 蘇 票 が返 却

され たが ・ そ の う勾 束(約250枚)が ・・ぐンt未 了 .の茸 紛失

して いた 。 この 原 票は 再 生 不能 の ため 集計 に支 障 を生
,じ,結 局 一部

に 誤 りを含 ん だ 統 計表 が 作成 され る結1果 となった 。 』
、t.

ウ・ 顧 客は口 れひ 雛 を もち・ あみ は業務 象 ・サー
.ピ 対象 と

して の企業'・ 個 人 を相手 にす るが,こ れ らに対 して迷 惑が 及 ぶ よ うな

事 態 は,事 故 とい う認 識 を もつ こ とに な る。

次 項② の 〔事 例5・6〕 を参 照 。

上記の肪 から事故識 がなされるとすれば・極端場 合 鰍 処理

セ ン ター内 で どん な異 常事 態 が起 ろ うとも ,顧 客に迷 惑 が 及 ば ない 限 り

関 知す る ことで は な い,と い うこ とに なる。 顧 客 に とっての 事故 とはそ

う い う性格 の もの で あ る。

(2)第 三者 か らみた 事故
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情 報 処理 サ ー ビス業 にお け る事故 に よって損害 を受 け る第 三 者 は,前

述 の よ うに,顧 客 の業務 対 象た る第 三 者(企 業 ・個人)で あ る。 これ ら

に関係 す る情 報 ・デ ー タは,顧 客か ら情 報 処理 セ ン ターに貸 与 ・提供 さ

れ て処理 され るが,誤 処理 や他 人 に よるデ ー タの 不当 利 用 な どに よっ て,

当該 企業 ・個 人 が大 きな迷 惑 を蒙 る ことが あ る。 当 然 これ を 生ぜ しめ た

異 常事 態 を事 故 と考 え るわ けで,そ れ に対 す る苦 情 は,直 接 的 に顧 客 に

向 け られ る。 この場 合 の 事故 種 類 は,誤 情報,機 密侵 害,プ ライバシー侵

害等 が 主 た る もの で ある。

〔事例5〕 『あ る市役 所 が委 託 した住民 税 課税 計算 処理 に おい て,処

理 の誤 りのた め,納 税 義 務 者 で ない 市民 に納 税通 知 書 が発 行 され,

また課 税 金額 が誤 って い た もの もあ った 。市 民 か ら苦 情 が寄 せ られ

たが,一 部 の 市民 は誤 りを知 らず に,既 に納 入 をすま せ て しまった 』

〔事例6〕 『販 売 管理 の委 託 処理 で,誤 処理 が あ り,誤 った 請求 金額

が顧 客 か ら客先 に請求 され た。 また,実 際 は 支 払ず み で ある のに,

未 払 と して処 理 され,再 び請求 書 が客 先 に届 け られ た もの もあった 』

(3)情 報 処理 サ ー ビス業 か らみた 事故

顧 客 が情報 処理 セ ンター に対 して事 故 と認識 ナ る事 態 は,情 報 処理 セ

ンター に とっ て も もち ろん 事 故 であ る。

情 報 処理 セ ンタ ーは,自 己の 企業 ・経営 の発 展 のた めに,

① 顧 客 や第 三 者 に迷 惑 を及 ぼ す こ とは,顧 客 の 不満 を招 来 す る ことか

ら極 力回避 した い。

② 業 務 の円滑 化や 生産 効 率 向 上 を妨げ る要 因 と して の事 故 を 回避 し,

企 業 利潤 を高 めた い 。

とい う・2つ の考 え方 か ら事故 を問題 にす る。 この こ とか ら,情 報 処理 セ

ン ター にお け る事 故 は,次 の3つ に分 け る こ とが で き よう。

ア 顧 客 ・第 三 者 の立場 と共 通 す る事故認 識 に立 つ もの で ,情 報 処理 セ

ン ター か らみれ ば1社 外 事 故 」 とい え る もの で ある。 情報処理センターと
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して は,業 と して受 託 を行 う以 上,事 故 の収 拾 に ついて 社外 に対 す る

道義 的責任 が あ り,こ の観 点 か ら事 故 をみ る こ とにな る 。

イ 情報 処理 セ ン ター の企 業 的観 点 と,ア の事 故 原 因 と しての みか た か

ら,社 内 にお け る諸 障害 が,社 内事 故 あ るい は これ に準 ず る もの と し

て問 題 に な る。

例 え ば,「 火 災 に よって コン ピュ ー タが焼 け た が,バ ック ア ップ ・

マ シ ンを使用 して処 理 した ため,社 外 には迷 惑 を及ぼ さず に すん だ。」

とい う とき,顧 客に は無 影 響 で も,情 報処理 セ ンター と して は 「コ ン

ピュ ータ事 故 」 で あ る。(コ ン ピュ ー タ関連 の 事故例 に つい ては,本

項 末尾 の 〔事 例10～14〕(14頁)を 参 照 され た い。)

ま た,事 故 とい うほ どで な く,誤 処理 や デ ー タ滅失 が社 内 で発 見 さ

れ,直 ちに再 処 理 や 復 元 を して 事 な きをえた,と い う準 事故 もあ る。

この種 の もの を,こ こ では 「社 内障 害 」 と称 してお くこ と とす る 。

〔事 例1〕 を参照 。

ウ 情報 処理 セ ンタ ーが被 害 者 とな る事 故 で あ る。

協 力 企業 と くに 印刷 業者 ・パ ンチ等 下請 会社 等に お け る事 故 や 誤作

業 ・納期 遅 れ に よっ て,情 報 処 理 セン ター に損害 ・支 障 が生 じ,や が

て顧 客 に も波 及 す るケ ー ス,顧 客 に原 因 が あ って,受 託 業 務 の停 滞 ・

阻 害,受 託料 回収 不能,受 託 解 消等 の損 害 を生 ず る ケー ス,な どが あ

るo

〔事 例7〕 『情報 処理 セ ンタ ーが,受 託 業務 に必要 な用 紙 印刷 を 印刷

業 者 に発 注 した が,印 刷 ミス に よるや り直 しがあ った た め,用 紙完

成 が遅 れ た 。 この た め受 託 業 務 の処理 も遅 れ,納 期 遅 延 とな り,顧

客 に迷 惑 を か け た。 』

〔事 例8〕 『受託 業務 の た め パ ンチの外 注 を したが,外 注 先 パ ンチ セ

ンタ ーで ボヤが 発生 し,消 火 水 に よる水 濡 れ に よって 原 票 が損 傷 し

た・ 情報 処 理 セ ン ター の責 任 で原 票再 生 を したが,顧 客 に も納 期 遅
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延 や 台帳 貸 出 しに よる業 務 支障 等 多 くの迷 惑が 及ん だ 。 』

〔事 例9〕 『 ある情 報処 理 セン ター で例 月 の 在庫管 理 業務 を受託 処理

して いた が,顧 客 が銀 行取 引 停止 か らや が て倒 産,こ の た め約3カ

月 分 の委託 料 回 収 が不 能 とな った 。 』

わ れ われ は,情 報 処理 サ ー ビス業 に おけ る事故 を と りあげ る に当 っ て,

情 報 化社 会 の進 展 過程 で情報 処 理産 業が 受持 つ べ き社 会的 使 命 を考 え,

社会 的 ・国 民経 済 的 見地 か ら,事 故 の様 相 を と らえ,そ の対 策 を検 討 し

な けれ ば な らな い。

その観 点 は,1つ には,情 報 処理 サ ー ビス 業 を利 用す る者 お よび国民

一 般 が
,安 心 して委 託 を行 い得 る よ うな条件 ・環 境 の形成 で あ る。 ま た

1つ には,こ の業 界 自体 にお け る,高 能率 ・高 信 頼性 かつ廉 価 な受注 処

理 能 力の 育成 で ある。

この ことか ら,最 も注 目す べ き事 故 種類 は,誤 処理,誤 情報,層 デ ー タ

の滅 失,機 密漏 洩,納 期遅 延,受 託 不 履行等 に絞 って さ しつ か え な さそ

うで ある。 この うち機密 漏 洩 につ い ては,昨 年 度 に おいて す で に と りあ

げ て い る ので 今回 は,他 との 関連 で触 れ る必 要 が あ る場合 を除 き,と く

に と りあ げな い こ と とす る。

〔参 考 〕 コン ピユ 「 タ関連 事故 例

〔事 例10〕 一火 災 一

① コン ピュー タ室 ・ファ イル媒体 保 管 室等 の あ る建 物 が 火災 で 焼 け

磁 気 テ ー プ ・カー ド等 が焼 損 した 。

② 同 じ く火災 に よって,直 接焼 け な か っ たが,熱 ・煙 ・ガ ス(新 建

材 ・プ ラ スチ ック等 に よる)に よっ て,コ ン ピュ ー タ と関連 機 器 が

損 傷 した。

③ 同様 に火 災 に よら て,消 火 水 と消 火 剤 が コン ピュ ー タ ・磁 気 テ ー

プ ・磁 気 デ ィス ク等 にか か り,損 傷 を うけ た。

⑨
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4

④ 輸 送 中 の トラ ック が 火 災 を起 し,入 力 用原票 が焼 け た ほか,消 火

水に よ り殿 損 し使 用 不 能 となった 。

〔事 例11〕 一水害 ・浸 水 一

① 台 風 時 に洪 水 と雨 水 に よる浸 水が発 生,コ ン ピュ ー タや磁 気 テ ー

プ等 が使 用 不能 とな った・

② 水道 管破 裂 の ため,コ ン ピュ ー タ室 の床下 に浸 水 し,使 用不 能 と

な った。

③ コン ピュ ー タ を設置 して あ る建 物 の屋 上 な らびに階 上 か ら漏 水が
'

あ り,漏 水量は 僅 か だ ったが,コ ン ピュ ータ の真 上 だ ったため,故

障 を生 じた 。

〔事 例12〕 一爆 発 等 一

① ガ ス爆 発 事故 が発 生 し,コ ン ピュ ー タのほ か,保 管 中 の デー タ記

録媒 体 が破 壊 さ れ た 。

② 建 物 の ボイ ラ ー配 管 が破 裂 し,水 蒸 気 が コ ン ピュ ー タ室 に充 満 し,

使 用 不能 となっ た。

〔事 例13〕 一破 壊 的行 動,悪 意 ・不正 行 為r

① 過 激 分子 ・暴 徒 が コン ピュー タ室 に侵 入 し,機 械 や ファイ ル等 を

破 壊 した。'

② 不 満 を もつ従 業 員 が,磁 石 を用 い て磁 気 テ ー プに記 録 して あ った

重 要 情 報 を消去 して しま?た 。、,ll、;.t .・.,∵

③ 同 じ く従業 員 が,磁 気 テ ー プ ・リールの ラベル を貼 り替 え た た め

磁 気 テ ー プ ・プア イル の管 理 に混 乱 を生 じ,・重要 記録 が 消滅 した。

④ コ ン ピュー タ の制 御装 置 にお け る シ ョー トに よ っ て,〔 シ ン ・ダ

ウ ン が頻 発 した 。当 初原 因不明 で あ った が,探 索 の結 果,従 業 員 の

い た ず らに よる人 為 的 シ ョー トと判 明 した。

〔事例14〕 一不 注意,ほ か 一.t..一

.① 従 業 員 の不 注 意 に よ%見 学 者 が磁 石 を コ ン ピュ ータ 室 に持 多 込 ん
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で しま った ため,磁 気 テー プ ・デ ィ ス ク上の 記録 が 消去 され た。

② 磁 気 テ ー プの 保管 中,磁 性剥 離 の た め記録 内容 が消去 し,読 取 り

不能 とな った。(テ ー プ品質 不 良 あ るい は保 管環 境 の 不 良)

③ プ ・グ ラムの ミス に よ り,コ ン ピュ ー タの コア上の 他 の 記録 を 消

去,消 去 された 業務 は 処理 が著 し く混 乱 した 。

④ オ ペ レ ー シ ョン ・ミス に よ り,保 存 す ぺ き プア イル に誤 って新 情

報 を書 き込 み,保 存 情報 を 消滅 させ た 。

⑤ 通 信 回線 に割 り込 ん で ブ ・グ ラ ムを変更 し,そ の た めシ ステ ムに

混乱 を生 じた 。

3情 報 処理 サ ー ビス業 にお け る事 故 の特 殊性

情報 処理 サ ー ビス業 にお け る事 故 は,他 の 一般 企 業等 と全 く共 通 の事 故

と,情 報 処理 サ ー ビス業特 有 の性 格 を もつ事 故 とに,分 けて 考 え る こ とが

で き る。

例 え ば,「 火 災 に よ って事 務室 や建物 が焼 け,ま た従業 員 が怪俄 を した」

とい う事故 は,他 企業 と同 様 の 原因 ・現象 ・影 響 を もつ事故 と考 え て さ し

つ かえ ない 。

と ころが,「 火災 に よっ て,コ ン ピュー タや磁 気 ファ イル が焼 損 し,磁

気 媒体 上 ρ 記録 デ ータ .が消滅 した」 とな る と,同 じ く火 災 とい う原 因 なが

ら,こ の業 種特 有 の事 故 と して,そ の様相 に 着 目しなけ れば な らない 。

前述 の よ うに,情 報 処理 サ ー ビス業の 業務 は 逐次 多角 化 しつつ あ るが,

現 状 は受託 計算 処 理 が 中心 で あ り,こ の業 務 特 性 を反 映 して,こ の業 種 に

お け る事故 の特 徴 と しては,以 下 の諸点 を あ げ る こ とが でき る。

(1)コ ン ピュ ー タな らび にそ の 利 用技術 ・利 用 方法 に関連 す る事 故が 中心

で あ るこ と。

この こ とは,コ ン ピュ ー タを主 生産 手段 とす る当 業 種 と して 当然 の こ

とといえ よう。

也
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(2)情 報 事 故 を伴 うこ と。

こ こで 「情 報事 故 」 とい うのは,物 的事 故 に対 して仮 に与 え た名 称 で

あるが,要 す るに情 報 の損 壊 や価値 減 少 が主 と なる ような損 害 形態 に着

目 した もの で あ り,情 報 処理 サ ー ビス業 にお け る事 故 が社 会的 に問題 視

され る所 以 も,正 に この点 に ある とい え よ う。

こ こで い う情 報 に は,つ ぎの もの が 包含 され る。

① 顧 客 の 業務 ・シ ステ ムにか んす る情報

② デ ー タ これ に は,入 力用原 票,入 力用 デー タ(媒 体変 換 ず み),

保 管 デ ー タ,ア ウ トプ ッ トデ ー タ等 が あ る。

③ プロ グ ラム

な おそ のほ か に,情 報 セ ン ター側 が有 す る技術 情報 等,い わゆ る ノ ウ ・

ハ ウな ど もあ るo

(3)受 託 に伴 う特 有 の事 故 形 態 が存 在 す る こ と。

受 託 業務 処 理 のた め顧 客か ら預 る デー タは,「 預 りもの 」 と して 慎 重

に管 理 す べ き義 務が ある。 ま た,受 託 した業 務 は,与 え られ た仕 様 ・条

件 に 従 っ て完 全 に処 理す べ きこ とは,い うま で もない。 さ らに,受 託 に ,

伴 い顧 客 の情 報 機密 を取 扱 う ことか ら,機 密 保 全 にか んす る責任 もあ る。

これ らの諸 点 に欠 陥 を 生 ず る よ うな事 故 は,や は り受託 とい う業 務 形

態 か ら生 ず る1つ の 特 徴 を形 成 す る。

上 記 の3点 は,そ れ ぞ れ別 個 で な く三 者 相 関連 し合 って,特 有 な事故 様

相 を示 す もの と考え られ る。

つ ぎに,事 故 に よる影 響 面か ら,事 故 の特 徴を ひろ って み る と,次 の

諸 点 を指 摘 す る こ とが で き る。

① 情報 関連 の事 故影 響 は,広 大 な範 囲 に及 び,ス ピー ドも速 い 。

「情 報 」 の特 性 か ら,事 故 影 響 は,顧 客 以外 の第 三 者 に広範 囲 に

波及 す る可 能性 が あ り,そ の ス ピー ドも益 々 速 くな りつ つ あ る。

そ の損 害 は,物 的 ・金 銭的 な場 合 のほ か,近 時 プ ライ バ シー侵 害
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が と くに注 目さ れ,ま た い わゆ る情報 公 害の 一 因 とな る可能 性 もも

って い るo

② 事故 に よる損 害 ・影響 を客観 的 に評 価 す る ことが困 難 であ る こ と。

情 報 関連 の 事 故は,情 報価 値 の認 識 が現 在 なお未 確 立 で あるた め,

損害 ・影 響 の評 価 を 客観 的 に行 うことが極 め て困難 で あ る。 この こ

とか ら,時 には 事故 の損 害 評価 を め ぐって意 見 が対 立 し,そ の収 拾

を め ぐっ て紛争 に発 展 す る場 合 も生 ず る。

③ 情 報 関 連事故 の経 験 が浅 い こと。

情 報 処理 の急 速 な拡 大 は,た か だか10余 年 間 の歴史 しか ない こ

の 分野 に お いて,予 想 し難 い新規 事 故 事例 を生 む可能 性 が あ り,損

害 ・影 響 の評 価 のみ な らず,そ の収拾 措置 に さえ適切 を 欠 くお そ れ

が な い とは いえ ない 。

従来 と くに経 験の 浅 い オ ン ライ ン に よる遠 隔情 報処 理 やTSS・

サ ー ビ スの ごと く,通 信 回線 や コン ピュ ー タの 多数 端 末 に よる共 同

利 用 方 式等 にお いて は,と くに この こ とに注 目 してお か なけれ ば な

らない 。

●

4事 故 の形 態 と影 響

主 要 な事 故種 類 と し,て,誤 処理 ・誤情 報,デ ー タ滅失,納 期 遅延,受 託

不 履 行等 を と りあげ,事 故 の 形 態 ・様相 ・・影響 等 に つ き整理 して み る。

(1)誤 処 理 ・誤 情 報

誤 処理 とい うの はジ 与 え られ た情報 処理 の仕様 ・条 件 に対 して,違 背

した部 分 を含 む処理 の こ とで あるが,'コ ン ピュ ー タ処理 の み な らず,そ

の前後 の 付随 作 業,例 え ば 出力結果 帳 票 の加 工 ・整理 ・仕 分 け ・表 示 ・

そ の他 の 納 品 関連 作 業等 を も含 む もの と考 え て お く二

また,誤 情 報 とは,処 理結 果 の 出力帳票 や マス ター ファ イル ・デ ー タ

ベ ース等 に,誤 った 情報 が含 まれて い る こ とをい う。
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一 般 に
,誤 処理 の結 果 と して誤 情報 が生ず るのは 当然 で あ るが,そ う

で は ない場 合 もあ る。

例 えば,「3枚 複写 が 要 求 され てい たの に,2枚 複写 で プ リン トア ウ

トした。」 とか,「 明細 デ ー タ と小計 デー タ との行 間 を,2行 分 あ け る

べ き ところ,1行 分 しか あ け なか った・」 な ど とい うの は ,誤 処 理 では

あ って も,誤 情 報 とは いえ ない 。

一 方 誤処 理 に よらない 誤 情 報 もあ る。例え ば,入 力原 票 の誤 りで デー

タチ ェ ックの網 にか か らなか った ものは,そ の まま誤 情報 と して結 果 に

出 力 され る こ とが あ る。 プ ア イル更新 処理 におい て,更 正 デー タの起 し

か たに誤 りが あ ると,マ ス 汐 一 ファイ ルの 中に誤 った情 報 が蓄 積さ れ る。

つ ぎは そ の事 例 で あ る。

〔事 例15〕 『顧 客 作 成 の宛 名 マス ター用 入力 デー タ に,町 名 ・番 地 ・

氏名 等 の誤 りが混 入 した た め,出 力 した 通知 書 に もそ の まま誤 って

プ リン トされ,通 知 書 が相 手 に到 達 しなか った。 』

〔事 例16・ 〕 『顧 客 か ら ファ イル更 新用 の デ≡ タを 受理 して,例 月更

新 処 理 を行 な っ たが,更 新 用 デ ー タの更 新区 分(抹 消 ・追 加 ・内容

更正)の 取扱 い が誤 っ てお り,情 報 処理 セ ン タrの 処理 自体 は 正 し

か っ たが,マ ス ター フ ァ イル には 誤情報 を含 む結 果 とな った。 』

上 記 の 誤 処理 お よ び誤 情 報 が包括 されて 「誤 処理 ・誤 情報 」 といわ れ

るの で あ る。

情 報 処理 セ ンター で は,納 品 前 に 出力結 果 を検 査 して誤 りの な い こと

を当 然確 か め る し,一 方 顧 客 も納 品 物 を検 査 す る のが 通例 で ある か ら,

多 くの場 合,納 品 前 ある い は直後 に発見 され る もので ある 。 この場 合,

情 報 処理 セ ン タ ーは 顧客 と相 談 の うえ,再 処 理等 前後 策 を 講 ず るが,そ

の結 果,一 般 には 「納期 遅 延 」 の形 に転 化 され て問題 が収 拾 され る。

誤処 理 ・誤 情報 で重 視 す ぺ き もの は,発 見 が遅 れ て,誤 情 報 を 含む 出

力結果 が,既 に 多 方面 で利 用 され,あ るいは 不特定 多数 に拡 散 して しま
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った場 合 で あ る。

この こ とに よる損害 ・影響 は,多 種 多様 で一 概 に い い難 い が,時 に極

め て 重要 な損 失 に発 展す る可 能性 を もち,顧 客 ・情 報処 理 セ ンター と も

に,そ の収 拾 に苦 悩 す るば か りか,企 業 の存 立 す ら危 くな る こ とさえ起

らな い とは い え な い。

〔事例2〕,〔 事例5〕,〔 事例6〕 を参 照 。

〔事例17〕 『部品 在 庫 管理 の受 託 処 理 で,誤 処理 が あ ったた め,発

注 量が 著 し く過 大 ・過 少 な もの が生 じ,在 庫増 と反 面 在庫 切 れ に よ

り,営 業 上大 きな損 失 が あ った 。 』

誤処 理 ・誤情 報 に よ る損 害 ・影響 は,処 理結 果 を直 接利 用す る顧 客 に

とっ ては,企 業 活 動 に お け る誤判 断 ・誤行 動 と して反 映 し,金 銭 的 損失,

業 務 の支 障 ・停滞,期 待 利益 逸 失,信 用 失墜 ・企業 イメー ジダ ウン等 々

の形 で 表面化 す る。 また,顧 客 の業 務 対 象(サ ー ビス対 象)第 三 者 に は

金銭 的 ・物 的 損失,プ ラ イバ シー侵 害,そ の他 精神 的 苦痛 ・負担 等 の悪

影響 を 及 ぼす 。

つ ぎに,誤 処 理 ・誤 情 報 の事 故形 態 を さらに詳 し く分け てみ る と,第

2図 の よ うに な る。
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② デ ー タ滅 失

デ ー タ滅失 とい うのは,受 託 業務 遂 行 に必 要 なデ ー タ類が,処 理 過 程

ま た は保 管 中に,紛 失 ・盗難 ・消滅 ・敦損 ・盗 用等 に よつて,価 値 の 消

滅 ・減少 あ るい は機 密 侵害 等 の 損害 を 生 ず る よ うな事 故 で あ る。

デ ータに は,大 別 して 次 の種類 の もの が あ る。

a.入 力用 原票 類 または入 力 媒体 上 の デ ー タ

b.保 管 中 の マ ス タ ーフ ァイ ル,デ ータ ベ ース

c.出 力形 式 とな つた処 理結 果 デ ー タ

これ らのデ ー タは,顧 客 か ら提供 され た 原始 デ ー タ とそ の処理 加工結

果 で あるか ら,原 票 類 は 原形 の ま まで,他 は 指定 され た とお りに保 管 ・

納入 を しなけれ ば な ら ない 性 質 の もの で ある。

デ ータ滅 失 事故 にお い ては,つ ぎの よ うな3つ の場 合 を考 え る こ とが

で き る。

① 再 生 ・復 元 に よ り,時 期 の遅 れ は残 るが,原 形 どお りあ るい は顧

客 の 指定 どお りに デ ータ を納入 で きれ ば,一 応 問題が 解 決 で きる も

のo

② 、機 密 侵害 とか,再 生 ・復 元 の時 期 遅 れが 決 定 的 な機 会損 失 に なる

とか,い か に再生 ・.復元 し ょう と もと りかえ しのつ か ない 損 害 を生

じて しま う もの。

③ 再生 ・復元 が 全 く不可 能 な もの。

① は,納 期 遅 延 の 問題 に 帰着 す るが,そ れ に して も,再 生 の ため の顧

客 の迷 惑(例 えば,原 票 の再 作成 ・再 集 収 ・整 理,業 務 上 の 支 障等), ,

信 用 失 墜等 の マ イナ ス面 を伴 う こ とは 避 け られ ない。

〔事 例8〕 を参 照。

②,③ に よる損 失 は,時 に きわめ て 深刻 な もの となる可 能性 が あ り,

顧 客 の ほか 第 三者 に も影 響が 波及 す る場合 が あ る。

〔事 例4〕 を参 照。
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デ ータ滅 失 の 事故 形態 と して は,第3図 の よ うに分 けて 考 え る こ とが

で き る 。

第3図 デ ー タ 滅 失 の 事 故 形 態

閨

記録媒体の

紛失 ・盗難
紛失,盗 難,錯 綜 混乱,誤 廃 棄 等

■
一 悪用され ない場合

悪 用された場 合 機 密 侵 害

記録媒体が

損 壊
焼 失,破 壊,毅 損

記 録

情 報

の事故

媒体上の記録情報

が消滅 ・破壊

記録 情報の盗用 ・

改 さん

*

磁気 に よ る消滅,損 壊,

誤 消去等

睡
*印 … … … デ ータ滅失 とは異 質 の 事故 で あ る

が,参 考 のた め ここに含 め た。
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(3)納 期 遅 延

納 期 遅延 は,委 託 時 に顧 客が 指 定 した条 件 の一 つ で あ る約 束納 期 に,

処 理 結果 を納 入 で きない 事 態 をい うが,ーそ の程 度 が軽 い もの は,顧 客 の

事前 了 解 さえ得 られ れ ば,一 般 に事 故 とい うと りあげ か た は しない。

しか し,遅 延 が あ る限 度 を'こえ る と,情 報利 用価 値 の重 要 々件 た るタ

イ ミング を失 す る こ とに な り,損 失 も看過 しえ ない もの とな つて くる。

ま た,委 託 ・受 託 とい う商 行為 としてみ て も,1種 の契 約違 反 で あ り,

極 端 な場 合 は,受 託 放棄 あ るい は受 託 不履 行 と見 倣 され るケ ース も起 り

うる。'

こ うな る と,納 期 遅延 も重要 な事 故 として扱わ れ る こ とに な る。

〔事 例3〕 を参 照 。

納 期 遅 延が 事 故 と して扱 わ れ るか 否 か は,遅 延 の程度 に よる場 合 の ほ

か に原 因 の 所在 に よつて も変 って くる。 た とえば,天 変 地異 等 客 観的 に

容認 せ ざる をえ ない場 合,あ るい は顧 客 に原 因が あ る場 合 等 は こ とさ ら

問題 に な らず収 拾 され るで あ ろ う。

〔事例7〕,〔 事 例8〕 を参 照。

納期 遅延 に よる顧 客側 損失 は,情 報利 用価 値 の減 少 で あ り,さ らに業

務 の支 障 ・停 滞,機 会 損失,信 用 失墜 等 の形 で表 われ る。

納 期 遅延 の特 殊 ケースとして・情 報処 理センタL側 力1顧客 に対 して疑 惑 を

もた ざるを え ない 場合,例 え ば 委託 料 回 収不 安 等が ある とき,受 託 業 務

の 進行 を ため ら うこ とが あ りうる。 これ も顧 客 側 か らみれ ば 納期 遅延 と

い うこ とに な るo

(4)受 託 不履 行

これ は 事故 とい う より紛争 とし て扱 わ れ る こ とが 多 い と思 われ るが,

顧客 としては,あ る時期 が過 ぎて も委託業務が進行 ・完了 しない ことか

ら問題 にす るわ けで,や は り広 い 意 味 で事 故 と考 え る こ とが で き る。

この場 合,情 報 処 理 セ ンタ ー側 に受 託 業 務 遂行 の意 志が あ るか 否 かが,
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事故 としての性格 に大 き く関係 して くる。

遂行の意志 は十 分にあるが,何 らか の障害に よつて極端 な納期 遅れに

なると,結 果的 に受託不履行 と見倣され て しま う場合が あ りうる。

その要因 としては,能 力不足 ・技術不足,災 害その他事故 に よる大 巾

業務 支障,経 営 的混乱等が考え られ,そ れが甚 しい とき上記の ように極

端 な納期遅れ となる。

〔事例3〕 を参照。

一方,前 項末尾でふれた よ うに,情 報処理 セ ンター側で受託業務遂行

に不安 を もち,あ えて業務 の進行 を押 える場合,例 えば,顧 客の経営不

振,社 内争議,紛 争等 に よる不安が大 き くなれば,こ れ また企業 の自衛

上やむ をえない ことであろ う。

受託不履行 は,情 報処理 サー ビス業特有 の問題 ともいえないのでピ こ

こでは事故種類 としての指摘 のみに止め ることにする。

,

4

5.情 報 処 理 サー ビス業 に お け る事 故原 因 の 特徴

事 故 形 態 ・影 響 等 に他業 種 と異 る特 徴 の あ る こ とは既 にの べ たが,事 故

原因 につ い て も,業 務 特性 を反 映 して,い くつ か の重要 な特 徴が あげ られ

る。

こ こで は,情 報 処 理 サ ー ビス業 に おけ る 業務 の特 性 につい て,以 下 の4

点 を指摘 して お こ う。

◎ コ ン ピュ ー タを使 用 す る こ と。

② 処理 対 象 が情 報 で ある こ と。 これに は,シ ス テム関係 の情報,プ ロ

グ ラム 関連 の もの,デ ータ の3種 が 含 まれ る。

③ 知 的集 約 作業 が 中心 で ある こ と。

④ 受託 処理 形 態 を主 と してい るこ と。

これ らの 特性 を うけ て,事 故 原 因 の特 徴 と しては,つ ぎの よ うな ことが

い える。
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① コン ピュ ータ関 連 の物 的(ハ ー ド的)障 害 が あ る こ と。

② コ ン ピュ ータ使 用 方法 一 ソ フ トウエ ア技術 ・操 作 方 法 ・手 続等 一

に 伴 う諸 障害 が 原 因 と な る こと。

③EDP処 理 の 管理 ・手 続 的 な不備 が 原 因 とな る こ と。

④ 業務 ・システ ムに かん す る理 解 不足 ・分析不 足 等が 原 因 とな る こ と。

と くに,業 務 に従 事 す る人 間 に依 存 す る要 因,シ ス テ ム的 ・管 理 的 ・技

術 的 要 因 等 を重視 す る必要 が あ り,こ れが 主 た る事 故 原 因 と な ってい る

と ころに,大 きな特 徴 が 見 出せ る もの と考 え られ る。 もち ろん,コ ン ピュ

ー タ関 連 の物 的 原因 そ の他 も軽 視 で き ない が
,そ れ よ り人 的 ・シ ステ ム的

原 因が 支 配的 で あ るこ とに注 目 した い。

知 的 ・システ ム的 原 因 は,一 般 に,物 的 ・物理 的 原 因 の よ うに,原 因 と

現 象 の因果 関 係が 明 快 ・単 純 では ない。 複 合性 ・相 対 性 ・非 定型 性 が顕 著

で,加 え て 処理対 象 が 無 形 の情 報 で あ る こ とか ら,原 因 一現 象 の 関連 や,

結 果 の評価 ・判 断 には,主 観 性 ・困難 性が 避 け られ ない。 一 事故 の原 因探

究でさえ,客 観的 にこれを とらえ評価す ることは容易で ない,と い う特性

を もつ。

知 的作 業 は,個 人 の知 的 能 力 に依 存 す る と ころが 大 きい た め に,個 人 差

を生 じ易 い。 また,と くに シ ステ ムの分 析 ・設計 に おい ては,知 的 に没 入

しなけれ ば な らない た め に,チ ェ ック ・ポ イ ン トを 作業者 自 らが 設定 しつ

つ 進 め な ければ な らない 場 合が 多 く,外 部 か らの客 観的 チ ェ ックが 有 効 に

働 か ない。`

さ らに,集 団 で あ るい は分 業 に よって作業 を進行 させ るさい には,伝 達

不 良 や誤 伝達 を或程 度 避 け られ ず,ド キ ュ メ ン トの読 み か た一 つ に して も,

人 に よる理 解 差 を全 くな くす こ とは 困難 で あ る。

これ らの結 果 として,知 的 作 業 の成 果 に は,往 々に して 「虫残 り」が 存

在 す る。

虫残 りの主要 因は,人 に関 連 す る もの として,〉
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`

a.業 務 ・シス テム等 の 理解 不 十分,分 析 不 足

b.技 術力 ・経 験 ・能 力 の不足

c.連 絡 ・コ ミュニ ケ ーシ ョンの不 足

d.不 注 意

また,処 理 体制 に 関連 す る もの と して,

e.分 業 体制 とイ ンタ ーフ ェイ スの 不完 全

f・ 標 準化 不 徹底

g・ チ ェ ック体制 不 備

h.EDP資 源 管 理 ・そ の他 管理 の 不備

等が あ げ られ る。

上 記 の よ うな,知 的 作 業 過程に 生 ず る 「虫残 り」は,極 力 情報 処 理 セ ン

タ ー内 で これ を 退治 してお く必要 が あ るか ら,チ ェ ック機 構 を 設け,早 期

発 見 に異 常 な努 力が 払 わ れ るが,時 た ま網 の 目 を逃れ た ものが 顧 客 の手 に

渡 さ れ,事 故 と して表 面化 して しま うの で あ る。 しか し情 報 処 理 セ ン タ ー

の 極 め て ぼ う大 な処理 情報量 か らみ れ ば,そ の発生 率 は決 して大 きい もの

で は ない と考 え られ る。

原 因 が そ の ま ま事故 に 直結 す る よ うな場合,例 えば,火 災 に よる原 票 の

焼 損 ・消滅 は,そ のま まデ ータ滅 失 事故 であ るが,こ の よ うな ケ ース と,

一 方上 記 の よ うな微 妙 な 「虫残 り」が
,チ ェ ック網 を通 りぬ け て誤 処 理 ・

誤 情 報 を招 来 す る よ うな ケ ース とで は,原 因 理解 と対策 の うえで,分 け て

考 え てみ る必要 が あ りそ うであ る。

6.事 故原 因 の整 理

事 故 原 因 は,一 事故 に つい て単 一 な場 合 もあるが,い くつ もの 要 因が 重

な り複 合 して原 因 を形 成 する こ と もある。 そ の複 合 の しか た は ケ ース ・バ

イ ・ケ ース で,表 面 的 な現象 の観察 だ けで は理解 しに くい場 合 も多い。

事故 の原 因 を,そ の 所 在個 所 で分 け る と,つ ぎの ように なる。
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情報処理センター内部

また事故原因は,

顧 客

第三者

そ の他1(災 害等を含む)

直 接 原 因

一[亘垂 亘

の よ うに分 け て考 え られ る。

または 第1次 原 因

[第2次 〃

一 第3次 〃

あ るいは,誘 因 ・関 連 要 因 とか,主 原 因 ・副原 因 とい う表 現 で,原 因の

複 合 関係 を示 す場 合 も ある。

こ こでは これ ら原 因 の複 合 形態 は 捨 象 し,大 まか に情 報 処理 サ ー ビス業

に お け る事 故 原因 を分類 す る と,第4図 の よ うに な る。

ひ
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■

◎

情
報
処
理
セ
ン
タ
ー
内
部
の
原
因

第4図 事 故 原 因 の 分 類

顧 客 業 務 理 解 不 十 分
シ ス テ ム 分 析 ・設 計 ミ ス,顧 客 との 打 合 せ

不 十 分,仕 様 書 不 備,指 示 誤 り

手 法 ・手 続 ・技 術 的 誤 リ プ ロ グ ラ ム ミス,標 準 化 不 備,手 続 ミス

ラ ン指 示 ミ ス,ス ケ ジ ュ ー ル ミス,作 業 調業
務 指 示 ・進 行 管 理 の 誤 り 整 ミス

・DP資 囎 理の不備9二 遷 ㌶ 塗 ⑳プログラム管理'

オ ペ レ ー シ ョ ン ミ ス,デ ー タ セ ッ ト ミス,

引継 ミス,加 工 ミス

マ シ ン障 害 コ ン ピ ュ ー タ ・関 連 機 器 障 害

ソ フ ト障 害OS障 害,処 理 プ ロ グ ラ ム 障 害 等

施 設 等 管 理 不 備 保 管 設 備 ・施 設 管 理 不 備

人(悪 意,不 正 行 為)従 業 員 不 正 行 為,ほ か

他 経 営 的 問 題,過 失 失 火 等

デ ー タ の 質 的 不 良,デ ー タ 発 生 ・作 成 の 誤
入 力 デ ー タ 不 備(顧 客)… … … り,等

・不特定第三者,・ 然・等・ 一 蹴 業馨,)地竃 交種

破壊 ・暴 力行 為(不 特 定 第三 者)暴 動,過 激 分 子破壊 行為

盗 難 等(不 特定第三者)盗 難 舗

協力企業 事故(協 力企業)機 器 ・資材 等欠 陥,外 注 先事 故

そ の 他 顧 客経 営 問題
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つ ぎに,主 要 な事 故 種類 を と りあげ,そ の事故 原 因 を整 理 して み よ う。

(1)誤 処 理 ・誤情 報

誤 処 理 ・誤情 報 は,発 生 原 因 に遡 ってみ る と,そ の大 部 分 は処 理 過 程

で しば しば 発生 す る エ ラ ー ・ミス に ほか な らない 。既 に のべ た よ うに,

デバ ッグの網 の 目を通 りぬ けた 「虫残 り」 が主 原 因 とな るこ とが 多 い。

作業 中 に気 が つ く よ うな大 きな誤 りな ら,早 期 に発 見 され 是正 さ れ る

か ら,誤 処 理 ・誤情 報 に発展 す る誤 りは,ち ょつ と した誤 り,感 覚 の 盲

点 を つ い た よ うな微 妙 な誤 りが 多 い。 原 因が 小 さ な こ とだか らと い つて,

結 果 ・影 響 も小 さい とは限 ら ない。 どん な大 き な影響 ・損 害 に発 展 す る

か は,ケ ース ・バ イ ・ケース で全 くは か り知 れ ない ものが あ る。

これ らの エ ラー ・ミスは,処 理 過 程 の あ らゆ る個 所 に発 生 の可 能性 を

もっ 。 換言 すれ ば,情 報 処理 過 程 のす べ て が エ ラー ・ミス の温 床 で ある

とさ え もい え る。 あたか も,稲 の 苗床 か ら 「ひえぬ き」 をす る よ うな も

の と例 え られ よ うか。 チ ェ ック に少 しで もゆ るみが あ る と,何 百本 ・何

千 本 か の稲 苗 に1本 の ひえが 混 って,本 田 に植 え られ て しま うので あ る。

も ちろん,誤 処 理 ・誤 情 報 の原 因 は,上 の こ とばか りで な く,機 械的

・物 理 的 原 因 や ,情 報 処理 セ ン タ ー外 部 の原 因に よ る もの も,決 して軽

視 すべ き では ない 。

これ らを整理 して み る と,前 掲第4図 の整 理結 果 に お おむ ね 包 含 され

るの で,重 複 を避 け,コ ン ピュ ー タ処理 過 程 を中心 に した誤 処 理 の原 因

整 理 例 を,第5図 と して掲 げ てお く。(こ の よ うな整理 は,見 方 ・考 え

方 に よつて 多様 なや りか たが あ り,人 に よつて表 現 方法 も異 る。 こ とで

は そ の1例 を 紹介 す るにす ぎな い。)
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■

■

第5図 誤 作 業(コ ン ピュ ー タ処 理 中 心)の 原 因 ・要 因 整理 例

人 に 関 係 す る要 因 処 理 体 制 上 の要 因

要 そ の 他

国障害
,

業 務

理 解

技 術

能 力

連 絡
コ ミュニケ

ー シ ョン 不注意

イ ン タ ー

フ ェ イ ス
標準化

不徹底

チ ェック

体 制
管 理

不十分
外部要因

エ ラ ー ・ミス 不十分 不 足 不 足 不 完 全 不 備

マシ ン等操作 ミス ○ ○ ○
オ
ペ

レ
データ用紙等 セ ット ミス ○ ○ ○

| マ ニアル読 み違 い ○ ○ ○ ○
シの

ヨ誤 異常時処理誤 り .○ ○
ン リ

出力等確認洩れ ○ ○ ○

システ ムの ミス ○ ○ ○ ○ ○

真 ラ ン指示 の ミス ○ ○ ○ ○

7 オペレ ーシ ョン 指 示 の ミス ○
」

○ ○ ○

ζ オペ レータ等 引継 ミス ○ ○ ○ ○

; オペ レー シ ョン準備 不足 ○ ○ ○ ○
指
示 マ ニアル不備 ○ ○ ○

A
馳

.

準 デ ー タ セ ッ ト ミス ○ ○ ○
備
の ジ ョブ コン準備 ミス ○ ○
誤
り 資材準備 ミス ○ ○ ○

E プ アイル保管 管理 ミス ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
D
P管 プ ログ ラム管理 ミス ○ ○ ○ ○ ○
資理
源の 資材等管理 ミス ○ ○ ○ ○

誤
り コー ド管理 ミス ○ ○ ○ ○ ○

z 仕様 ミス ○ ○ ○ ○ ○ ○
グの

ラ誤 コ ー デ ィン グ ミス ○ ○ ○ ○ ○ ○
ム リ

; ハ ー ド障害 ○ ○
シの

等障 ソ フ ト障害 ○ ○
害

デ パ ンチ ミス ○ ○ ○ (外注)
○

ー

タ データ作成 ミス ○ ○
不
良

一

データ 品質 不良 ○ ○

ア ト検 出力帳票等加工 ミス ○ ○ ○ ○ ○ Ol ○
ウの査

ト加 の 同上 検査 ミス ○ ○ ○
プ工 誤

ツ ・り 納品準備 ミス ○ ○ ヤ ○. ○ ○
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② デ ータ滅 失 の 事故原 因

デ ー タ滅 失 の原 因 は,以 下 の よ うに分 け て考 え られ る。

① デ ータ記 録 媒体 の紛 失 ・盗 難 等

一 匡 渡しの誤川

守
保管 ・管理の不備媒体取扱いの誤 り

[麟 指示司

②

③

施設 ・設備の不完全

悪意 ・不正の行司(社 外者蛯 は繰 則

媒体の破損 ・破壊

一匡 体取扱いの誤 り

芭 設 ・設備の不完全l

l災 害 等1

1悪意 不正の行為1

⌒(失 火等)

記録 の消滅

作業不注意

保管 ・管理 ・搬送等 の不注意

ぜ 体囎 ・管理の酬

匡 タ(・ ・イル 津 理 ワ ・仙 飾 の勘

オ ペ レ ー シ ョ ン ほ か の 作 業 ミ ス
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マシン障,通 信回雛 司

[設備 施 設不完司

プ ロ グ ラ ム ・ ミ ス, 不法割込∋

一睡 意 ・不正の行為

④ 記 録 の 盗用 ・改 ざん(略)

(3)納 期 遅 延 の原 因

納期 遅延 は,情 報処 理 セ ン ター 内の作業 遅れが,結 果 的 に納 期 の遅 れ

とな つて 表 面化 した ものが 多い 。 しか し作業 遅 れ 自体 の原 因 は,セ ン タ

ー 内部 のみ な らず ,外 部 要 因 に根 ざす場 合が あ る こと も,決 して無視 で

き ない。

きわ め て平面 的 だが,納 期 遅延 の原 因 を列 挙 してみ る と,以 下 の よ う

に な る であろ う。

① 一 般 の作業 遅 れ

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

過大受 注

作業量 見積 りの誤 り

業務 進行管理不適 切

システム分析 ・設計 の誤 り

技術 力不足

要員不足,要 員の事故

誤作業 とや り直 し

デ ータの作成 ・受理 遅れ

データ誤 作成,質 の不良

マシン障害

ソフト等障害
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O

o

o

o

o

o

通信 回線等 障害

他の事故 の影響

外注先 の遅れ ・事故

経 営的 問題,社 内紛争

災害等

バ ックア ップ体制 不備,そ の他

② 誤 処理 ・誤情報 の再処理 に よる遅れ

③ 滅失デ ータの再生 ・復元等 に よる遅れ

④ そ の他外部要因 による遅れ

(4)各 事故種類 と原因 との関連`

以上 各事故種類 ごとに主 たる原因を述べて きたが,こ こでそれ らの関

連につ いてふれてお きたい。

各 事故種類には,そ れぞれ個有 の原因が あるが,同 時 に共通 する原因

も多 く存在す る。 その詳細 に立入 ることはで きないので,第6図 に ょり,

大 まか な概観 を行 なってお くこと とする。・

第6図 は,主 要 な事故 種類について,情 報 センター内の主要 事故 ・障

害 とそ の原因の関連性 をあらま し示 した もので ある。

,
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第6図 主 要 事 故 種 類 と 原 因 の 関 連
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7.事 故 態 様の 要 約

情 報 処理 サ ー ビス業 にお け る事故 につ い て,有 効 な予 防 対 策 を見 出 すた

め に,事 故 の態様 と くにそ の 特 殊性 や 形態 ・原 因等 にか ん し,検 討 ・整 理

を進 め て きた。 こ こでそ の要 点 を省 み,あ わせ て 対策 に つ な ぐべ き考 え方

の要 約 を行 な って お くこ と とす る。

(1)事 故 は,こ れ をみ る主 体 ・立 場 に よつて認 識 が異 って くる もので あ る。

こ こでは,社 会的 ・国 民経 済 的 視 野 に立 って,情 報 処理 サ ー ビス業 を

利 用す る顧 客 な らびに 第 三者 の 立 場 か らみ た 事故 認 識 を 中心 と して とら

え,対 策 との 関連 か ら,情 報 処 理 サ ー ビス業 側 の事 故認 識 を も加 え て検

討 す る こ とと した。

② 結 局 重視 すべ き事 故 種 類 は,誤 処理 ・誤情 報,デ ータ滅 失,納 期 遅 延,

機 密侵 害等 に 絞 られ る。 た だ し,機 密侵 害 は,今 回 の検 討対 象 か らは除

外 す る。

(3)情 報 処 理 セ ン タ ー と して は,次 の3つ の観 点 か ら事故 が 問題 に な る。

ア.顧 客 ・第 三 者 の立 場 か ら問題 に なる事 故 は,そ の まま情 報 処 理 セ ン

ター に とつ て も事 故 で あ る。

情 報 処理 セ ンタ ーは,こ れ を 原 因者 ・引 責者 の立場 か ら と りあ げ な

くて は な ら ない。

イ.情 報 処理 セ ン タ ー と しては,「 社 内事故 」 お よび 「社 内障 害 」 を重

視す る必要 が あ る。

ウ.
,一 方,情 報 処 理 セ ン タ ー外 に 原 因が あ つて 事故 を招 く場 合 も多い。

これ も結 局 アに はね 返 る もので あ り,軽 視 す るわ け には いか ない。

(4)情 報 処理 サ ー ビス業 に おけ る事 故 の特 徴 と しては,

① 情 報 事故 が 主 体 で あ る こ と。

② 知 的 ・シス テ ム的 欠 陥 に よる事 故 様 相 に 注 目す べ き こ と。

等 が あ げ られ る。

(5)事 故 原 因 に 遡 って み る と,顧 客 ・第三 者 と して最 も問題 に なる誤 処理
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・誤 情報 等 は ,「 虫残 り」 が た ま た ま顕 在化 した ものが 多 く,情 報 処理

セン タ ーの 「社 内 障 害 」 あ るいは 「エ ラ ー ・ミス」 との 間 に,本 質 的 な

区別 は ない もの とい うべ きで あ る。

(6)作 業 過程 の エ ラ ー ・ミス を極 力減 少せ しめ,こ れ を 早期 に発 見 ・措置

す るた めの チ ェ ック体 制 と方法 論 の 整備 が,予 防対 策 として指 向す べ き

一 つ の方 向 で ある こ とは
,論 を ま た ない ところで ある。

(7)上 記以外 の事 故 原因 につ い て も,結 局情報 処理 セ ンタ ーが行 う全作業

過 程 にわ た っ て,あ らゆ る個 所 に発 生 の可能 性 を もつ。 この こ とも対策

の あ りか た に一 つ の示 唆 を与 え る もの とい つ て よか ろ う。

(8)情 報処 理 セ ンタ ー以 外 に原 因が あ る場 合 もか な り多い が,そ れ らに対

して も,原 因 の排除 とそ れ に よる影響 の阻止 も しくは緩和 の対 策 を,社

内 の技 術 的 ・システ ム的 ・管理 的 な手 段 を主 と して考 え なけれ ば な らな

い で あ ろ う。
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第3章 事 故 対 策

す でに述 べ た よ うに,情 報 化 社 会 に おけ る情 報処 理 サ ー ビス業 の役 割 りは,

次 第 に重 要性 を増 し,各 方 面 か らの評 価 も高 ま りつ つ あ り,一 つ の産業 分 野

と して よ うや く定着 の兆 を 見 せ て きてい る。 現 在 の情 報 処理 サ ー ビス業 は単

なる"計 算 屋"の 域 さ脱 して,非 常 に多角 的 かつ 未来 先取 り的 な情報 処理 専

門企 業 と して著 しい発 展 をみ せ てお り,そ の活動 は い ろい ろ な面 で公 共性,

社会 性 を持 つに 至 ってい る。

この よ うな情 勢下 に あ つて 事故 影 響 の重 大 さ を考 え る とき,事 故対 策 を単

な る情 報処 理 セ ン タ ーの企業 自衛 的手 段 と考 え る こ とは 到底 許 され ないで あ

ろ う。

事 故 対 策は公 共 的使 命感 の も とに,一 つ の社会 的 責任 と して推進 され なけ

れ ば な らない こ とを,強 く認 識 すべ きで ある。

換 言 す れば,情 報 処理 サ ー ビス業 の産 業 と して の社 会的 役割 りにi:gtigし,

利用者 または国民一般 に対す る情報処理上 の安全性確保 と高品質かつ 廉価 な

サ ービスの提供 とを通 じて,サ ービス業 自体 の安定的発展をは かることが,

とりも直さず社会の発展に寄与 しうる途 であるとの基本 的観点か ら,事 故対

策を とりあげ なければ ならない。

情報処理センター としては,上 記の社会的責務が きわめて重大で あるが,

一方 において個別企業 として利潤 の追求 をはか るとい う側面 もあり,現 実の

事故対策 もこの個別企業活動 の中に こそ具現され る ものであ ることを忘れ る

わけ にはいか ない。 つ まり実際 の事故 対策の成果いかんは,個 別業務 の実行

過程 にいかに適切 に対策を織込み うるか否かにかか つている とい つて も過言

では ない。

ひるが えつて事故原因 を見る と,前 章で述べた ように,そ の発生源は情報

処理 センターのみに限 らず,顧 客 ・第三者,さ らに協力企業等に も存在 し,

_38_



また災害等不可抗力的原因 もある。 この ことは個別企業の ワクの中のみでい

かに事故防止の努力を尽 して も,そ こには限度 が ある ことを示す もので,個

別 企業を越 えた広範囲 の社会 的 ・協 同的 な活動,あ るいは働 らきかけの必要

性 を痛感せ ざるを得!ない。

上記の観点 を是 とするな らば,事 故対策の基本 的 なあ り方 も自ら明 らか と

い うべ きであろ う。

す なわち,第 一に情報処理サー ビス業 共通の意識に立 って・個別企業の ワ

ク を越えた業 界 としての 自主的な活動一事故対策 の推進一が必要 であ り,第

二 に具体的行動 を通 じて対策を効果 あ らしめ るために,個 々の情報処理 セン

タ ーでの適切 な事故対 策が重要視 され る。

この ことか ら,事 故 対策をつ ぎの二 つに分 け,そ れぞれの見方か ら採 るべ

き対策の細部を記述す るこ ととす る。

① 業界 として採 るべ き対策

② 情報処理セ ンターと しての事故対 策

1.業 界 と して採 るべ き対 策

情 報 処理 サ ー ビス業 が取 扱 う情報 は 広 範,ノ多岐 に わ た り,そ の 社 会性 ・

公共 性 は ま す ます 高 ま りつ つ ある。 処 理 され た情 報は 広 く公共 に まで利 用

さ れ,そ の大 部 分 は独 立 した情 報 では な く,な ん らか の形 で さま ざま な部

面 とのつ なが りさえ もつ よ うに なつて きてい る。 この傾 向は 今後 ます ます

強 くなる こ とが考 え られ,情 報 の一部 の ミスが 社 会全 体 の機 能 を麻 痺 しか

ね ない よ うな性 格 とな つて くるで あろ う。

したが つて 業 界 として は,業 界 自体 が この よ うな社 会性 を よ く認 識 す る

と と もに,ま た広 く一 般 に も認識 を呼 び か け る こ どが 必 要 となろ う。

業 界 と して採 るべ き対 策 として は,以 下 の諸 点 が重 点 と なる もの と考 え

られ る。

① 業 界 と しての コン セ ンサス の成 立
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② 業 界共 通 の事故 対 策基 準 を 設 け る こ と。

③ 業 界 に 適応 した 保 護制 度 の研 究。

④ 事故お よびそ の対 策 の実態 を常 時把 握 して お くこ と。

⑤ 政府,関 係 公 共 機 関,関 係業 界1お よび顧 客 の協 力を 要望す る こ と。'

(1}業 界 と して の コ ンセ ンサ ス の成 立

情 報処 理 に携 わ る各 企 業 は,そ れ ぞれ に独 立 した 企業 で あ るが,情 報

処理 の需要 と供 給 の 社会 的 な流れ の 中 に あ つて は,共 通 の 目的 を持つ 共

同 体 とい うこ と も出来 る。

この業 界は 成立 後 い まだ 日が 浅 く,社 会 的評 価 の確立 を 見 てい ない う

え,取 扱 う対 象 が 「情 報 」 で あるため,業 界 を 構 成 す る うちの 一社 で も

事 故 を起せ ば,業 界 全体 の信 用 を失 墜 し,ひ い て は情報 産 業 全般 の発展

を阻害 す る結果 を招 きか ね ない。 この こ とはわ が 国 の情 報 化 の テ ンポを

鈍化 させ るおそ れす らあ り,業 界 と しては この よ うな事 態 を招 くことは

絶 対 に防 止 しなけ れば な らない。

そ の ため には,事 故 の影 響,そ の防 止 の重 要 性 に つい て情 報処 理 サ ー

ビス企業 の すべ てが共通 の 認 識を 持 ち,各 企業 毎 に,あ るい は協 力 して

対 策 の 確立,そ の 徹底 を 推 進 してい か なけ れ ば な らない。 事 故 の起 る原

因は,前 述 の通 り単 に 情報 処 理 セ ンタ ー内 部 だけ で は な く,セ ンタ ー側

のみ が い か に厳 重 な防 止 策 を講 じて もセ ン タ ー以 外 の場所,あ るい は原

因 に よって も起 っ て くる し,い ったん 事故が 起れ ば そ の反 動 は この業 界

に バ ネ返 って くる。 顧 客,第 三 者,協 力企業 に対 して協 力 を 求め る要 が

あ るが,そ のた め に もまず業 界 自らが 事故 防止 に共 通 の コンセ ン サスを

成 立 させ る こ とが 前 提 の条 件 で あ る。

そ れが あ つては じめ て以 下 に述べ る業 界 と して の 具体 策 も,ま た情 報

処 理 セ ン ターの 内 部対 策 も徹 底 を期 し うるの で あ る。

(2)業 界 共 通 の 事故対 策 基準 を 設け る こ と

情報 処理 セ ンタ ーは そ の業 務 の重 要性 か ら,事 故 を未 然 に防 ぐとと も
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に,万 一 事 故 が 発生 した な らば迅速 に そ の処 理 対 策 を とり,事 故 の 影 響

の極小 化 を 計 り うる体 制 を整 え る必要 が ある。

この ため に は各 企 業 毎 にそ の対策 を 講ず る と ともに,一 般的共通 点 につ

い ては事故 対 策 基準 を 自主的 につ くりあげ て ゆ ぐ必要 が あろ う。

また,日 本 情 報 セ ンタ ー協 会,ソ フ ト ・ウエ ア産業 振興 協 会 等 の業 界団

体 に,事 故 対策 の研 究機 関 を常 設 し,企 業各 社 の 事故 対 策 整備 の ため の相

談 に応 ず る機 能 を備 え る と ともに,対 策基 準 の研究,確 立 をは か り,あ わ

せ て関係 企業,、 顧 客等 に 対す るPRの 役割 りを果 してゆ くこ とが望 ま しい。

今 回,こ の報 告書 に おい て掲載 す るガ イ ド ・ブ ック も,そ のた めの試 み と

しての 意義 を持 つ もの で あ るが,こ れ を さ らに改 良 し業 界各社 の指針 とな

るべ き もの につ くりあげ て ゆ く必要 が あ ろ う。

(3}業 界 に適 応 した保護 制 度 の研 究

事故 の発 生 を完 全 にお さ え る努 力 を行 う一 方,万 一 事故 が 発生 し情 報 処

理 セ ンタ ーが 顧 客 等 に対 す る損害 の補填,各 種 設備 の復 元,改 修 等,巨 額

の 出費 を と もな う事態 に 直面 した場合 の救 済 措置 につ い て研 究 を進 め て ゆ

く必要 が あ る。

事故 が起 き た場合,大 な り小 な りの損 害が 発 生 す るが,事 故 に よる被 害

を蒙 った顧 客,も し くは第三 者 が そ の補 填 ある いは 賠償 を情 報 処理 サ ー ビ

ス企業 に 要 求 す る事 態 が 起 り うる。 す でに述 べ た通 り情報 処理 サ ー ビス 業

の経営 基 盤 の弱 さか ら,そ の要 求が,企 業 の存 在 さえ危 ふ くす る こ と も考

え られ る。 ま たそ の よ うな場合 に顧 客 の要求 を拒 否 す る こ とが この 業界 の

信 用 問題 にかsわ る こ と もまた考 え られ る。

この種 の 問題 に 関す る保 護 の方法 と して は保 険制 度 が もっ とも適応 して

い る と思 われ る。 す で に保 険制 度 に 関 しては,通 産 省,情 報処 理 振興 事 業

協 会 に よ り,そ の検 討 の た めの委 員 会が 設 け られ 種 々研究 が行 なわ れ て,

この問題 に 関 す る客 観 的情 勢 は 陰 々に熟 しつ つ あ る よ うに考 え られ るが,

情 報処 理 サ ー ビス業 の 立 場 か ら,事 故 に よる損 害 の救 済 の観 点 で の研 究 を
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進め,政 府お よび保険業界に対 して,そ の実現方 をよびかけ,推 進 して

ゆ くことが業界 としての とるべ き対 策の一つ として当然考 え られ るべ き

であろ う。

(4)事 故お よびその対策 の実態 を常 時把握する こと

「協会」あるいは 「業 界」的立場 における研究,検 討 の際の問題 点は,

実際 か ら遊離 した抽象論 に陥 りやすい とい う点に ある。 この ことは実態

の正 しい把握 なしに,観 念的 な出発 点か ら研究をは じめる ことがその原

因 と考え られ る。

今回の事故対策等委員会 の活動 において も,そ の研究 の一環 として後

述 するよ うに,国 内お よび米国について事故対策実態調査 を行 ない,研

究 資料 として活用 したが,こ の調査 に より得 られた資料が本報告書の成

果 を生む基 となつてい る。

これ まで述べて きた業 界 としての対策基準の作成,あ るいは保護制度

の検 討に して も,つ ね に業界の実情 の上 に立 つた研究が なければ具体性

に欠け,従 って業 界各社の ニーズに応 えるもの となりえない うらみが あ

る。

したが って業 界としての対策の第4と して,事 故お よび事故 対策実態

調査 を定期的 に実施す ることを掲げ,こ の調査 結果に よ り業界 としての

対策検討の資料 とし,あ わせて業界各社の個別対策確立 の刺激材料 とし

て提供するこ ととしたい。

(5}政 府,関 係公共機関,関 係業界teよ び顧客の協 力を要望す ること

す でに述 べた ことでは あるが,事 故対策のために設備等の増強を要 し

た り,ま た保険制度 の新設を行1なったりす るなど,業 界だけの 力では及ば

ない事柄が考え られる。 また,情 報化社会 の進展 の速度 に対応 して,当

業界の事故対 策整備を早急 に行 な う必要 もある。

このため,政 府,公 共機 関に対 して,事 故対策確立 のための援助 を要

望 し,ま た保険業界には保険制度新設 の協力方を よびか けるなど,具 体
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的 な要 望 活動 を業 界 と して展 開 して い か なけ れ ば な らない で あろ う。

以 上述 べ て きた よ うに,業 界 として採 るべ き対策 はい ず れ を とつて も困難,

か つ実 現 し難 い面 を持 って お り,一 朝 一 夕に そ の実 施 を期待 しえ ない ものが

ある。 しか し,そ れが 故 に手 を洪 い てい る こ とは 業 界 の進 歩,発 展 の妨 げ と

なる もの で あ り,わ れわ れ と してはい か な る困難 を も排 除 して,こ れ ら対策

の実 現 に努 力 を傾倒 すべ き こ とは 当然 の こ とで あ るが,ま ず そ の前提 と して,

業 界 を構 成 す る企 業各 社 がそ れぞ れ に,自 社 にお け る事 故 対 策 を改 め て見 直

し,そ の整 備,確 認 をは か る こ とが 必 要 で あ る。

2.情 報 処理 セ ン ター と して の 事故対 策

情報 処 理 セ ン タ ー として の事故 対 策 は,第 一 に万全 の事 前 防止対 策 を と

り,第 二 に万 一 事故 が 発生 した な らば これ に対 し,即 座 に的確 な処置 が と

れ る よ うな体制 を とる必 要 が ある。

事 故対 策 の 目的 と しては,..・

① 事故 の未 然 防止

② 事故 の早 期 発見

③ 被害 の極 小 化 とセ ン タ ー外へ の 波及 の防 止

④ 適 切 な事 後 処理

の4項 目に集 約 され よ う。

具 体 的 方法 と しては 前 章 に述 べ た 事故 の原 因 の一 つ 一つ を排除,解 消す

る こ とで あ るが,以 下,下 図 の よ うな形 に分類 し,説 明 してい きたい。

メ
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事 故 対 策 の考 え 方

事前対策 防対策

害極小化対策

一事 後対策一 応急対策

一 後 始 末

管 理体制

技術 レベ ル

備

チ ェ ック機 構

に
期発見

ックア ップ体制

の他拡大防止措置

応急調査

連 絡

原因の排 除

バ ックア ップ,復 元措置

損 害拡大防止

原因調査 究明

損害調査評価..

害 の緩和,回 復

害 の補償,補 填

責任者に対す る措置,そ の他

事

前

対

策

に

フ

ィ

ー

ド

・
バ

ッ
ク

さ

れ

る

。

⌒ 『「1灘

　一
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(1)事 前対策

ア.予 防対策

⑦ 管理体制

事故予 防対策 の第一 として管理 体制 の整備を あげ なければ ならな

い。管理体制 には,一 般管理体 制のほか作業管理,デ ータ等管理,

用品管理,要 員教育等が あげ られ る。

a.一 般 管理

一 般管理 とい う場合 ,そ の範囲は きわめて広いが,そ の中で事

故対策 として とくに関係 ある ものをあげるに止めたい。

① 機密保全管理

② 文書管理

③ 警 備体制

④ 消防体制

⑤ 来客受付管理

⑥ 機械室,電 源室管理

⑦ 廃棄物 処理管理

⑧ 通信事務管理

⑨ 運搬管理

b.作 業 管理

作業過 程において,

へ

エ ラ ー ・ミス の発生 を防止 す る と と もに,

作 業 の円 滑 かつ 能 率的 な進 行 をは か るた め の作 業管理 体 制 の整 備

が,事 故 予防 の観 点か らきわ め て重 要視 され る。

作 業 管 理 には,

① 作業 分担,分 業 体 制 あ るい は チ ー ム編 成

② 作業 の 計画 ・日程 ・進 行等 の管 理体 制

③EDPシ ステ ム資 源 ・物 資 等 の管理 体 制

④ 社 内 各組 織 間 の機能 調 整(イ ンタ ー フェ イス の確 保,手
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続 標 準化 等)

⑤ 外 注 の 管理

等 が 包含 され る。

これ らは,情 報 処理 サ ー ビス業 特 有 の作業 処理 体 制 と して,

各 情 報 処理 セ ンタ ーが そ れ ぞれ の技術 的 ・管理 的経 験 を積 み重

ね,固 有 の業務 処 理 シス テ ムを形 成 してい る もの で あ る。 そ こ

に は,規 模 の大 小,対 象 業務 の性格,得 意 とす る技 術 ・分野 等

々に よ り,さ ま ざま な違 い が み られ るが ,一 方 受 託 計 算業 務 と

して共 通 す る点 も多 く見 出 さ れ る。

情 報 処 理 セ ンタ ー の作 業 体 制 は,い わ ゆ る縦 割 り と称す る業

務 の シ ス テ ム設計 か らオ ペ レー シ ・ン まで一貫 して担 当す るや

りか たか ら,横 割 り,す なわ ち機 能 分化 に よる分 業体 制 へ と,

変 化 ・発展 す る のが,i－ つ の方 向 と して看取 で き る よ うに思 わ

れ る。 この作業 分化 の程度 に よって,作 業 管理 の具 体 的 方法 ノ

あ りか たは 大 い に異 る もの で あ る。

そ の詳細 は,ガ イ ドブ ック を参照 願 い たいが,こ こで と くに

重要 なボ ィ ン トと考 え られ る こ とは,分 業 の程度 差 は と もか く,

大 な り小 な り存在 す る作 業 分担 相互 間 の,イ ンタ ー フ ェ イス を

確保 す る こ とで あ る。

業 務 の理解,仕 様 書 の読 み 違い,指 示 の 出 し誤 り ・受 け誤 り

等 に 始 ま り,各 種 の エ ラー ・ミスが,作 業 分 担 の相 互 間 で の喰

い 違 い に根 ざす 例は あ ま りに も多 い。 これ を解 消 す る一 方法 と

して の作 業 管 理体 制整 備 の意 義 は,き わ め て大 きい ものが あ る

と思料 され る。

c・ デ ータ等 の 管理

情 報 処理 セ ンタ ーに集 ま る デ ータ には,原 票,シ ー ト,紙 テ

ー プ,カ ー ド,磁 気 テ ー プそ の他 の媒 体物 等種 々 な形 が あ り,
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これ らは作業 処 理 され て さ らに新 しい デ ー タを生 み 出 し,顧 客

に戻 さ れ,あ るいは 保管,あ るいは 廃棄 され る。 これ らのデ ー

タ の取 扱い には 細 心 の注 意 と確 実 な処 理 が必 要 で あ る。 と くに

デ ー タ滅 失 に つい ては前 章 の事故 形 態 で も述 べ た通 り,種 々 な

原 因 に よ り生 まれ るが,デ ー タ管理 につ い て と くに 注意 を要 す

る のは 次 の諸 点 で あ る。

① デ ー タの授 受

② 作 業 処理 中の デ ー タ管理

③ デ ー タの保 管

④ デ ータ の整 理,処 分

デ ー タ の授 受 には,セ ン タ ー内で の受 渡 しのほ か に運 搬 も含

まれ る。 このた め運 搬 を委 託 す る場 合 には 信 用 あ る業者 を選 ぶ

とか,デ ータ物 件 の種 類,形 状 に よつては 収納 容 器 を備 え る と

'かの配 慮 を行 な う必 要 が あ る
。

作 業 処理 中の デ ータ の管 理 につい て は,と か く注意が 払 わ れ

ない こ とに な りが ち で あ るが,こ の辺 に十 分 に 目をむ け る よ う

考 慮 して ほ しい。

デ ータ.の保 管 管理 体制 の適 不 適 は,デ ー タの盗難,滅 失,損

傷等 の事故 の原 因 とな りや すい。 デ ー タ の種 類 に応 じた保 管 設

備 の整備 や,分 散管 理 な ど と と もに,保 管 デ ー タ の整 理,保 管,

物 件 の状 態 点検 等 を行 な うこ とが必 要 で あ る。

デ ー タの処 分 につ い て と くに注 意す べ き点 は,磁 気 テ ー プ,

デ ィス ク,ド ラ ム等 の不要 記 憶 内容 の消去 で あ る。 また カー ド,

紙 テ ー プ等 不要 デ ー タ物 件 の処 分 に つい ては,廃 棄 処分 規 程等

を定 め,焼 却,溶 解 等 を 間違 い な く,確 実 に行 な う ことが 望 ま

しい。
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d.用 品管理

用 品管理が 十分 に行 なわれ ない と用品 の誤納入や在庫不足等が

起 り,作 業 お くれな どの社内障害の原 因 となるおそれが あるので,

用品在庫管理 の徹底,調 達時 の検収 の励行等用品管理の体制を確

立す る必要が ある。

e教 育

要員 の教育は一般教育 と技術教育 とが あ る。一般教育 としては,

情報処理 セ ンターの社員 としての心構え,と くに事故防止に関す

る細心 の注意 と判断 をつねに養 うような教育を忘れては ならない。

た とえば,電 源 の切 り忘れ,扉 などの閉め忘れ,報 告連絡忘れ等

些細 な不注意が大事 を招 く事に留意 し,反 射的に行動 できる くら

いに まで訓練 す るこ とが望 ま しい。 これ には反復繰 り返 し訓練 し

習慣 となるまで訓練す ることが大事で ある。 また万一事故が起 っ

た時は,そ れが社外 に影響 を及ぼ さなか つた として も,遅 滞 な く

上司に報 告する よう,し つけの確立 を行 な うことも忘れては なら

ない。

技術教育 に関 しては一般的技術 の向上 につけ加えて,'担 当部署

にお ける事故発生時 の取扱 いを十分 熟知す るよう教育す る必要 も

ある。

ω 技術 レベル

情報処理が 高度の知識 ・技術 の駆使を要す ることは,論 をまたな

い ところで,人 的 ・知的 な作業上 のエ ラーや ミスが,単 なる不注意

のみで な く,技 術 力や経験 の不足 に原因す る場合 も,か なり多い こ

とに注 目 しなければ な らない。

す なわち,事 故 の未然防止 の観点か ら,情 報処理に不可欠 な処理

手法 ・技術 上 の必要 々件を事前に検討 し,た とえ作業 従事者が技術

力 ・経験 ともに十分で ない場合 でも,大 きな技 術的失敗 を起 さない

よう,処 理手法上 の工夫 を してお くことが必要で あり,ま た効果的
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で もあ る。

もちろん,個 々の要 員 の技 術 的能 力の 向上 にか ん す る努 力 も,基

本的 に必 要 で あ るが,こ こでは,個 別技 術者 が,情 報処 理 セ ンタ ー

と しての総 合技 術 力に,ど の程 度組 織化 され動 員 され うる か を重 視

しなけれ ば な らない と考 え る。

現 実 に,情 報 処 理 セ ンタ ーの要 員 は,全 体 と して みれ ば経験 の浅

い若 年 者 の比 率 がか な り多 く,す べ て の業 務 を ベ テ ラン層 のみ で担

当 で きる状 態 に は ない。

これ を 補い,全 体 と して欠 陥 の少 ない 高 品質 の 業務 処 理 を行 うた

めに は,高 能 力 の技 術 者 を 一 人 の力 と して利 用 す るの で な く,セ ン

タ ー全体 の技 術 力 として,い か に 活用 し,全 体 の レベ ル向 上 を果す

か,が きわめ て 大切 なこ と と なつて くる。

後 にふ れ るチ ェ ック シス テ ムに して も,長 い経 験 と技 術 的 な工 夫

・研 究 の裏付 け の も とに ,何 年 もか か つ て形成 され た ものは,総 合

技 術 力 と して の セ ン ター の貴重 な財産 で あ り,事 故 予 防対 策 として

きわ め て有効 に機 能 す る もの と考 え られ る。

この よ うな観 点 か ら,例 えば 以 下 の諸 点 につ き,技 術 向上 の努 力

が なさ れ な けれ ば な らない で あ ろ う。

① 要 員 に対す る技 術教 育,と くに事故 防 止 配意 す べ き重 要 事項

の徹底

② 手法 ・手 続 と くに プ ログ ラ ミ ング,オ ペ レー シ ・ン等 に かん

す る標 準 化

③ 各個 別作 業 ご との作業 基 準 の設定

④ 有 効 な事 故 予 防手 法 の研 究 ・開発 ・普 及

い うま で もな く,こ れ らの具 体 的内容 は,業 務 分野 に よ り,ま た

各 セ ンタ ーに よ り多 種 多様 で,そ れぞ れ の創 意 工夫 に また なけれ ば

な らない が,一 般論 と しては,ガ イ ドブ ックに も記 述 してあ るの で ,
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詳細 は これ を ご参 照 願 い たい。

(ウ)設 備

前章 に掲 げ た事 例 に ある よ うに,設 備 に 関す る事故 は 意外 に 多い。

設備 につ い ては 各 企 業 に よる個別 差 が あるの で,一 般 的 な面 につ い

て述 べ る。

火 災,風 水 害,地 震等 に対 して業 務 の遂行 に 支障 を来 さ ない よ う

予備 電源 を持 つ とか,保 管物 品,デ ー タ類 の分 散 管理 を行 な うな ど

の ほか,災 害 対策 と しての優 先 順位 を次 の よ うに考 え て み たい。

① プログ ラ ム ・デ ー タ類 の対 策.

② 機 械 に対 す る対 策

③ 文 書類 の 対策

これ らの対 策 を一 表 にま とめ てみ る と以 下 の よ うに な る。

プ ログ ラム ・デ ー タ 類 機 械 文 書 類
　一

① コ ピ ー ① 導入時に,災 害 ① コ ピ ー

② 中間か らの再現 対 策 に つい て,代 ② 分散管理

が常 に出来 る状態 替機等の対策を契 ③ 大量の場合 マイ

に す る。 約書に のせ る ク ロ化

③ コ ピー の分 散管 ② 保 険

理 ③ バ ジ ク ア ッ プ ・

④ 媒体 内容 リス ト マ シ ン

の コ ピ ーの同時 保

管

部外 者 の侵入 に 対 す る対 策 と して は,と くに警 報 装置,ロ ック,

鍵 の種 類 の 使い 分 け,そ の保 管 の方法 等 の対 策 を考 え て お く必 要が

あ る。

そ のほ か,環 境 の よ しあ しが ミス の多 寡 に影響 を与 え る場 合 もあ
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一例 を あげ れ ば キ イ パ ンチ な どの場 合,作 業 室 の環境 に よっ て能

率 は もち ろん,ミ ス 発生 率 に も影 響 が与 え られ る こ とを指 摘 してお

きたい。

(⇒ チ ェ ック機 構

情 報 処理 セ ンタ ーにおけ る事故 防止 の 中心 が チ ェ ックで ある。 現

実 に 各 セ ンタ ー ともチ ェ ック ・ポイ ン トを業 務 の 流れ の要所 に置 き,

必要 に して十分 なチ ェ ック を行 ってい る と考 え るが,と くに考 え る

べ き点 を と りあげ て みた い6tt

ジョブ の流 れ を全 体 と して とらえ,そ の 中にお け るチ ェ ック のバ

ラ ンスが とれ て い るか,チ ェ ック の対 象 とす る作業 の流 れ の間 に ギ

ャ:シ プが ない か ど うか,'チ ェ ック の内容 に一 貫 性 ・統一 性 が保 たれ

てい るか な どの観 点 がそ の一 つ で あ る。 これ らを確 か め る方 法 と し
rl

ては フロ ーチ ャー トの活 用が 考 え られ る。 現 実 の作 業 の流れ を追 っ

て,チ ャ ー トに図示 し,そ の中 に おけ るチ ェ ック個 所 を描 き出 して

み る こ とで あ る。

第二 にはチ ェックについ て先入観的 な判断 を極 力排 し,厳 格 な態

度 で実 施 す る こ とで あ る。 とか く作業 者 の能 力 に信 を お きす ぎて,

チ ェ ック の内容 が 形 式 に流 れ た りす る こ とが あ りうるが,チ ェ ック

の基本 は 機 構 的 な もの で あ り,作 業 者 と異 な る 目で見 直 す こ とが 本

旨で あ る こ とを 忘 れ て はい け ない。 プ ログ ラム等 につ い ては チ ェ ッ

ク のた め に も標 準 化,ま たは デ バ ッグの徹 底 な どが 励 行 され るべ き

で あろ う。

イ.損 害極 小 化対 策

⑦ 早期 発 見

早 期 発 見 は損 害 の極 小化 に 直結 す る。 早期 発 見 の方法 と しては,

これ まで述 べ た よ うにチ ェ ック な らびに点検 の励 行 が最 も有 効 で あ
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るが,作 業 に携 わ る社 員 の一 人一 人 の事故 に対 す る心 構 えが大 事 で

あ る。

(d)バ ック ア ップ な らび に復元 体制

バ ック ア ップ体 制 と しては代 替 マ シンを 自社 内 あるい は他 所 に持

つ こ とが もつ と も望 ま しい 。

他機 種 を使用 す る場合 には 事前 に コ ンバ ー ジ ・ン ・プ ロ グ ラム あ

るい は 同機 種 の プ ログ ラム とデ ータ の用 意 を してお く こと、 また 他

社 機 を使用 す る場 合は,あ らか じめ 使用 時 間,方 法等 の 事前 打 合せ

を行 な って お く こ となどが 必 要 で あ る。

バ ック ・ア ップ対 策 には コ ンピュ ー タば か りで な く,予 備 電源 の

設置 や要 員 体 制 の整 備 まで含 む こ とが 望 ま しい 。

復 元 対策 と しては,マ シ ンの故 障 あ るい は デ ータLエ ラニ,デ ー

タ損 傷等 に備 え,プ ログ ラム は リス タ ー ト可能 な構 成 を?ね に考 え,

マ シン の一 部 故障 の場 合 使用 シス テム の変 更 可能 な,.た とえば デ ィ

ス ク を ドラ ムに,ド ラムを 磁気 テ ープに,と い うよ うな柔軟 性 の あ

るプ ロ グ ラム作 成 を行 な うこ とを考 え てほ しい。

デ ータの復 元 には,作 業 中 の要 点 で コ ピー を とる こ と,と くに 更

新 作業 の マス ターは二 重 三重 に コ ピーを残 す ことが 必要 で ある が・

この場 合機 密保 護 との 関係 が生 ず るの で,・こ の点 も配慮 し,コ ピー

が 不 要 に な つた らす ぐ廃 棄 す る こ とや,必 要 以 上 のコ ピーを とらな

い な ど厳 重 な注 意 を払わ なけれ ば な らない。

(ウ)そ の他 事 故拡 大 防止 措置 と しては,過 去 の経験等 に よ り事故 処 理

手 順手 引 書 な どを作成 し,誰 で もが 同 じ よ うな処置 を とれ る よ うに

して お くこ とが 有効 と考 え られ る。

また,ミ ス を おか した時,そ の処理 を 自分 だけで や ろ う と した り,

上 司に対 して報 告 を しなか った りす る よ うな ことの ない よ う教 育 の

面 で の徹 底 をは か る こ とも大 事 な こ とで あ る。
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② 事 後対 策

ア.応 急 措 置

事故 か ど うか を速 や か に 見 きわ め る とと もに,原 因,状 態,波 及す

る影 響 な ど,事 故 の全 貌 の把 握 に つ とめ る。 また 直 ち に事 態 の収 拾,

解 決 措置 を とる ことは もちろん で あ る。

責任 者,ま た は上 司へ の連 絡 を と る。 また必 要 な ら顧 客 へ の連 絡 を

行 な うこ と。 この場 合 時 期 を失 しない よ う注意が 必 要 で あ る。 応 急処

理 の判 断 が つ きか ね る場 合 や,特 殊 な事情 が ある とき な どは現 場 担 当

者 の 恣意的 判 断 を避 け,上 司あ るい は顧 客 の指示 を うけ る よ う徹 底 し

てお かね ば な ら ない

バ ック ・ア ップ体制,復 元 諸方 法 の準 備 もす み やか に着手 して お く

必要が ある。

イ.後 始末

後 始末 と して の最 重要 事項 は,事 故 原 因 の調 査,究 明で あ る。 これ

を徹底 して行 な うことが今後の事故防止 の教訓 とな り,ま た損害度を

明確 に把握す る ことに よって万一顧客 との間に損 害補償 の話合いが起

つた場合 の決 め手 ともなしうる。 さらに事故被害 の軽減 も期待 しうる。

このため事故調査業務担 当の部署 を定め,そ の部署が これ に当るよう

"にする ことが望 ま しい
。

顧客に対 す る損害 の補償,被 害の補填 問題 に対 しては,極 力誠意を

もって これに当 り,次 回の業務 あるいは他の業務 に支障 を来 さない よ

うにつ とめ ることが大切である。

そ の他 には事故 の責任者 に対す る処分の問題が あるが,こ れに対 し

ては事故 の原因,責 任 の所在等 を冷静 に判断 し,信 賞必罰 の精神で客

観性,妥 当性 のある処分 を行 な うことが望 ましい。要は処罰ではな く,

事故 の再発防止の観点 に立 つた ものでなければ ならない。
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ウ.再 発防止対策

調査 の結果 明 らかに なつた事故原因に対 しては,極 力それを排除 し

なければならない。事故原因には,物 的設備,物 件の不備,人 間の不

注意,管 理 システムの欠陥 など多岐にわた るものが あるので,表 面的

な軽率 な判断 を避け真実 の原因を把握す ることを要す る。

そ の結果 に より改善 の実施 をする。改善 には事故当事者 の反省に立

つた意見を十分聴取 し,ま た事故 の起 きた現場 のみでな く,流 れの前

後に接 続する面を も含 めて考え なければな らない。

また事故 調査 の結果 はすべ て記録 に止め,以 後 の事故防止対策改良

の資料 とする。 事例 として社員 の教育 に役立てる などの利用法 も考え

られ る。

⑬
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第4章 契 約

1契 約 書

(1)契 約 の意 義 と効 用

一 般 に契 約 とは 「債 権 の発生 を 目的 とす る複 数 従 事 者 の 合意 」 を意 味

す る。 そ して契 約 は 「相 対 立 す る立場 に立 つ二 人 以 上 の人が 一 方 であ る

こ とを'申し込み,他 方 が これ を承諾 す る こ とに よって 成立 す る。 」 もの

で あ る。

したが つて,契 約 を取 り交 わ す こ とに よつて,顧 客 と情報 処 理 セ ン タ

ー との 間 の権利 義務 の範囲 を明 確 にす る こ とが で き る。 さ らに細則 を双

方 が 同意 す る こ とに より契 約 に 基 づ く作 業 の遂行 に 当 っ て の トラブル を

未然 に防 止 し,仮 りに トラブ ルが起 った場 合 で も,こ れ に よ り処 理 す る

こ とが 可 能 に なる。

また,契 約 を取 り交わ す こ とに よつて 情報 処 理 セ ン タ ー として の受注

業務 の 重要 性 を再 認識 す る と と もに,相 手 か ら受 け る不測 の 損 害 を避 け

る こ とが で き,ま た,万 一 事故 が 起 きた場 合 で もそ の処理 に 当 って双方

の間 の話 し合 い に よつ て比 較的 そ の損害 を最 少 限 に くい止 め る こ とが で

きる と考 え る。

既 述 の とお り,情 報 処 理サ ー ビス業 の 歴史 は 浅 く,ま た,技 術 革 新 の

激 しい この業 界に お い ては ま だ標 準 的 な契約 形 態 を 作 る こ とは 困難 で あ

るが,契 約 書 を結 ばず に 作業 を行 な ってい る情報 処理 セ ン ターが数 多 く

見受 け られ る現況 は早 く脱 皮 し,顧 客 に も信 頼 さ れ か つ情報 処 理 セ ンタ

ー と して も安心 して仕 事 が で き る状 態 とな る こ とが 望 ま しい。

この ため 本項 に お いて 契 約各 条項 につ い て の 解説 を行 な い事 故 対策 の

一 助 に した い
。

なお,情 報 処理 セ ン タ ーか ら下 請 外注 す る場 合 に も本項 に準 じて契 約

を行 な う よ う努 め る こ とが 望 ま しい。
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② 契約書 の内容

情報処理 サ ービス業の営業種 目には受 託計算業務,穿 検孔業務等各種

の業務が あるが,契 約を取 り交わすに当って,ど の営業種 目について も

共通 してい る もの と・そ の種 目によつては作業遂行上,単 独に留意すべ

き点があ るのでそれぞれを分けて以下記述す る。

ア.各 営業 種 目に共通 しているもの

⑦ 甲乙の責任者名

自)契 約物 件名(業 務名)

(ウ)納 期(ま たは契約期間)、

作業進行中,天 災 その他乙の責に帰 し難い事 由,ま たは乙の責に

帰すべ き事 由に よって期限内に作業 の完 了の見込みがたた ない場合,

甲の了解を求めて納期 を延伸 して もらう必要が予想され る場合は,

別項 として 「納期延伸」を明文化 してお く必要 がある。

⇔ 契約金額(ま たは料金)

鋤 料金 の算 定

甲乙が合意 して定 めた仕様書 な どに基づ き,料 金 算定の基礎 にな る

単位 を定めてお く必要 がある。 これ らは仕様変更,あ るいは処理件数

の増減 などの時 に有効で ある。

㈲ 納入場所(ま たは作業場所)..

㊤ 善管義務

甲の所有物 で ある諸資料,諸 物件,施 設 などは,甲 の貴重 な財産

なので保管,取 り扱い については紛失,汚 損 などに £り甲に損害 を

与えた り,乙 の作業 遂行 に支障を きたす ことのない ように慎重に取

り扱わねばな らないので善良なる管理者 の十分 な注意が必要 である。

これ らは 甲の信頼 を得,乙 の姿勢を表示す るために も必要で ある。
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の 機 密 の保 持

この件 につ い て は,前 年の 「機 密保 護 対策 報 告書 」 で と りあげ て

'
LAる の で詳 述 は避 け る が,契 約 とい う観 点 か ら考 え ると き,乙 の義

務 のみ で な く業 務 の 内容 に よつて は 甲に もこれを義 務づ け る必 要 が

あ るこ とを指 摘 してお きたい。

θ 検 収

乙は作業完了後,双 方 の合意に よつて定めた仕様書 などに より,

初 作業が椎 書 などに合致 した もので ある ・とを甲に輸 して も

らう必要が ある。 甲の確認が終っては じめて代金の請求 が可能にな

るが,も し不合格の場合は直ちに これの訂正がなされなければな ら

ない。

さ らに,長 期 プロジェク トの場合最終結果が判明す るまでには相

当の期間 を要す るので乙の資金面か らみてその完 了を待たずに中間

検収を受け るために も,あ る程離 ん だ場 合に区切 りをつけて作業

の完了 を確認 ・検収 して もらう必要が生 じて くる。

同 支 払

乙は契 約 した作業が完了 し,甲 の検収を得れ ば代金 の支払 を受 け

る権利を取得 する。

この履行を確認す るためにあらか じめ支払 の条件 を設定 してお く

必要が ある。

'θう
損害 賠 償

この 問題 につ いて は 次 章 の調 査結 果 に 明 らか な よ うに 、調 査回 答 社 の8

割 以 上 が その 必要 性 を 認 め てお り、 残 りの 社 も基 本 的 には 否定 は して い

な い。 しか し現 実 に 契 約 書の 条項 に この項 を 挿 入 して い るセ ン ター は回

答 社 の約5割 とな って い る。
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この こ とは損 害賠 償 に 関 す る取 扱 いの むつ か し さを 示 す もの で あ る。

事 故 に より顧 客 が被 害 を蒙 った 場合 、 その 損害 の 補 填 が 当然 問題 に な

って くる。 しか し事 故 の 原 因 の所 在 に よ り、 また被 害程 度 の 評価 に よ っ

て 、 補 填 の方 法 、 金額 等 が 異 な って くるわ け で、一 概に す べ て がセ'ン タ

一側 の責 任 と い うよ うな 簡 単 な、 機 械 的 な と りきめ をす る こ とは 出来 な

い.ま た、 受 託 業務 の 質 、 量、 範 囲、 頻度 な どに よ っては 、 必 らず し も

この 条項 を 含 まな くて よ い場 合 もあ り うる。 基本 的 に は この 問題 に対 す

る セ ン ター と して の誠 意 あ る姿勢 を 示 して顧 客の信 頼 を得 る.こ とは必 要

で あ るが 、 契 約 書 の条項 と して の表 現 は 慎重 に検 討 す る こ どを 要す る.

さ らに もっ と も抜 本 的 な対 策 と して、 保 険 な ど に よ る保 証制 度 につ い

て十 分 に 研究 し、 損 害 賠 償 に 関 して の 顧客 とセ ン ターの 紛 争を 防 止す る

ことを 考 え、 そ の 実現 を推 進 してゆ くこ とが 必要 で あろ う。

(∋'契 約 の解除

成立 した契約は,甲 乙 と:もに誠意をもつてこれ を履行す る義務が

あるが,甲 乙いずれか の都合に よつて契約 を解除 しなければ ならな

い事情が生 じる場合が あるのでそ の解決方法が必要である。

←)紛 争 の解決

甲乙双方 で取 り決 めた諸問題 について解釈の相違 が生 じる場合 ・

予見 し得 ない 事態が生 じた場合,ま た,協 議 して合意 に達 しない場

合 などに より甲乙間に紛争が生ず る可能性 が多分 にあるのでそ の解

決方 法が 必要 で ある。

㊤ 協 議

乙が契約 の当初において,契 約書 または仕様書 などに より,細 目

まで定 めて作業の実施に入るが,そ の途上 またはそ の後 に起 こる細

目に ない諸問題は,甲 乙の話 し合い の場 を設けてそ のつ ど定める必

要が ある。
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イ.営 業種 目に より異 なるもの

⑦ 穿検孔受託業務

a.穿 検 孔業務 の 日程

甲 よ り要求 された期 日迄に作表 を完成 させる ためには,そ の作

業 の開始に先立 ってそれが可能 か否か甲乙両者 におい てそ の所要

日程 を十分検 討 し,予 定 日程を明確に して着手する必要が ある。

特に本業務に おい ては原 始資料 の入手 時期 に より日程が左右さ

れるので,こ の点十分注意が必要で ある。

b.原 始資料 の交付,保 管

乙が作業 を開始す るに当り『,そ の原 始資料 の種類,内 容お よび

'数 量 などを確認の うえ
,交 付 を うけて始めて着手す ることが可能

.になるのであるが,何 等か の都合で交付が遅 れた り,ま たは変更

が あった り.した場合には,そ の後 の 日程その他 の処理に影 響を及

ぼす ことになるか ら交付の方法,日 程については具体的に してお

く必要 が ある。

まだ,交 付 された原始資料等は甲の大切 な資料 であるので乙は

責任 を もつて保管 の任に当 り,甲 に不安 をかけない ようにす るこ

とが必要 である。

c.納 品

甲乙協議.して定めた期限 まで に完成 した製品 ならびに原始資料

などを甲に納入,返 還 し,こ れ を確認 して もら う必要が ある。

納入,返 還の受渡 し方法等については できるだけ具体的に記入

される ことが望 ま しい。

④ 受託計算業務

a.受 託計算業務 の日程

次の事項 について 日程を取決 めてお くこ とが望 ましい。

(a)入 力 データお よび関連資料 の受 理

(b)納 品後の検収期 間
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b.作 業 の分担

作業 を支障 な く遂行す るために甲の協 力を必要 とするのでそ の

作業の内容 の分担 を明確に決め ておか なければ ならない。 それぞ

れの作業の内容 に よっては甲のみ で行 なうもの,乙 のみ で行 な う

もの,あ るいは甲乙共 同で行 な うものなどその分 担を具体的 に決

めて行 き違い のない よ うには つきりさせてお く必要が ある。

c.作 業 の区分

この業務 の特色 として,作 業の内容が 多種で あり,し か もそれ

ぞれ独立 して行 な う作業が比較的多いので,相 互 に連繋を保 ちつ

つ能率 よく作業を遂行す るためにはその区分を具体的に決めてお

く必要 があ る。

d.資 料等 の貸.与

この業務は作業の種類が多いのでそれぞれ に必要な諸資料 また

は情報 な どを甲 より貸与 または提供 を受け な くては進まない もの

が ある。作業遂行に必要 な ものを甲 より受 けるためには これを 明

確に して協力 して もら う必要が ある。

e.貸 与品の保管,返 還

貸与 または 提供 された諸 資料 な どは 甲の貴重 な所有物 なので,

乙は作業が完了するまでこれを責任 を もつて大切に保管 し1作 業

が完了する とともにそ の都度または一括 して速やかに弛 れを甲に

返 還す る ことを明記 してお く必要がある。

f.仕 様 の変更

仕様は 甲において十 分検討の うえ作成 ざれた もので あるが,作

業 の途上 におい て,甲 の都合に より変更 を求め られ る場合 の処理

方法が 必要 で ある。

仕様 の変更は契約 の改訂に もつなが る問題 となる場合が生 じる

ので慎重 に取 り扱 わねば ならない。
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(ウ)派 遣業務

a.消 耗品の支給

派遣要 員が作業が 円滑に遂行 するため に要す る消耗品類 につい

ては甲乙の間でそ の負担部 分を明確に してお く必要が ある。

b.作 業環境 の整備

派遣要員 は何れ も他の職場 において作業するので,場 合に よつ

ては慣 れた 自分の職場 とは全 く違 った職場 で作業 しなければ なら

ない。環境の良否が作業能率に影響するので乙は 甲に対 し派遣要

員が作業遂行に当 り,円 滑且つ快適に操作,運 用が できるために

必要 な物品,施 設等を準備 して もらう必要が ある。

乙が準備す る場合には甲乙両者の間で行 き違い の ない よう十分

な話 し合いを取決 め る必要 がある。

c.作 業管理

派遣要員は 甲 よりの要求に より他の職場 で作業す るので,作 業

の実施に当っては 自己に代 って甲の完全 な管理下 に入 り,そ の指

導,監 督を うけて これ を行 な うことが求め られ る。

従 って先方の要求 を完全に充 たすためには,甲 の指名す る管理

者 の もとで定め られた作業 の範囲内で間違い な く作業 しなければ

ならない。

乙 より管理者を出す場合には作業実施に伴 な う管理範 囲につい

て よ く甲 との調整をはか る必要が ある。

d.派 遣業務 の完了

派遣要員は役務 の提供 に よって甲の要求を充たす ことを 目的 と

してい るので完 了の時期お よび条 件を明確にす る必要 がある。

⇔ 時間貸 し業務

a.使 用希望 日時

時間貸 しの場 合は自己 の所有す る機械 を顧客 に使用 させ るのが
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目的 で ある の で,顧 客 の使 用希 望 日時 が 当 方 の都 合 と合 致 して い

るか 否 を検 討 ・調 整 の うえ提 供 す る必 要 が あ る
。

したが つて 使用 日時 につ い て は あ らか じめ書 面 を提 出 して もら

うべ きで あ る。

b.操 作 員登 録

精 密 機械 を操 作 す る には 高度 な技 術 が 要 求 さ れ る ので,亡 れ に

従 事 さ せ るに は 一定 の資 格 と経 験 を有す る信 頼 に足 る者 で なけ れ

ば な らな い⇔

誤 って専 門外 の者 の操 作 に よって起 きる トラブル や社 内職 員 と

の摩 擦 を避 け る ため に もそ の責任 を 明確 に してお く必要 が あるの

で操 作員 登録 を
、す る こ とが 望 ま しい。

c・ 使 用 の変 更

使 用 に 当 っ ては使 用 日時 につ い ては 双 方 で十 分検 討 し合 意 の う

え で着手 す るの で あ るが,都 合 に より途上 特 等 に変 更 が起 こ る

場 合が ある・ そ の場 合 ・一 方的 な腿 で な く変 更の理 由 な どを+

分検 討 し・ 変 更 に よる処置 方法 な どを決 め てぷ 必要 が
、あ,る。

なお,使 用 日時変 更 等に伴 う変 更料 請 求 を本項 に挿 入 す る場 合

もあ る。

㈲ ソ フ トの作 成

a.作 業 内容 範 囲(仕 様)

一 般的 には 「別 紙 仕 様書 の通 り」 とい
った形 で表 現 さ れ,契 約

締結 以 前に十 分 打 合せ が なされ てい るは ず で あるが
,多 くの場 合

必 ず しもそれ で十 分 とは い え ない。

す なわ ち,言 葉 の解 釈 の違 い や感 違 い,打 合 せ途 中 で の再 々の

変 更 な どに よ リ トラブル を起 こす 場合 が あ る
。 したが って,最 終

仕様(と 思 って も更 に変 更 す る こ と もあ る)が 確定 した時 点 で相

互 に 確認 の うえ,甲 よ り仕様 書 の承認 を受 け て お く必 要が ある
。

ソ フ ト(ま たは シ ステ ム)開 発受 託 の 場合 には
,事 故 の多 くが
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この点 を あい まい に して あ つた こ とに端 を発 す る もの で ある。

b.納 品物 件

作業 完了 後 に 納品 す べ き物 件,た とえ ば,プ ログ ラム の ソース

・オ ブ ジェ ク ト別 ,媒 体 を何 に す るか,プ ロ グ ラムの仕 様書 ・使

用 説 明書 等 の要 ・不要,フ ローチ ャ ー ト ・テス トデ ータの 要不要

等 々 につ い て,あ らか じめ とり決 め てお く必要 が あ る。

c.仕 様 の変 更

作 業 開 始後 の 仕様 の変 更 につ い ては,作 業 期 間,契 約金 額 に大

一き く影響 しない場 合 に限 り,双 方 協議 の うえ,受 入 れ る程 度 に止

め る。 この場合 簡 単 な変 更 だ と思 った ものが 以 外 に 工数 が か か る

こ と もあ るので特 に作 業期 間 につ い て延 長 の必 要 の 有無 は 十分 に

検討 しない と結果的 に欄 お く旭 い うこと・・'なる恐繊 ある・

⇔'ス テ・の拡張 または改 良 に'よb'大幅 雄 様変更が見込まれ る

∴卜鴛 睡ぱ;当 初 の契約業 務が完成 してか らあらため
て着 手する こと

咋 明治'る ことが望・しい・ ・の齢 は当然追加契縦 た噺 規

ま・たほ新 規 契約 とい う形 に な る。

dr使 用 ヨ7ピ ュ 一 夕

甲乙 どち らの コ ン ピュ ータ を使 用す るか,使 用時 間 の 確保 は ど

ち らで行 な うか な どを 明確 に してお くこ とが 必 要 で ある。

e.テ ス ト ・デ ータ の提供

テ ス ト仕 様 書 を満 足 す るテ ス ト ・デ ータは 乙側 で作 成 す るが,

それ と同時 に実 務 に 即 した テ ス ト ・デ ータを 甲に提 供 して もら う

一こ とが 必要 で あ る。

f.所 有 権

完成 した ソフ ト(ま たは シス テ 云)の 所有 権 に つ い ては あ らか

じめ取 り決 め てお く。

9.使 用 権

完 成 した ソフ ト(ま たは シス テ ム)の 使 用 権 は 甲に あ るのは 当
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然 で あるが,乙(開 発 者)に そ れ を留保 す るか ど うか を 明確 に し

て お く必要 が あ る。(無 体 財産 権 な どが確立 した場 合 に トラブル

が 発生 す る恐 れ が あ る)

h.公 開 ・公表 の条 件

ソ フ ト開 発 の結果,修 得 した ノ ーハ ウについ て 公開 ・公 表 の

必 要 が あ る と見 込 まれ る時 は,あ らか じめ と り決 めてお く必 要 が

あ る。(機 密 の漏 洩 ・ノー ハ ウの侵 害 な どの トラ ブル防止)

i.保 守(保 証 期 間)

無償 保守 期 間,プ ログ ラ ムの 修 正 な どに つ い て範 囲 を 定 め

て お く必要 が あ る。 この場 合,仕 様 の変 更,シ ス テムの 拡張 また

は 改 良 な ど と明確 に区 別 で きる よ うに してお く。 .、 .

j .資 料 の提供

仕様 書確 定 時 に想定 で きる資料 に つい ては ノ ーハ ウ,部 外秘 な

ど仕様 書 を満 足 す るため に必要 とす る ものは すべ て期 日を定 め て

提供 して も ら う。 甲の 資料不 備 や 提 出期 日のお くれに よる作業 の

遅 延 を防 止 す る ため に必 要 で あ る。

k.変 更 条件

納期,契 約 金額 な どに変 更 を必 要 とす る場 合,① 仕 様 の変 更,

不 備,追 加 な ど,② 提供 資料 の お くれ,③ 甲 との共 同 で シス テ ム

(ソ フ ト)を 開発 す る場合 の 甲の プ ログ ラム の 完成 の時期 な どの

お くれ た場 合 な どの条 件 を明確 に してお く必 要 が ある。
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2.そ の 他

契 約書 以 外 の 方 法 と しては 覚書,念 書,確 認 書 な どの方 法が 考 え

られ る。 また米 国 の セ ンター の例 としては,プ ロボー カル(見 積 書)

を もつて 契 約 に代 え,契 約書 自体 を使 用 してい な い例 も ある。 受 託

業 務 の質,量,範 囲,時 期等 に よ り,契 約書 を取 交わす ことが 出来

ない場 合 も考 え1られ るの で,こ の よ うな 便法 等 を利 用 し,契 約書 を

締 結 す る こと と同一 の効果 を あげ る こ と も考 え て ゆ くべ きで あろ う。

ま た 前項 で触 れ たが,情 報処 理 セ ンター が発 注 者 とな る よ うな場

合,下 請け な どの 企業 との間 の契 約行 為が,比 較 的 な お ざな りに さ

れて い る ケース が 多い よ うで あ るが,こ の 点 も発 注業 務 の 内容,納

期,料 金 等拠 出 の 必 要点 に つい ては,な ん らか の 方法 に よつて 確 認

す る よう心 が け る こ とが望 ま しい。
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第5章 事 故 対 策 実 態 調 査 結 果

1.調 査 時期 、対 象等

ア ン ケー ト方式 に より、 国 内 と米 国 の情 報 処 理 セ ン ター の実 態 調 査 を、

47年10月 か ら48年1月 の間 に実 施 した。

国 内 の情 報 処理 セ ン ター はJECCの 便覧 記 載 の独立 セ ン ター か ら無作

為 に250社 を抽 出 し、調 査 票 を郵 送 、回 収 した。

回収 は1.15社 、回 収率46%で ある。

米 国 につ い て は外 国調査 の専 門 会社 に調 査 を委 託 した。 全米 か ら60社

を選 び21社 の回 答 を得 た。 回 収 率 は35%で あ る。

2.調 査 結 果.'

{1}.国 内調 査

回収115件 の うち〆切 後到着 分 を除 き113件 につい て集 計 した。

調査 は無記 名 で行 なっ た が、 フェ ー ス シー ト記載 の内容 に よる回 答 社 構

成 は以 下 の通 りで ある。

地域別年商別 東 京 。周辺 大 阪 ・周'辺 その他の地域 合 計

1億 円未 満

1～3億 円

8億 円以 上

8

18

22

16.7

37.4

45β

2

2

6

20』

20.0
/

60.0

25

24

5

46.8

44.4

9.3

35

44

33

31.2

39.3

29.5

合 計 48 100.0 10 1000154 100.0 112 100.0

(注)回 答 中、 年 商 、地 域 無記 入 が1あb合 計 は112と な っ てい る。

ア 、 社 内 ミ ス に つ い て の 把 握 制 度

こSで い う社 内 ミ ス と は 、 ミス パ ン チ 、 オ ペ レ 一一/;ヨ ン ミ ス 、 プ ロ

グ ラ ム エ ラ ー 等 を さ し、 軽 微 な も の ま で も含 ん で い る。 一 般 に 情 報 処

理 セ ン ター では カー ドベ ー ス で考 え る と毎r数 万枚 か ら数+万 枚 の デ

ー タ媒 体 を扱 ってい る の で、 そ の処理 に つ い ては細心 の注 意 を払 っ て

い るが、 ミス発 生 の状 態 を常 に把 握 す る こ とが、 ミス の防 止 につ なが
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るo

この質 問 では報 告 制度 に よる把 握 につ い て きい た が、112社 中

106社 ま でが なん らか の形 で実 施 してbり 、 と くに行 なっ てい ない

とい う7社 は売 上 規模 か らみ て、報 告制 度 の よ うな形 を と らない で も

状況 が直 ち に把 握 し うる もの と思わ れ る。

報 告 の周期 と して は 「毎 日」 が48社 、 「重 要 な もの のみ」 が36

.社 で この二 つ が 中心 で ある。

イ、 社 内 ミス発 生件 数

過 去1ヵ 月間 の ミス発生 件 数 につい て は 「10件 以 下」 が最 も多 く

82社 全体 の約75%で あっ た。 「11件 ～30件 」 「81件 以 上 」

がそ れ ぞれ12社 、9社 と続 い てお り、 「1件 もない」 とい う答 は7

社 で あ った。

全 般 に大 都 市 に ある、 大 規模 セ ン ター に社 内 ミス発生 件 数 が多 い傾

向が あるが 、 これ は取扱 うデ ー タ量 が 多い こ と、 社 内 ミスの 報告 制 度

が 確 立 し てい る こ とな どに ょる もの と思わ れ る。

ウ、 社 内 ミス の種類 と頻 度

ミス の種 類 ご とに、 「時 々起 る」 「た ま に起 る」 「ほ とん どない」

の三 段階 に分 け て回 答 をえ、 そ れ を集 計 した の が下表 で ある。 数字 は

社 数 で あっ て件 数 では ない が、 種類 に よる ミス の発 生 傾向 はわ か る。

ミ ス の 種 類 時々起 る たまに起 る
ほとん ど

左 い

搬送 中の事故 0 5 97

顧 客 デー タの紛 失 、 損傷 1 9 93

チ ェ ッ ク 。 ミス に よ る 誤 計 算 5 67 33

パ ンチ ミス に よる誤 計算 8 80 17

プ ロ グ ラ ム 。 エ ラ ー に よ る 誤 計 算 6 57 40
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テ ー プ 、 デ ィ ス ク パ ッ ク類 誤 使 用 1 39 6

マ シ ン操 作 ミ ス 3 51 4

マ シン 。ダ ウン等 に よる処 理遅 延 9 62 3

ファ イル 紛失 、損 傷 、 内容 消失 0 18 8

2

9

3

4

(0

4

6δ

只
U

エ、 プ ログ ラム 。エ ラー の原 因

上 記 の社 内 ミス種 類 の うち、 プ ログ ラム ・エ ラー につ い て原因 を調

べ た。 デバ ッグ不徹 底 を69社 が上 げ て お り、 そ れ以外 の理 由 は別 表

の通 りで あ るが、 そ の他 の理 由 と しては 「誤 解釈 」 「理 解 不足 」 を含

む打 合 せ の不備 が あげ られ てい た。

オ、 プ ログ ラム の標 準 化

これ につい ては 「実 施 してい る」社 が51社 、'「検討 中」 が57社

で合 計103社 が標 準 化 につ い て努 力 してい る こ とがわ か る。

カ、 事故 防 止 の社員 へ の徹 底方法

「朝礼 等集 会 の機 会 の利 用」 が最 も多 く66社 、 「社員 教 育」 が

63社 、 「事 故実 例 に よるOJT」39社 な どが多 い方法 で ある。 事

故防 止 の基 本 は社 員一 人 一 人 の心 構 え と周到 な注意 に ある ごとはい う

ま で もない が、 そ の点 情 報 処理 セ ン ター 各 社 が力 を入 れ てい る状況 が

よ く出 てい る。

「そ の他 」 に記入 して あった回答 と しては、 ミー テ ィ ング形 式 を と

る徹 底 方法 ど作 業基 準 、工 程 管 理基 準等 の作 成 な ど制度 的 方法 に よ る

徹底 、ZD運 動 、事 故 防 止強 調 月 間 な ど行 事的 な方法 に よる もの な ど

多彩 な方 法 が示 され て いた。
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キ、 パ ツ クア ツ ブ体 制

マ シ ンダ ウン時 の バ ッ ク アッ プ体 制 につ い ては、 自社 内 に代替 機 を

持 っ てい る社 が34社 、 他 社 の マ シ ンが使 用 可能 とな っ てい る社 は

77社 とい う回 答 で あった。 「そ の他 」 は8社 で ある が、 そ の 内容 は

「メー カー ・セ ン ター」 「同機 種 の他 ユー ザー」 へ の依 頼 な ど、 実質

的 に は他 社 マ シンが 使 え る とい うこと と変 りは ない よ うで あ る。

ク、外 注 先管 理

下請 け も し くは要 員派 遣 の利 用 につ い ては、 「 しば しば利用 す る」

が42社 、 「た まに利用 す る」 か40社 と なっ て お り、 回答 社 の8/4

近 くが利 用 してい る。

そ の利 用 の 内容 は キー パ ンチ が最 多 で、76社 が下請 け を使 ってい

一 、 一る。 要 員派 遣 を受 け てい る社 は23社 で あ った。

外 注 先 の管理 方 法 に つ い ては、外 注 先 に信 頼 出来 る企 業 を選 ぶ とい

うこ とが基 本 で、 「子 会 社、 関 係 会社 しか 使 わ ない 」 と ころ が割 に多

く、 それ以 外 は 「発 注 前 に信用 状 況調 査 」 を してか ら外 注 を決 め て い

.る よ うで あ るo

ケ、 顧 客 との'ト ラブル経験

創業 以 来 これ ま での間 に、顧 客 との 間 に トラブ ル を持 っ た経験 の あ る

社 は84社(75%)で あった。 これ は多 い よ うftEP象 を与 え る が、創

業 以 来 とい う長 い期 間 が対 象 に な っ てい る こと、 前述 の よ うなX大 なデ

ー タ量 を取 扱 っ てい る こ とな どか ら考 え れば
、 む しろ トラブ ル経験 の な

い社 が25%も あ る方 を重視 す べ きで あろ・う。

トラブ ルの 中身 は セ ン ター 側に 原因 の ある トラ ブル と、顧 客側 に原 因

の ある トラブ ル とに分 れ る。

θ ゼ ン ター に起 因 す る原 因 に よる トラ ブルは77社 か ら報 告 が あっ た
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が、 そ の 内容 は以 下 の通 りで あ る。

誤処理

納期遅延

デー タ紛失、損傷

1/o受 渡 事故

そ の他

60件

46件

9件

14件

5件

誤 処理 と納 期 遅延 が ほ とん.どで機 密 漏 洩 な どは1件 も報 告 され て

い ないo

㈲ 顧 客 側 に起 因 す る トラブ ル にっ い て は41社 か ら報 告 が あっ た。

そ の内容 は

料 金支払い に関 する もの

客側 の一方 的要求 に よるもの

の二 つが主 で、 これに続 い て

契 約書条項不備

見積書 不備

そ の他

2i件

21件

12件

3件

3件

とな っ てい る。 「そ の他 」 を含 め具体 的 に記入 され た トラブ ル 内容

と しては、'顧 客 の デー タ不備 。'納 期 は動 か さず に無 理 な修正 要

求,'一 方 的 な契 約 の破 棄 ・'契 約以 外 のア ウ トプ ッ トの要求,な

どが回 答 され てい る。

▽ セ ン ター に原 因 の あ る トラブル経験

地 域 別 年 商 別

一

合 計
大 都市
◎周辺

そ の他
地 域

1億 円

.以 下
～3億 円 8億 円

以 上

経験 な し 19 14 14 10 9 88

経験 あり 39 38 21 32 24 77

'誤 処
理

納期遅延

29

23

31

23

14

11

26

20

20

15

60

46
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1/0受 渡事故 9 5 2 5 7 14
,

デづ紛失、損傷 8 1 0 1 8 9

機 密 漏 洩 0 0 0 0 0 0

そ の 他 4 ' ・ 二1 3 b 2 5

▽ セ ン ター以 外 に原因 の ある・トラブ ル経験

経 験 な し' 34' 32' 23 24 19 66

経 験 あ り 21 20 11 17 18 41

料 金 支 払

客の一三柏勺要求

契約書 不備

見 積 書不備

そ の 他

■4`F.

^13

4

2.

0

7

乳

8

1

3'

4

5
二9

5

0

1

7

.8

93

1

92

10

8

4

2

'0

21

21

12

3

3

コ、 トラフ'ルの解 決手 段

「話 合 い に よる解 決 」 が最 も多 く40社 が答 え てい る。次 は 「再 処

理 」 で22社 。 こ の二 つ が解 決 手 段 の 中心 と なっ てい る。 「損 害賠 償

を行 った」 のは4社 で あ る。

サ、 損 害賠 償 につ いて の 考 え 方

情 報 処 理 セ ン ター の全 般 的 な この問 題 に 対 す る考 え方 と しては 、

き わ め て 前 向 きだ とい え る 。 「ある程 度 ま では止 む を得 ない」 とす

る 意 見 が78社 、 「当 然 の ことで ある」 とす る社 が18社 、 合計

g1社 で 回 答 社 の8割 を 超 え る多数意 見 と なっ てい る。 しか し「セ

ンタ ー側 の み の 一 方 的 義 務 は 不公平 」 であ る とす る意 見 も残 りを占

め て お り、 前 項 で述 べ た よ うに顧 客 の の トラブル、 事故 の 内容 には、

セ ン ター 側 のみ に原因 の ある もの だけ でな く、 顧 客 側 に起 因 す る もの
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か な りある と ころ か ら・ 機械 的 に事故 も しくは トラブルはす べ てセ ン

ター 側 が損害 賠 償 を行 な うとす る こ とに異 論 が あ る ことを示 して い る
。

シs.損 害 賠償 の現実 め取扱h'

従 って現実 に損害 賠 償 を どの よ うに取扱 っ て い るか をみ る と、 「契

糖 条 項 ひ れ て い る」 社 が54社(・8%)あ るが・ け 一 ス ・バ

イ 。ケー ス」 で処 理 してい る社 が87社 、 「事故 発 生時 に話 合 いJが

36社 とわ て鋤 ・契縮 条数 含めた損害賠償規定 も必 らず しも

機 軸 な、もρ苛 いことを現机 ている・その他で品 つのは 「損害

賠 償 に は応 じltい 」 と答 えた社 が3社 ある こ とで ある。 これ は賠 償 そ

の もの を否 定 す る ものセ は な く、.ア ウ トプ ッ トの顧 客の検 収 が完 了 し

た時 点 を もっ て納 品 と して い るの で、検 収 前 で あれ ばセ ン ター が無条

件 で再 処理 す る し・検 収 後 は顧 客 側 の責任 とな るの で損 害 賠 償 は 発生

しない とい う考 え方 に立 つ もの で ある。1

また、 損 害賠 償 の 金額 と しては 「話 合 い の妥 結 額 」 と してい る のが

63社 で 中心 とな っ て い る。 「契 約額 の範 囲 内⊥ と してい るの が38社

で あるo

ス、保 険 の利 用状 況 と希望 す る保 険 ,

各 種保 険 に加 入 してい る社 は76社(回 答 社 の68%)で 、 そ の保

険 種類 は、火 災 保 険 が主 で71社 が使 っ てい る。保 険 の内容 は別 表 を

ご覧 頂 きたい。

そ の他 で は動 産 総 合保 険 が13社 、 利 益保 険 が7社 とず っ と数 が 少

な くな るo.、 、

保険 に加入 してい ない社 は33社 で あ るが、 未 加入 の理 由 と しては

「万一 事故 が あ っ た場 合保 険 だけ で は カバー 出 来 ない」 とす る社 が
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14、 「要 求 に見 合 う保 険 が ない」 が11で あっ た。

保 険 の加 入 率 はか な り高 いが、 必 らず し も満 足 してい るわ け で は な

く、 情 報処 理 サー ビス業 に適応 した保 険 を要望 す る声 が高 い。 望 ま し

い保 険 につ い て の意 見 をま とめ る と、 大別 して三 つ に分 け られ る。

①'ソ フ トウエ ア お よび記 憶 ず み テー プ、 デ ィス クな どに対 す る保

険

② 事 故 に際 して の損害 賠 償 の支払 い を補 填 す る保 険

③ マ シン ダ ウン時 そ の他 不測 の社 内 ミス発生 時 に、 他 社 機 の使 用

料 とか、 ファ イ ルの復 元 費 用 な どを カバ ー す る保 険

これ らの保 険 の実 現 に つ い 「ごは、 なん らか の形 で政 府 の指 導、 援 助

が なけれ ば む つ か しい と し、 要望 す る意 見 も多 か っ た。

セ、 契 約書

委 託業 務 に関 し顧 客 と契 約 を結 ぶ と き、契 約書 を と りか わ すか ど う

か につ い ては、 「必 らず」 行 な うの が78社 、 「場 合 に よ り」 が27

社 で あった。

また契 約書 に記載 す る事項 につ い て の回 答 は別 表 を参 照 さ れ たい。

(2)米 国調 査

調査 対i象60社 に 対 し回収 は'21社'(35%)で あ った が、 この うち

の1社 は 回答 記載 が 不十 分 なの で集 計 か ら除外 した。20社 分 につ い て

以 下 にそ の概 要 を述 べ る。

概 括 的 に は わ が 国 の調査 結 果 と大 差 が ない とい うこ とが 出来 るが、 多

少異 なる点 もある の で、 質 問 の各 項毎 に述 べ る。

回 答社構 成 は以 下 の通 りで、・中小 規 模 が主 体 で あ る。
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年 商 別 社 数 従業員数別 社 数
主 要

サービス別
社 数

50万 ドノ以 下 10 25人 以下 8 パッチ処理 17

～100万 ドル 5 ～50入 7 ソフトウエ ア 10

～300万 ⇔ レ 1 ～100人 1 N工S 5

～500万 ドル 1 ～200人 1 FM 4

500万 ドノ似 上

1

3 ,200人 以 上 3 サドートσサー七ス 2

(注)主 要 サ ー ビ ス 別 は マ ル チ プ ル に な っ て い る の で 合 計 は20 .社 を 越 え

るoま た 、NISは ネ ッ ト ワ ー ク ・ イ ン フ ォ ー メ ー シ ョ ン 。サ ー ビ

ス の 略 で あ る 。

ア、顧 客 との トラブ ル経験 一,、

あbと 答 え た の は16社 、 な しが4社 で あった。 そ の内容 と'して は

「納 期 遅 延」 が12社 、 「誤 処理 」6社 、 「顧客 か らの修 正要求 」 が

6社 、 「料 金支 払 い」 が5社 とい うの が主 な と ころ で ある。 わが国 と

較 べ て も大 体 似 通 っ てい るが、 誤処理 と納 期 遅 延 の順位 が入 れ か わ っ

てい る点 が 目にっ く。

イ、 トラブル の解 決 手 段

「再 処理 」 が12件 で圧 倒 的 に多 く、 「損 害賠 償 」 が4件 、 そ の他

と して は、'契 約 書 の手 直 し・"ス タッ フ の増員,'顧 客 の再 教 育'

などが あけ られ てい た。 トラブル の原 因 が顧 客 の知 識 不足 に あ る と し

て'顧 客 の再 教 育 、 とい う回 答 には、 プ ログラ ム の使用 に関 す る顧 客

教 育 とい う但 し書 がつ い てい た。

損 害 賠償 の金 額 にっ い ては、3社 は1千 ドル以 下 で あっft'hS、1社

の み は5千 ドル ～1万 ドル の範 囲 で の回 答 が あ'った。
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ウ、 事故 防 止 の方 法

「社 内規 律 の再 検 討 」 が最 も多 くて15社 が これ を あげ、 「契 約書

の完備 」7社 、 「機 器 、 施設 の改善 」6社 が続 い てい る。 洋 の東 西 を

問 わ ず対 策 に奇 手 は ない こ とが示 され てい る。

エ、 停 電 ・火 災 等 の事故

電 力 事業 の形 態 の相違 に よる ものが と思 わ れ るが、 停 電 事故 は か な

b多 い よ うで、20社 中6社 が あ りと答 え てい た。 停 電 に よる被害 と

しては'機 械 の運 転 休 止 。!テ ー プ、 デ ィス ク の破 損.に より'納 期

遅 延 で賠 償 金支 払 い,、'他 社 機 の使用 料 支 払 い、 な どの損 害 を蒙 っ

てい るo

この た め、 対策 と して'バ ッ クア ップ マ シ ンの確保t8社 を は じめ

'予 備 電源 を設置 して い る
'の が3社 、'契 約上 の免責 条 項 に入 れ て

い る,'保 険 の利 用'が 各2社 あった"ま た特殊 な例 と しては"停 電

情 報 の入 手 ・ と の答 が1社 あっ た。 これ は病 院 に は停 電 の予 告 が あ る

の で、 予 めそ の情 報 の入 手 ルー トを病院 に つ け てゆ くとい うこ との よ

うで ある。

火 災 、 ま たは人 為 的暴 力(盗 難 を含 む)の 事故 は1件 も回 答 が なかっ

たo

オ、 保険 に 関 して の回答

20社 中保 険 を利 用 してい る とい う答 は10社 に す ぎなか っ た のは'
へ

やX意 外 の感 が あ るが、 利 用 しない とい う答 は6社 で、残b4社 につ

い ては回 答 が得 られ なか っ だo

利 用 し'てい る保 険 の種 類 と してほ、火 災 、盗 難保 険 が6社 、 過 失保

険 が3社 で・ ほ か にはe災 害 に よる再処理 費 用補 填保 険 、 デー タ紛 失 。

機器取 替 え保 険"が それぞれ1社 づXあ った。 過 失保 険 とは損 害 賠償 の
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訴訟 の際 の訴 訟経 費 、判 決 に よる損害賠 償額 を カバ ー す る保 険 で あ る

が、概 して情報 処理 サー ビス業 に適 合 した保 険 の種 類 は少 ない よ うで

あるo

この こ とを反 映 して保 険 を利 用 してい ない6社 の利 用 しない理 由 は
、

必 要 を認 め ない'の が3払'保 険 料 力・高 す ぎ るtの が3社 で、保

険 制 度 に あま り大 きな期 待 を寄 せ てい ない ことが示 され て い る し
、 「

「希望 す る保 険 」 に つ い て の意 見 も多 くは なか った。

カ、損害賠償制度

損害 賠償 制度 を採 用 して い 斑 は8社 ・'して い ない社 は ・2社 で、

わ が国 のそれ と反 対 で ある。 これは 回収 数 が小 さか った の で全般 的 な

傾 向 と断 定 す る ことは 出来 ない が、米 国 に お け る一 般 の考 え方 を うか

.が うことが出来 よ う。

損害賠 償制 度 を採 用 して い ない理 由 と しては'事 故 は起 らない か ら、

が7社"保 険 に よる以 外特 別 な賠 償制 度 は考えない .も のが5社 とな っ

てhるo

採用 してい る社 の うち6社 は、 損害 賠 償 につ い て契 約書 に明 示 して

お り・ 他1社 は"そ の都 度 話 合 う.と 答 え てい る。

賠 償 金額 につ い て は8社 の全 部 が'契 約 金額'以 内 と してい る
。

キ、契 約書 につ い て

受 託 業務契 約書 に つ い ては締 結 する とか しない とか丁 度半 々 つ つ に

分 れ てい る。米 国 の業界 を視 察 した報 告 で も、契 約書 につ い て は あま

ク神経 質 では な く、 プ ロポー ザ ル で代 え た り、 口頭 の約束 が 多 い な ど

の報 告 もあ り・ こ の回答 は実情 を反 映 してい る ように 思 え る。
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ま と . め

これ ま で情 報 処 理 サ ー ビス業 に おけ る事故 の防 止 と発生時 の対 策 につ い

て述 べ て きた が、 そ れ は この産 業 の今 後 の発展 を左 右 す る ものが、 一 般

会社・酪 の・の難 企業に対する醜 剛 敵 にある些 糊 点 に立

つ か らで あるo

昭 和3'0年 前 後 に生 れ た この業 種 が、短 時 日の間 に急 速 に進 展 して き

た ことは、 情 報 化 に前進 す る社 会 の情 報 処理 需要 の急増 を基盤 とす る も

の で あ り、 そ の意 味 に おい て今 後 さ らに発展 は続 く もの と考 え られ る。

こ うした情 報 処理 需 要 はオ ン ラ イン処理 、TSSな ど新 た な形 態 に発 展

して ゆ くが情報 の価値 が高 ま るにつ れ 、 そ の処理 結果 が正 確 で ある こと

の意 味 が比 例的 に重 くな っ て くる。 バ ッチ処理 の時代 とは異 な り、 コ ミュ

ニ ケー シ ョ ン ・ライ ン を利 用 す る遠 隔 情報 処 理 の時代 に は、誤 処理 、 誤

情 報 の きた らす影 響 は比較 に な らないほ ど広 く、 か つ深刻 に な って くる

情報 処理 セ ンター へ の信 頼 度 な しには需要 の上昇 は考 え られ な くな るで

あろ う。

そ の意 味 に おい て事故 対策 の確立 と励 行 の必 要 が、 今 ほ ど高 い時 期 は

ない とい え よ うo

情 報 処 理 セ ン ター は、 日々2大 な量 のデ ー タを取扱 ってteり 、僅 か な

不 注意 が事 故 に直 結 す る。個 々 の情 報 処理 セ ン ター に むい て細 心 の注意

を払 い、 事故 の防 止 に努 め る と共 に、 業界 と して もそ の総 意 を結集 して

全体 の事故 防 止 レベ ル を高 め るた めの努 力 を行 なわ なけれ ば な らない。
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事 故 対 策 と し て の

受託計 算処理 ガイ ドブック
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事故対策と しての受託計算処理ガイ ドブ ック

作成 の趣 旨

情 報処 理 サ ー ビス業 にお け る事 故 が,顧 客や第三 者 に 迷惑 を及 ぼ し,情 報

処 理 サ ー ビスに対 す る 信頼 感 の低下 を 招来 す るばか りか,個 々の 企業 自体 の

採 算 性 や企 業 体質 の向 上 ・強 化 を,大 き く阻害 す る もの で ある ことは,論 を

また ない。

事 故発 生 の 予防 と損害 の極 少化 をね らい とす る事 故 対 策 の強化 は,当 業 界

と して も,個 々の情 報 処 理 セ ン ター に とっ て も,焦 眉 の急で あ るが,そ の一

環 と して,当 業 種 の 中 心的業 務 で あ る受託 計 算処理 を主 と し,業 務処 理 に あ

たっ て と くに着 眼す べ き事 項 を と りあげ て,望 ま しい 方法 ・手 順,注 意 点 等

を整 理 しと りま とめ た もの が,こ の 「ガ イ ドブ ック 」 であ る。

名 称 は や や 大 げ さ なが ら,こ れ は実 務参 考 資料 で あ る と同時 に,1つ の 提

言 ある いは 試み と もい うべ き もの で ある。

事 故 の原 因 は,情 報 処 理業 務 のほ とん どす べ ての 段 階 に潜在 して い る,と

い っ て も過 言 で は ない 。 した が っ て事 故 の未 然 防止 の た めには,何 時事 故 と

して表 面 化 す るか わか らな い作 業 過程 の エ ラー ・ミス に対 す る早期 発 見 と初

期対 策が,極 めて 有 効で あ る と考 え られ る 。そ のほ か に,業 務 処 理 の 体制 や

人 の管 理 の改 善,物 的 な事 故原 因の排 除等,実 務 処 理 に あたっ て 留意 すべ き

点 は多 岐に わた っ て い る。 また そ の範 囲 も単 に セ ンター 内部 に止 ま らず,顧

客 や協 力 企業,さ らに第三 者 に対 して も,十 分 な配 慮 を め ぐらせる 必要 が認

め られ る。

こ こで は,誤 処 理 ・誤情 報,デ ー タ滅 失,納 期 遅 延 等 を主 た る事 故 種類 と

して 意 識 し,受 託 計 算処 理 の 受 注 か ら納 品 に至 る全 過 程 を,受 注 ・デ ー タ処

理 ・処理 体 制の3つ の大 項 目に 分 け,そ れ ぞ れ を さ らに細分 して,い わ ば セ

ンター の 「業 務 活 動 モ デル 」を 画 き,こ れ に 事故 対 策上大 切 な注意 事項 をの

せ て 表示 す る形 を採 っ た。

事 故対 策 の 観点 か らみ た実 務 の反 省 と改善 のた め の手 引書,あ る い は チ ェ

ック リス トと して ご活用 い ただ く こ とをね らい と した た めに,望 ま しい姿 や
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現 状 で実 行 困難 な事 柄 も,あ る程 度 包含 され る ことは や む をえ な い。

変 遷の 激 しい 情報 処 理 サ ー ビス業 にあ って は,望 ま しき姿 も実 態 も,つ ぎ

つ ぎと変化 してい くこ とと思 わ れ るの で ,内 容 の不 完全 さ とあ わせ,今 後 の

改 訂 ・修 正 は必 須 と しな け れ ば な ら ない。 ご叱正 を賜 わ りつ つ ,逐 次 良 きも

の に改 め てい きたい と願 う もの で ある。
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大 項 目

受 注 受 注 活 動
1

l

o。

匂o

一

中 項 目 小 項 目 細 目

第1項 客 先 調 査 ④客 先 信 用 調 査 1)客 先の経営状態、信用状態 を事前に説査 し、特 に将来の不安や事故の

要 因がない かを予め把握 してお く。

2)客 先の責任者(経 営者又は 決定権 を有す る実権者)の 意向、狙いを

つ か む 。

3)客 先の担当部署(委 託発注 ・契約 ・作業担 当等)及 び各牡当季を的

確 に把握 してお く。

4)客 先の関連音階 に も尊前にPRし 心 構えを与える様に してお く。

⑧予 算 ・ 経 理 方 法 1)客 先の機械化作業等の予算確保の有無を砧謁する。

2)客 先の今回の機械化作業(委 託)の 枠を大体把握し予算を確保する

か特別予算を計上 してもらう様に心掛けそC㌧

3)客 先の支払方法(現 金 ・小切手 ・振込 ・手形等)及 び支払 臥 請求

方法 を事 前に調 べてお く。

⑰機械化経験 と将来計画 1)客 先の機械化経験 に応 じた指導 とコ ンサルテ ングを行 う。

2)客 先の将来の システム ビジ ・ン或いは全体の システム化 を把握 ナる。

第2項 業 務 把 握 ④受 託 作 業 内 容 把 握 1)受 託対象業 務の 目的 ・範 囲を充分に理解 し、第1項 一◎ とあわせ業

務の内容及び客先の希望事項を的確に把握する。
A・^,',

、
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中 項 目 小 項 目 細 目

1

2)機 械化実施後は客先の事務処理方法或いは組織等に変化がある場合

もある事を十分に理解 してもらう。

⑰前提条件の整理 と確認 1)④ 一1の 確認後に可能 な事柄 と不可能 な事柄 をは っきりさせ文書 に

よる確認を双方で行 う。

2)双 方の作業 区分 と責任範 囲をは っきりさせ受託作業の範囲をここで

一応確定す る様にす る。

3)⑰ 一2の 条件に よ りスケ ジュールに も十分余裕をみて作 成 し双方で

作業予定計画をそれぞれ責任範囲に於いて分担する事を確認する。

第3項 見 積 ④見 積 り 積 算 方 法 1)第2項 一⑰の前提条件に よりそれぞれの方法 で見積積算 を行ない若

し条件変更の ある場 合は再 見積を可能に してお く。

⑰ 見 積 書 1)受 託作業内容(範 囲)、 見積項 目の明確化 とそれぞれの項 目に対す

る価格表示をす る。

2)受 託作業のうち主作業 とそれのための準備作業を分離させ主作業と

準備作業別に見積価格を表示する。

3)作 業途中での客先からの変更がある場合はそれに伴って見積価格の

変更 も出来 る様 にす る。

4)提 出する見積書には有効期限の表示をする様に心掛ける。
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中 項

第4項.契

目

約

小 項 目

⑧契 約 書 交換 の必 要 性

⑰契 約 書

3

細 目

1)客 先 と受託 セ ンター との相互 の責任 と信頼 を高めるため。

2)作 業 進行中 及び完 了時に起 きる可能性 のある小 さな トラブル等 もこ

れに よ り双方善処する方向へ 志向す るため。

1)双 方責任者に よb署 名調印をする。

2)'作 業範囲、 作業内容、 責任区分 の表示を行 う様 にする。

3)主 作業のた めの準備作業 の表示を行 う様にする。

4)作 業内容の変更に関す る表示 を行 う様 にす る。

5)主 作業、準 備作業、 作業変更 の価格 及び料金算定方法 に関する表示

を行 う様にす る。

6)主 作業、準 備作業に必要な消耗品の量 及び補給 に対す る費用及び分

担の 表示を行 う様 にす る。

7)・主作業、準備作業にk・けるソフトウェアの所有権 の表示を行 う様にす

る。

8)資 料 の受授及び センターでの保管条件の表示 を行 う様にす る。

9)料 金の支払方法、支払時期の表示 を行 う様 にす る。

10)天 災その他非常災害時の免責条項の表示 を行 う様 にする。

11)相 互 の秘密保持 に関す る挙項 の表示を行 う様にす る。
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中 項 目 小 項 目 細 目

12)契 約書の未記載事項に関す る善処方法 事項 の表示 を行 う様にす る。

13)契 約期間、更新 及び失効に関す る表示 を行 う様 にする。

◎付 属 書 類 ・ 資 料 1)見 積書及び契約書に未記載事項で双方必要な牛柄は覚書等の安換を

行 う様にする。

2)そ の他支払条件書 作業条件書等について必要に応じて作成する様

に す る 。

第5項 事 務 処 理 ④確 認 事 項 1)客 先 との打 合せ事項 は全て議事録 とし文書 に より交換 ・確認する様

に す る 。

2)シ ステム設計担 当者等 への申し送 りも文書により確実に行 う様にする。

⑲受注過程での変更事 項 整 1)変 更事項 も全て文書 によ り交換確認する様 にする。

理 2)そ の場 合見積書、 契約書の関う葛・について もチェ ックしそれ らの変更

の必要 ある場 合は速やかに再提 出を行 う様にす る。

◎受 注 台 帳 1)受 注台帳等へ受注 内容 を記入す る。

イ 受注 内容、概 要(作 業 名、作業内容、作業量等)

ロ.料 金 及び算 出方法

パ 支払方法、条件等

二 請求書発行要領

ホ 契約期限

へ 先方担当者等の連絡先
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中 項 目 小 項 目 細 目

⇔ 社 内 手 続
1)社 内各担当部署(シ ステム ・プ ログラム等)へ 第5項 で文書に よ り

作成 した受注 内容 ・概要 ・スケ ジュール等を チームの責任者又は プ

ロジェク トリーグーへ引渡 し要員、 マシンタイム等を事前に手配 出

来 る様にす る。

EDPシ ステム作 成

中 項 目

一

白っ

第1項 システム分析 ・設計

小 項 目

④ シ ス テ ム 細 部 分 析

細 目

1)客 先の企業内事務処理全体の内どの部分を受託するかをはっきりと

客先 と取 り決めす る。

2)受 託する部分とそれ以 外の事務体 系の関連(条 件)を 調べ客先の確認

を取 る。

3)受 託作業の インプットチータの発生の種類 とインプットデータ毎の記入事項

及びそれに伴 うインプット・アイテへ その桁数 その種類 それ らの コ

ー ド化の条件等 を客先 と取 り決めす る。

4)イ ンプットデータの受渡 サイクノヒデータチェック、修正(訂 正)の 処理条

件 及びその範囲を決め客先 と確認す る。

5)受 託す る部分の報告書の種類 とその内容(項 目、桁数 コントロール

レベル、等)の 調査 をし、それ に必要 なマスターファイルの有無 打 出サ

イクル、納品時期等 の取決めを客先 と行 う。

6);イ ンプットデータの種類毎の発生件数 締切時期のアローアンス、等

'を客先 と決めるσ・ ㊤ ・
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中 項 目 小 項 目 細 目

⑤基本設計 と顧客の確認 1)④ の調査 ・分析に伴 なって システ ムの レイア ウトを作成 し客先 と取

り決められた 諸条件 をコメン トと して付 記す る。

2)シ ステム解説書(略 式で も良い)を 作成 し客先 の要求条件の再確認

を 取 る。

◎詳 細 設 計 1)⑤ の 確 認 後 インプット、ア ウトプッ トの様 式 を デザ インしシステ ム上 の 各 セ

クション(普 通はブ・グラム単位)毎 にその処理条件(プ ログラム仕様)を 作

成す る。

2)◎-1が 完成 した時点で客先 との細部条件 設定の確認を取 る。

◎ シ ステム作成条件、再調 1)◎ の完成時点で処理条件の訓整の必要 の有無 を客先 に確認す る。

整及び確認 2)⑪ 一1の 調整 が⑤ の時点の問題 なら再 度⑤ よ り作業を行 う。又◎の

時点の問題 な ら再度◎ よ り作業 を行 う。

⑰見積書との照合必要によ 1)◎ まで確認 ・r承 された ら当初 見積書作成 時点の処理条件 と比較を

り再見積 行ないその作業量の評価に違いのある場合は③～◎までの資料を基

に して再 見積書を作成 し客先 と話 し合いする。

2)大 巾に 見積が変更 され る場 合は システムの分割等 を考慮 し客先の費

用 との バ ランスを取 るか又は客先側 の費用 の増 額をはかる。

⑧ ス ケ ジ ュ ー ル 確 認 1)客 先と当初取決めした条件 と⑧の確認後の条件が違 う場 合は再度ス

ケ ジュールの 調整 を行ないその 旨の確認 を取 る。

2)⑪ 一1の 段階 で今迄 の連絡 事項、 取 決 条 件 等 を一応 確認 後 、内部

作業(受 託業務仕様 の作成 とプログラミング)に 移 行する。
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中 項 目 小 項 目 細 目

1)シ ステム分析 ・設計段階 が完了した時 点で下記 の トキュメントを作成する。

第2項 システム基準書等の ④ システム基準 書等の ドキ イ.受 託業務 仕様 書の整理 とまとめ

作成 ユ メ ン ト作 成 ロ.シ ステム仕様書の整理 とまとめ

ハ・ インプット仕様書(イ ンプット作成 手順 も含む)の 整理 とまとめ

二.ア ウ ト プ ソ ト仕 様 書 の 整 理 と ま と め

⑰社 内 確 認 ・ チ ェ ッ ク 1)④ 一1の 整理 とま とめの段階 で新 しい問題の有無 をチェックしマニ

ユァルと して保存 する様 にす る。

第3項 プ ロ グ ラ ミ ン グ ④ プログラミングの作業計画 1)第1項 で取 り決め られ た期間内に合せた プ ログラ ミング作業進捗表

を作成す る。

2)作 業進捗表に 合せ て作業 をす るために作業チー ム(プ ロジェクト)の編

成、 チーム責任者の選定 ・担当個人の分担 スケジュールを作成す る。

⑰ プ ログ ラム標準 化の徹底 1)第1項 で作成され てい るプ ログ ラム仕様書に基 づいて受託 したこの

作業の体 系を説明 しプログラミングに必要 な事項の統一 を行 う。

2)記 号 ・マーク ・言葉等 の使用 とその意味付をチーム メンバーに徹底

させることと、 ルーチ ンの使用方法 も統一 して行 う様にする。 これ

ら に よ リ プ ロ グ ラ ム ・デ バ ッ:グの 省 力 や 解 読 が や さ し く な り、 作 業

進捗上的確な作業管理 と人員管理が行える。

◎ プ ログ ラ ミング進行管理 1)④ 一1で 作成 されてい る作業 進捗計画表に よ りチームの責任者 とそ

れそれの作業経過の消込みを行ない⑧の標準化の徹底により作業量

の平均化と人員の投入を判断 し、予定作業を完成させる。

'、 、
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2)④ 一1に 合 せ て デ バ ッ ク ・テ ス トの 繰 返 し も計 画 的 に 行 ない 。 チ ー

ムの責任者 が進捗表 に基 づいて作業配分 と統一的 なプログラムの管

理を行 う。

3)計 画表通 りの作業が完了 した時 チームを一応解散 し責任者 とシステ

ム担当者が プログ ラム仕 様書の整理 とまとめを行う。

第4項 シ ス テ ム ・ テ ス ト ④テ ス ト の 徹 底 1)シ ステ ム担 当者は、客 先の担 当者 と共に テス ト用データを作成す る。

2)客 先の担当者にそのテ ス ト用 デー タで各種の決め られた報告 書様式

に合せてテ ス ト用結果書 を作成 していただ く。

3)シ ス テ ム 担 当 者 は そ の テ ス トデ ー タ に よ り用 意 さ れ た シ ス テ ム通 り

データを流し各種の報告書をイノ1成し客先 より作成 された報告書 と全

て の チ ェ ック を 行 う 。

4)チ ェックによ りエ ラーが発生 した場 合は該当す るプ ・グ ラム仕様書

`
を点検 しチームの責任者 にその 旨を連絡 し、 修正の必要の ある場合

は プ ロ グ ラ ム を 訂 正 し再 度 テ ヌ トラ ン を 行 う。

⑰ テス ト結果の顧客確認 1)シ ステム担当者 とチーム責任者 との間で最終 テ スト結果が出たなら、

その結果に依 り客先へ納品 して検収 して もらう。

2)検 収確認を客先 よ り受けた時点 で一応 この作 業 は完 了とす る。

最終 的な プログラム仕様書 を まとめて保管 してお く。

1・
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第5項 顧客への作業準 備 ④移行作業手順 ・スヶジュ 1)第1条 第2項 で一応定め られた スケジュールを基 に して作業手順

一 ル
(顧 客側 ・社内体制)の 細部 スケ ジュールについ て整備を進めてい

た だ く。

⑰ イ ン プ ッ トチ ー タ の 作 成 1)デ ータの作成 に撰する仕梼書 を整備 し、必要 な時 点でデー タ作成に

入れる様客先に対し作業準備を促す。

2)デ ー タ作成上最 も誤 りの起 りやすい部分を主 として模範記入例を含

む客先 向けのデータ作成 説明書を提供す る。

` 第6項'社 内 作 業 準 備 ④用 紙 等 の 準 備 1ツ 用紙 見本 を事前に提示 し膨客の了解 を得 る。

2)用 紙印刷の際は、校正並 びに仕 .卜結果、所 要枚数等を必 らず客先と

双方で確認する。

⑧ デ ー タ コ ン バ ー ジ ョ ン 1)新 システムの仕様 に合せて旧 システム(手 作業 も含む)よ り引継れ

るデー タ群を予め変換 してお く。

◎ プ ログ ラム コン パ「 ジ ョ ン 1)新 システムへの移行 に際 し、予 め必要 な プログ ラム等について変換

して お く。
r'

■ 声

一 吟
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第7項 入 力 デ ー タ受入 れ ④受 渡 し 体 制 1)シ ステム解説書に基 き受入れ時の運用 に関する基本事項(基 本的ス

(原 票) ケジューノし、物 件 、数 量 、搬 送 担 当 者、 手 続 等)を 定 め 、 客 先 と 確 認

す る。

2)具 体 的受入 スケジュールを作成 し、客先 に提示、協議す る。

3)受 入れ直前には受入れ るべ き物件、 数量、 日時 方法、担 当者等の

必要事項を客先と再確認する。

4)重 要物件の受入れ にはセ ンター、客先の双方の責任 者が立合い必要

に応 じて特別の受渡 し確認 をと りかわす。

⑤受 渡 し 時 の 確 認 1)客 先の受渡 しの責任者へ引渡 しす るこ とを原則 とす る。 もし不在の

ときは、その代理責任者へ 引漉す。

2)送 達書(送 付状)の 記載 内容 と物件 内容 を客先 と双方で確認す る。

3)受 入れ予定物件 と実際受 スれ物件 との相違を確認す る。

◎受 渡 し 手 続 1)セ ンターの受渡 し担当者 に受渡しに必要 な事項を記載 した受取仕様

書(仮 称)を 示 し所要の日意 を与える。

2)受 入れのつど予定物件の内容を記載した受取指示書(物 件の種別

数量等)を 示 し手違いの ない ようにす る。

3)受 入れ確認 の記録(送 達書、 受領書、受渡 し簿、確 認書等)を 残 し、

整理保管す る。
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4)受 領後は 受入物件の処置(内 部処理)に ついて記録 を残す。

◎搬 送 1)搬 送計画(日 時 ・場所 ・方法 ・担 当者等)を 立 て事前に顧客に連絡

す る。

2)搬 送責任者 を決 める。

3)搬 送直前に搬送発着(予 定)時 刻 搬送物 搬送方法、経路、搬送

者等を顧客 に連絡する。

4)顧 客側 受入れ準備 を依頼する。

5)搬 送者 ・随行者を決める(搬 送 を社外に委託するときはとくに注意 按)

6)搬 送物の点検、 送達書 との照合を行な う。

7)搬 送手段 ・設 備 ・器具 等の点検 整備 を行 なう。

8)搬 送者 に必要 な搬送 指示 ・注意を与える。紛失 ・盗難 ・穀潰 ・交通

事故への対策、 荷造 り、外部表示、格納、 積下 し等の点検

9)到 着後は到着時間、事故発生の有無 程度等を直ちに連絡する。

⑧一 時 保 管 1)保 管物件 の内容 を明確 に記録 し物件 ごとに分離 ・保管 し他の物件 と

の混入を防止す る。

2)保 管場所 ・保管手段を明確に し責任者 を定めて施錠する。

3)保 管場所へは担当者以外の入 出を禁止する。

4)保 管物件は担当者以外の取扱いを禁止する。

5)保 管物件は入出を記録する。

第8項 デ ー タ 媒 体 変 換 ④入 力 原 票 の 取 扱 い 1)作 業 に必要 な スペー ス以外へ の移動を禁止す る。

2)原 票を分割 し作業するときは各分割ごとに分割記録を付 し分割総数

と分割順位斑 ・分割分数量を明確にする。
1
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3)作 業完了後は初期の形状に戻 し分割 したときは分割順位%順 に集合

しもれのないことを確認す る。

4)作 業段階(穿 検孔 等1)に おいて当該原票を取扱 った者 を明確に記

録する。

③ 原 票 ミス ・パ ンチ ミ ス対 策 1)原 票に記入する文字の書 き方について顧客指導を行な う。特に読み

違いをする可能性のあ る文字についての実例 を示 したパンフレット

を用意 し起票担 当者へ配 布す る。

2)原 票上判読 できない ものお よび判読結果 に疑問のある ものには付箋

を つ け て 明 示 し 顧 客 に フ ィー ドバ ッ ク す る 。

3)パ ンチ ミスの発生す る状態を記録 しミスを起 し易いデー タの麺理 の

仕方、心得を常時PRし 無意識 に発生する ミスの防止 につ とめ る。

4)佃 人的特性 による ミスの状態を発 見 し個人別に注意 させる。

5)パ ンチ作業 説明書 を標準化 し原票をパンチす るのに必要な事項を明

確 に して各 個人がまちがいの ない作業 をする よう指示す る。

第9項 マ シンオペ レー シ ョン ④ オ ペ レ ー シ ョ ン 指 示 1)オ ペ レー ション ・マニュアルの 形 式 を 標 準 化 し解 釈 の 相 違 に よ る ま ち が い

を な くす る。

2)オ ペレーション の指示 内容は 説明文をやめ、図 形化 し単純に理解できる

も の とす る 。

3)処 理途中の ハ ン ドリング(交 換 ・変更等)は 最小限に止めて人間 の

介 入 に よ る ミ ス を な くす よ うに す る 。

4)コ ン ソー ル ・オペ レー シ ョン は 専 任 制 と し ま ち が っ た 判 断 を 防 止 す る。
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5)コ ンソールか らの入 力指示 は標準化単純化 しさらに 必 要 最 少 限

とす る 。

6)イ ン プ ッ トデ ー タ、 ア ウ トプ ッ トデ ー タ の 関 係 を 計 数 化 し、 デ ー タ

処理履歴 におけるチ ェソクを可能にする。

7)プ リ ン ト ポ ジ ョ ン を 標 準 化 し、 ま ち が った 形 式 で プ リン ト しな い よ

うに 確 認 す る 。 可 能 な ら チ ェ ソク ボ イ ン トを 設 け る か テ ス トプ リン

トル ー チ ン を 組 込 む 。

8)異 常終了時の処置を明確 に指示 し事後の処理に支障のないようにする。

9)特 記事項、 注意事項は朱 記等の方法 を用いる。

⑧ オ ペ レ ー シ ョ ン 準 備 1)オ ペ レー シ ョン仕 様 書 に 基 き イ ンプ ソ トデ 一 夕の 種 別 、 数 量 、 インプ ット

に な る 磁 気 テ ー プ ・磁 気 デ スクパ ンク ファイル の 名 称 ア ウ トプ ッ トの

磁 気 テ ー プ、 磁 気 デ ス ク パ ッ ク フ ァ イ ル 等 の 名 称 、 数 量 、ア ウ トプ ッ

ト帳票の秒別 数量等 の オペレーションに必要 な もの を指示する。

2)オ ペ レー シ ョン 仕 様 書 に 記 載 され た 器 材 ・用 紙 ・デ ー タ等 を 準 備 し、

チ ェ ソ クす る 。

3)磁 気 テー プ、磁気 デスクパ ック等 の器 材お よび用紙は保管倉庫 より

出庫時に種別、 名称、数量 を記録す る。

4)用 紙 ・器材の管理 は責任者をお きまちがい のない ように管理 する。

◎ オ ペ レ ー シ ョ ン 手 順 1)オ ペ レー シ ョン フロー に 忠 実 に実 施 し ま ち が い の な い よ うに す る 。

◎ ミ ス防 止 ・回 復'措 置 1)指 示 に ミス の な い よ う チ ェ ッ ク す る 。

`
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2)結 果 の 検 収 が 済 む ま で イ ン プ ッ トデ ー タ フ ァ イ ル は{呆存 し リ ラ ン 可

能 に す る 。

3)更 新 ファイル は歴代 ファイル を2～3代 保存 し回復に対処する。

4)長 期保存 ファイルは重複 ファイルとし一定胸間(例 えば6ケ 月間)
e

ご とに検査 または 複写 で確認する。
`

⑧出 力 帳 票 確 認 1)帳 票の欄外に記号を付 して当該 作業の帳票で あることが確 認できる

よ うに す る 。

(D障 害 時 の 対 策 1)原 因を早急に究明す る。

2)関 係者へ 問合 せ を して 検 討す る。

3)客 先へ は可能な限 り早 目に連絡を ど り了解を うる。

4)営 業的立場での態度 を明確に して客先 と協 議 す る。

5)原 因 を明 確 に して客 先 に 説明 す る
。

6)障 害の状況、 内容の 記録 を残す。

・

⑰引 継 ● 後 始 末 1)オ ペ レー シ ョン後 の オペ レー シ ョン フ ローは 元 の 所 に 返 却 ・保 管 す る。

2)コ ン ソ ー ル メ ソ セ ー ジ を 保 存 す る 。

3)オ ペ レ ー シ ョ ンに 使 用 した 磁 気 テ ー プ ・磁 気 デ スク パ ッ ク フ ァ イ ル

等の器 材は責任者へ返却 し記録を とって保管庫へ戻す。
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4)帳 票は使用数量を明確 に記録 し残存 分は責任 者へ戻 し、記録をとって

倉庫 へ戻す。

5)出 力 した帳票は ロス分 ミス分の区別安 く、すべて検査担 当者へ 引

渡 す 。

6)カ ー ド等の デー タは使用後保管庫に保存 し契約に基いて返却 または

廃棄処 分を行な う。併存期間は別途に定める。

第10項 出力帳票等 の検査 と ④用紙 ・内容 ・数量 ・件数. 1)帳 票ご との検査基 準を明砕に し基準にそ って検査す る。

取扱い 等の検査 ・確認 2)検 査者の確 認を記 した検 査書を発行す る。

3)出 力内容 と帳票の位置 段係が正 しいか確認す る。

4)チ ェ ッ ク ポ イ ン トの デ ー タに ま ちが い が ない か 確 認 す る 。

5)出 力数量、順番 にまちがいがないか確認す る。

6)'出 力状態が不明確 な ことがないか確 認する。
`

7)有 効部分 と無効部分 を分 離す る。

8)ロ ス分は客先 との契約に よ り納品または廃棄処分とし、 出力 したも

のはい っさい残さない ようにす る。廃棄処分は注意深 く行なう。

⑤受渡 ・一 時保 管 方 法 1)出 力帳票 は名称 ・数量 を確認 して保管する。

i
、

＼ ・♪ ・一÷'s・ 一'$'パ ・'病'・ ふ ㌦ 一 ト
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2)保 管庫は入 出を記録 し責任者 が管理 する。

3)出 力帳票は限 られ た作業 スペ ー スお よび保管庫以外の持 出 しを禁止

す る 。

第11項 製 品 加'工 ④加 工 指 示 1.)加 工指示 書に必要事項 を記載する。

2)加 工例等を整備 し説明の不足を補 う。

⑧分類 ・加工 ミス ・表示 ミ 1)完 了が遅れなピ ように リランの連絡 をとる。

ス対策 2)ミ スの部分に注意書をそ う入 し明示す る。

3)リ ラン分が完了 した ときにまちがいな く入替えまたは追加そ う入す

る 。

4)ミ スの状況 を記録 に残す。

◎加 工 結 果.検 査 1)加 工 誤 りの 有 無 ・処 理 数 量 を チ ェ ッ クす る 。

2)分 類 順 番 を チ ェ ッ ク す る。

第12項 納 品 ④納 入 準 備 ・確 認 1)製 品の検査 加工ずみの 出力帳票類は システム設計書(基 準書)の

定 める ところに従 って整理 し種類 ・数量 ・分類等の検査確認 密閉

梱 包 表示 を行 なう。

2)送 付状 を作 成 す る。
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._i』____'⇒.司テ'.■ 戸部"'一 …w袖'7噺 . }■

⑭搬入5受 渡 レ
一

1)9鍍 レの体制き受渡し時②確認 受渡し手続等は第7項 「入力デー

F タ受入」に準ずるe

†ぷ 一

、⑨搬 送、、ン"∨r
-

」

一`A

り 第昧 第7項=◎ 奮参照

….}一 一 ㎡A「

i⑫=時 保 管、

…,'A－ 鍵"一 一 隅{⌒}.一 ●●一'"〔 一 ■.　 　

1)保 管場所鰹 盗難忍紛失e毅 損等に対して安全な場所を選び施錠 ・

防災 呈安全設備等奮点検整備する9

;
2)=時 保管@責 狂者秦定める9

三 『

`
§)=時 保管の日程言†画廊明確にする。

q
I

i
～

` ;
,

i
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中 項 目 小 項 目 細 目

4)一 時保管場所への 出入 制限を行な う。

5)物 件 ・数量等 を定時 、随時に点検す る。

6)施 錠お よび鍵 の管理 を厳重にする。

第13項 入 力 デ ー タ 返 却 ④返 却 準 備 ・ 確 認 1)受 入れ時の内容 ・数量等にま ちがい ないか確認す る。

2)確 認後、密閉 し形状 を維持する ようにする。

3)返 却の 指示書によ り返却担当者 ・日時 ・搬送方法 を明確にす る。

一
プ.

⑤受 渡 し 1)第7項 「入 力 デ ー タ 受 入 」 に 同 じ。

⊥
o

↑ ◎搬 送 ・ 一 時 保 管 1)第7項 「入 力 デ ー タ 受 入 」 に 同 じ。
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中 項 目

戸
O

ベ

一

策1項 原 票 管 理

小 項 目

④保 管 設 備

⑰保 管 方 法 ・ 点 検

細 目

1)原 票の保 管は使用 中の もの と使用後の保管 とに分ける必要がある。

2)使 用中の保管については所属部署に於いて鍵のかかる部屋、 書庫又

は キャビネッ トの使用を行 ない、企業 機密等に属する'ものは例えば

三段 ダイヤル鍵付の容器等信頼 性の高い設備を用い て、保管する必

要がある。

3)使 用後の保管につい ては別に保管室を設け これを収納す る。

4)保 管室は次項:ファイルZデ ーS・ベースの保 管と共同で もよい。

5)保 管室は完 全間仕 切 りと し適温、適湿の状能を維持でき る榊器を設、

ける。

1)保 管担当者の指定

2)保 管簿を作成、伝票による受授を行う:0

3)保 管室は係以外の出入を禁止する。

4)業 務修了後は保管室に施錠する。

5)取 扱い規定には主 とし1次 の内容を入れる。

ω保管期限の設定 。

(ロ)保管依頼承認印(関 係部署の責任者による)を 設定。

臼定期点検(保 管状況、期限切れ、処分事項等)を 行 う。

←)保管台帳装備、管理資料作成事項等。
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中 項 目 小 項 目
ヂ 細 目`

{P}・ 司 一 一,`一"..--≡'「 」一 〔,一 ～ 一""一 ・'.T-一 一 づ・「「 ←A.

㈱作成時の出し入れの規定・・:

】

⇒" 一'・ 〆A領 一.'■.「 一".一 … ・ ・'r..一 層'一 ・ －A.、 L-一 ・}.{●-、,一 一}一 　 「

一

第2項 ヲ ア イ ル ・デ=タ ・
・④管 理 方 法

〉一
11)フ ァイル 、デ 〒タ ・べ=ス 管 理 ル ー ル を 整 備 す るρ

べ=る 管理 :2)ファイ文 デマ痴 ベースの管理 は各業務のシステムによつて個 別に激定連 れ

る条件(フ ァイル性格 ・世代 へ接続 べ更新等)之 フ・アーイ堰媒体管理

をいか に結びつ けて行 う,かに・ボイシ 小を置 い壬定めるρ

一9「 ▲・一,…}一 ●A

⑧!く ソクヲ ソブ 復 元処 理

≡一 一 ■-7←'"「A-一 、 一 「、.

1)フ ァ.イ ル・ デ ー タ'ベ ー ス の コ ピ ー を 準 備 。

2)各 ス テ ッ プ毎 ¢)フ ァ イ ル の:コ ピーを 準 備 。 、

3)更 新用 ファイルは2コ ピー以上 残す。

`

◎復 写 制 限 「

　 　一,}・ ●}P-}〉 　 ・・.}も 一 一 －F.、-

D機 密保 護 その他 フ・アイ'ルの 飛散を1防ぐ表一ぬ 管理方法の'中に復写

制限規定を設ける。～

}… }
'〔'ケ}… 一 一7-一 一

第3項7ア イノ曝 体管 理 ④保 管 設 備 1)専 用保管室を常備 特に適温適温の状態を保持出来る様 な施 設とす

` る。そ の他前項に同 じ。

c
一一 　一 ・_⌒_,_■ 一 ■一 一}一 一.・ 一'

⑧取 り 扱 巨 方 法 1う 取 り扱い 規定 を設ける・

2う 規定の内容はま として次の様な内容とする9

(イ徹 り扱い者の指定

㈲台帳装備=般 管理事項並びに資料作成、
,

を→日常業務取扱い伝票の指定

⇔日常点検事項の指定

㈱定期点検事項の指定
■甲… ←"一 嚇.ウ 〔－r"w■ 四 一 ゴ ー ・・一 一
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中 項 目 小 項 目 細 目

内分散管理事項の設定

(ト)ファイル状況 点検事項並 びγ更新 時期の指定

θ 更新基準の設定

第4項 指定 用紙等の管理 ④受 渡 し ノレ 一 ノレ 1)管 理受払い手続 きを定め、受渡 の連絡 ・確認 ・使用時の請求方法

出庫方法、未使用分の返却手続 在庫点検基準 廃棄方法を定める。

2)用 紙倉庫管理担当者に よる出 し入 れを 行な う。

⑭保 管 設 備 1)専 用倉庫の設置1

◎点 検 1)定 期点検(棚 卸)を 行ない、最低基準 量(通 常1ケ 月分)を 割 った

ものについては担 当部署(担 当者)へ 文書(伝 票等)に より連絡す

るo

'-

←'
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中 項 目 小 項 目 細 目

⑲消 去 ・ 廃 棄 1)用 紙廃棄等 に関 しては、 ファイル管理責任者の承認の下 に担 当者が、

これ を 行 な う。

第5項 マ シ ン 管 理 ⑧定 期 保 守 1)定 期保守を通 常次の通 り分ける。

(イ)デイ リー 保 守

(→ ウ イ ク リー 〃

㌣うマ ン ス リー 〃

2)外 部の者に よる保守の場合は担 当者 を定 め、 立合を行 う。

⑧ マ シ ン 管 理 1)マ シン室管理責任者を定める。

(清 掃 ・点検) 2)マ シ ン室 出入 管理 を行 う。

3)防 火、 防災対策施設を設け、 常時 点検整備を行 う。∵

4)清 掃は毎 日、 定期的に行ない。特 に塵挨に注意する。

5)適 温適湿に注意す る。

第6項 プ ロ グ ラ ム 管 理 ④登 録 ・更新 ・使用手続 き 1)作 成 されたプ ログ ラムの個人所有 を許さず管理部門にて集中保管管

.理 を 行 な う・ ・

2)登 録 プログ ラム管理の 目的は、死物花を防 ぎ作 業の重複を避けプ・

グ ラムの 汎 用 化 に よる 一般 利 用 に あ る。

3)登 録 きれた プログ ラムは常に使用 出来 る状態 に保 つ必要があり、 こ

のため に管理担当者を定 める必要 がある。

4)担 当者は登録 プログ ラムの整理 を行い。 リス トを作成 関係者に配布

す る 。 、
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中 項 目 小 項 目 細 目

5)登 録プ ログ ラムの使用については次の事 を考慮す る。

④ 登録プ ログラムの 内容に より自由制限貸 出しを行 な う。

(ロ)貸出し依頼承認 印を課長以 上 とする。

⑧復 元 対 策 1)登 録 された プログラムの ソース並 びに リスト、仕様書 等は災害その他 復

元のため磁 気 テープ 化マイクロ化等 を進めコピーの分散保 管を図る。

2)分 散保管場所は外 部が望 ましい。

3)復 元を要する場合は復元が必要となった理由調査処理 を完全に行な

い保管担当所属長の承認の下に保管担当者が行なう。

◎OSラ イ ブ ラ リー 登 録 1)プ ログラムの登録(累 積)、 更新の手続 ・方法を定め統一的に管理する。

第7項 ド キ ュ メ ン ト管 理 ④剖 門 別 ● 管 理 規 則 1)ド キュメン トの管理 につい ては各部門の作業管理規 則 に基 き作業中

保 管を 主 体 と して 管 理 す る。

⑤保 管 1)通 常作業終 了後の ド キュメン トについては、 ドキ ュ メ ン トの 種 類 に

■テ より所属別 に保管 され るが通 常集中一括管理が望ま しい。
w

:・

1

・2)ド キ ュ メ ン トの 種 類 に よ り
、 マ イク ロ化 等 の 処 理 を 行 う。

「 ■一

◎復 写 ● 閲 覧 1)[般 的 に 閲 覧 、 利 用 す る ド キ ュ メ ン トに つ い て は 、 ラ イ ブ ラ リー 室

ケ.
.等 を設け、その利用 を図 る。

〉

㎡
21ラ イブ ラリー室 には ライブ ラリー責任者 及び係 をお く。

1'一7い 一 ・`.〃 ふ ・,.よ.、

、

':"

卜.

,'

、「■¶■,

・1鯵 、・閲覧は ライブ河 墳 任者承認の下に行うc

　 A 寸,.. ヅ,'A吟 †匁 、も.A◇ ⇔e▼..、'→'、.6、 今 冬 w、 曾 凸..w髭9 、
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中 項 目 小 項 目 細 目

Q)ド キ ュ メ ン ト 類 1)保 管切れの もの。

処 分' 2)コ ピ ー 類

3)そ の 他(伝 票 ・帳 簿 ・チ ェ ック リ ス ト等 の 不 要 物)

⑫処 分 方 法 1)上 記区分 による不要物の処分についてはそ の種類重要 度に よ り次の

方法 を取 る。

(イ)焼 却

(・)溶 解

を→ 切 断

←)通 常払一ドげ

2)社 内 で の集 積 につ い ては 管 理 部 門 を定 め、 業 者に 取 扱 わせ

る場 合 は、信 用 調 査 を行 な い 一定 業 者 に 定 め る。

`

'
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中 項 目 小 項 目 細 目

第8項 シ ステ ム設 計 基 準 ④ シ ス テ ム 設 計 手 順 1)シ ステム設計の標 準的方法、手順を定 め設計上必要 な要件が欠け ない

よ う に す る 。

2)特 に事故防止の観点か ら

(イ)チェ ッ ク シ ステ ムの 紬 込 み

(ロ)原票 ・ファイル等の滅失 ・殿損時の復元 再生手法の用意

ψう誤処理 を起 し易い設計上 のポ イン トについては、 ミスの回避 早蜘

発見、正常復帰の手法 と手順

等につ き、 予め標準的手続 きを定 めてお くことが必要

3)セ ン ター 内 の み な らず 客 先 と の 接 点 つ ま り イ ン プ ソ ト、 ア ウ トプ ッ

トを中心とした客先事務作業との接続面について設計上の配慮が必

要なので設計手 順に盛 りこんでお く。

⑤業 務仕様書 ・シ ステム基 1)ド キュメン トの標準化 は記載事項の 洩れの防止 理解の し易さ、 表

,準 書等の標 準化 現の統一 による誤解の減少 メンテナンスの容 易化等 その効果は大 きい。

2)EDP作 業の分業 化 ・専門化促進のためには、 トラブル防止のため

に ドキ ュ メ ン トの 標 準 化 を欠 くこ と は で き な い 。

3)業 務仕様書 システム基準書は セン ター内部に対 してばか りでな く

客先の確認にも使用する。EDP未 経験者にも理解しうる表現形式

に より標準化を進 める必要 がある。

第9項 プログラ ミング基準 ④ プ ロ グ ラ ミ ン グ手 順 ・設 1)分 板 プ ロセ ス設 計 、 プ ログ ラ ム設 計 コー デ ィ ン グ、・デ バ ッ グ ・

計 コーディング 等標 準化 テス ト等の手順 ・方法につ き、標準化 し、効率化と正確性を確保す

る とともに電算機 オペ レー シ ョンをはじめとする センター内諸作業

との円滑な関連性 を保持す る。
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2)プ ・グラミングには技術者の個性や独特のや り方が現れ 易いが'センター

全体のチーム・ワークとしてのプログラミングには標準化の徹底が必須 で

あ る。

3)標 準化基準 には誤処理、 ファイル破壊 ・万一事故時の復元方法等の

配慮が盛 り込まれ なけれ ばな らない。

⑲ ド キ ュ メ ン ト標 準 化 1)プ ロ グ ラ ム 仕 様 書 、 フ ロ ー チ ャ ー ト、 フ ァ イ ル 定 義 書 、 コ ー ド ブ ッ

ク等 の ドキ ュメ ン トの標準化は理解の容 易化 ・正確化のほか修 正 ・

保守 を確実 に行な うために も極めて有効 である。 プ・グ ラムを組ん

だ者以外の第三者に も容 易に理解 できかつ プログラミング条件 を正
6

確に、完全に記録 表現す るよう標 準化規定 を設定す る必要がある。

◎テ ス ト 基 準 1)プ ロ グ ラ ム テ ス トに つ い て も 本 番 実 行 時 に トラ ブ ル を 生 じ な い よ う

テス ト方法 ・手続等に基準を設ける。

2)テ ス トは プ ・ ク ラ ム単 体 テ ス トの ほ か シ ステ ム の 部分 テ ス ト、 全 体

テス トがあるがいずれの場合 も考え うるすべて の処理条件 に対応 し

て全機能を落ちな くテス トする ことが必要 となる。 誤処理 を確実に

排除 しうるよう十分検 討されたテスト基準を設定 しなければ ならない。

◎ ユ 一一ティリティ ・ザ プルー 1)標 準化の一環 と して 出現頻度の高い処理 パター ンに対 しては、 予め

チンの使用等、その他 ユ ー テ ィ リテ ィ化 あ る い は サ ブ ル ー チ ン 化 を は か り、 プログヲ ミン

グ時 にこれ も利用する ことが、 プログ ラミングの正確化、 効率化

トラブル防止の うえか らも効果的である。

第lo項 オペ レー シ ョ ン基 準 ④機械操作手順の標準化 1)オ ペ レー ションには効率性、 正確性が要求 され るほか異常時の適切

な処置が きわめて重視 される。

2)個 々の オペ レータの技術向上に負 うところも大 きいがそれ以上 に操

、

9

作手順の標準化 が必要であ り、 この ことを含めた マシンサイ ドの条
`

4



L

●

一

一
〇

1

27

中 項 目 小 項 目 細 目

件が予め プ ・グラミングに反映 されてい なければならない。

3)操 作手順の標準化は万一 の操作 ミスで決定的な打撃を象ることがな

い よう、また復元、正常復帰が容易なように定められなければならない。

⑤ ド キ ュ メ ン ト 標 準 化 1)プ ログ ラ ミ ン グ に お け る 場 合 と 同 様 、 オ ペ レー シ ョ ン関 係 ドキ ュ メ

ン トの標 準化が行なわ なけれ ばな らない。

第11項 そ の 他 作 業 基 準 ④ズ ン チ 基 準 1)パ ン チ依 頼 手 続 、 依 頼 書 、 パ ン チ マ ニ ァ ル 等 を 標 準 化 して お く。

2)せ ん孔 検孔作業基 準を定め、 パ ンチ品質の確保、作業 効率の 向上

を は か る 。

⑲製 品 加 工 基 準 1)製 品加工指示、加工 仕様については誤解、不徹底 を避けるため、予

め標 準化 してお くことが必要。

2)加 工作業 ごとに作業基準を設け、作業者に よる取扱い結果の違いや

加工 誤りをな くす ようにす る。

◎製 品 検 査 基 準 1)仕 上 った製品は、 納品前に必ず システム担当者あるいはそれに代る

者が検査するが、そのため標準検査仕様あるいは検査基準を設定 し

これ を明確化 してお く。

▼ 1

ウ'み ラ 、.

、「

」一,パ 司呼 ・

1;エ ,

,'】7
r.← ψ←'一..

∨'4
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中 項 目 小 項 目 細 目

第12項 ス ケ ジ ュ ー ル 管 理 ⑧作 業 日 程 計 画 1) 客先担当者 とセンター側担当者 との間で作業 日程を細部にわた って

検討す る。

2) 作 業 日程 は デ ー タ ・パ ン チ ・プ ロ グ ラ ム 等 の ミ ス を十 二 分 に 考 慮 し、

無理の ない 日程 を作成 する。

⑰ マ シ ン ・ ヌ ケ ジ ュ ー ル 1) 作 業 日程 作 成 後 、 マ シ ン ・ スケ ジ ュ ー ル を 作 成 す る。

2) マ シ ン ・ス ケ ジ ュ ー ル は 週 ・旬 ・月 単 位 の い ず れ か で 作 成 。

1 3) マシン ・スケジュールは計算予定申請書、 使用 申請書、処理依頼書
「

■一戸O

等 の伝票を基に スケジュー ラーが調整 し作成す る。

ll脚 4) マシン ・スケジュー ルは前週 又は前 日の実 績を比較 し、特殊処理の

場合その都 度、担 当者 と事前打合せ を行な う。

一

◎作 業 進 行 管 理 1) スケジュー ラーは作業が問題な く麺理 され ているか否かを、オベ レ

一シ ョン部門 よ り報告 を受けて作業 に支障のない 様 にす る。

2) 飛 込 処 理 の 場 合 、 ス ケ ジ ュ ー ラ ー は ス ケ ジ ュ ー ルの 変 更 を 隣 保 部 署

に漣給 し承 認を得 る。

3) スケジュールの遅れ に対 しては原因を調子・し、 関係商情 に連絡 し遅

れ を回復す る処置 を取 る。

◎ 日 程 調 整 1) 日程調 整は スケ ジュール作成 時に尊前に打 合せを し変更の無い様に

す る。

4
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中 項 目 小 項 目 細 目

2)何 等かの都合 により作業 日程が大幅に変更 した場 合、 関連部門に連

結 し承認を取 る。

3)処 理 日程 の変更及びキ ャンセルは事前に連 絡す る。

⑧緊 急 処 理 対 策 1)マ シン ・トラブル及び緊急に処理 が必要 となった時、各部門の所 属

長の認可を取 り、 スケ ジュー ルの変更 を連絡 し承認を得る。

2)バ ッ ク ア ッ プ ・マ シ ンの 体 制 を と との え る 。

第13項 プ ロ ジ ェ ク ト管 理 ④ プ ロ ジ ェ ク ト 管 理 1)プ ロ ジ ェ ク ト別 管 理 を 行 な う。

2)プ ロジェク ト別作業報告書を作成す る。

3)プ ロ ジ ェ ク ト ・チ ー ム は そ の 都 度 編 成 す る 。

第14項 コー ド・作 業 実 績 管 理 ④ コ ー ド 管 理 1)コ ー ド表 を 作 成 す る 。

2)コ ー ド管 理 の 専 任 者 を 置 く。

.3)コ ー ド表 を基本 に 「新設 ・改廃通知書」にて更新を行 ない事故の無

い様 にする。

⑧作 業 実 績 管 理 1)月 別にマシン稼動状 況表を作成する。

2)マ シ ン ・ スケ ジ ュー ル と実 稼 動 よ り予 実 対 比 表 を 作 成 す る 。

3)稼 動報告 書を作成す る。
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30処 理 体 制1要 員 管 理
　

小 項 目 細 目
中 項 目

第15項 要 員 管 理 基 準 ④恵業萩則 ・その他諸規則 1)就 業規則につき以下 の事項 を点検整備す る。

イ)就 業 規則は必要事項 を網羅 しているか。

身分 技能、 労働 民間、 勤怠、表彰、 懲戒 福利厚生 安全衛

生 給与 出張 昇給 賞与 服務規律、 入退職 休暇、休職

災害補償 等

ロ)就 業 劫則は社内に徹底で きるように なっている。

ハ)劇 業規則 と他の規 則 との 関係は 整備 調 整 され て い るか。

二)〃 の改廃についての耕程 及び事務手続 の整備。

ホ)勤 務 時間の長さは適切か。

へ)超 過 勤務の取扱は適正か。

ト)休 憩時間 に対 す る 考慮。

チ)交 代制度 は合理的 に運営 され てい るか。

2)機 密保護 事 故防 上 等に関適す る勅定 をも整備す る。

第16項 要 員 配 置 ④ 業 務 担 当 チ ーム編 成 1)必 要 なつ ど業務 別チームを編成す る。

⑰ 作 業 別専任 者の配 置 1)作 業別に専任者を置 く。

2)作 業 に対 する変更等は専任者 を過す。

◎要 員 交 替 ・ 更 新 1)職 場配置 は適切に行 なわれてい るか。

2)適 性 を考えて職場 配置を行な う。

イ)適 性検査 と配置後の成績 との比較検討。

ロ)従 業員の性格、 能力、特技等の定期的調査

3)要 員交替の効果 を高めるため、採用 試験 及び訓練効果について計画

的に検討を行な う。
'
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中 項 目 小 項 目 細 目

第17項 要 員 教 育 ・研 修 ⑧新 人 教 育 1)新 人教 育は計画的に行な う。

2)企 業 内教 育 と企業外教 育を行な う。

⑰ 一 般 社 員 教 育 』1)教 育訓練計画は必要の度合に基づいて適切に樹立する。

2)企 業内教育と企業外教育を行なう。

◎特定作業分野専任者研修 1)企 業内教育 と企業外専門教育を行 な う。
「

第18項 採 用

^,・ 亨w-● ■'≡ ■ 一

④採 用 1)職 種別の適格 者を見出す ことが出来る ように配慮 する。

2)適 切な面接試験 を行な う。

3)身 体検 査 を実施す る。

⑧前 歴 調 査

《

1)家 庭状 況 交友関係な どの社会的背景につい て十分 に調査す る。

2)経 験、 特殊技術者等の採用 には適切な考慮が必要である。

3)身 上 調査をす る。
〆

4)必 要 に 応 じて興 信所 へ の 調 査依 頼 をす る。

◎誓 約 書

〉}●'=≡-一 ・←..〔 ∨ 一 戸 ▼ 一

1)誓 約書 を提出させる。

撒

頁～ ■
一 →.〔 一 一 ト^'
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中 項 目 小 項 目

、

細 目

第19項 社 内 入 室 管 理 ④受 付 1) 24時 間営業の場合一般受付並びに社内警備の為、専門業者(警 備

保障)に 依頼するのが望ま しい。

2) センター受付 には来客 控並 びに来社中の客先識別 の為、 バッチ等の

着用が望 ましい。

3) 来客、並びに業者行動範囲の制限明示をする。

」,

4) 夜間、 日 ・祭 日等の入室規則を設ける。

第20項 客室(客 先用品) ④応 接 室 1) 応接室は 出来 るならば オープ ンと句切の 部室 と分けて設 置する。

管理 2) 出来るだけ、作業室、 機械室、事 務室等に隣接 しない場所にす る。

⑰客 先 作 業 室 1) 客先 作業に も個人用、 集団用並びに仕切 られ た部室を準備 する。なお・、

個 人用には 目か くしをつけ る。

2) 同上管理担当者を設ける。

3) 使用する場合は事前に登録する様にし、持込品は必らず持ち帰らせ

常に整理する様 に指導する。

◎客 先 用 品 1) 事務 消耗品以外 に スケール、 計算器具等の備品を用意管理する。

2) 客先 用品その他 客先作業中の ものの一時預 り等の ルー ル、設備 を備

え る。

」
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中 項 目 小 項 目 細 目

第21項 作 業 室 等 の 管 理 ④磁 気 テ ー プ 室 1)係 以外の 出入 を禁止す る。

2)特 に塵挨 等に注意 し毎 日清掃 を行 う。

3)常 に温湿度の状況管理を行 う。

4)施 錠その他部外の侵ズによる破壊盗難等の防止を重点に管理する。

⑧ カ ー ド 保 管 室 1)室 内管理 については、上記磁気 テープ室の管理に準ず る。

2)カ ー ドについては、特 に湿度温度の変化に気を付け再使用に耐える

状態に保つ必要がある。

◎用 紙 倉 庫 1)上 記同様の管理が必要で あるが、特に古い物が残る様な管理は しな

い様 に心掛ける。

◎製 品 加 工 室 1)一 定の室 を準備 し関係諸 機具 を1ケ 所にまとめる。

2)管 理担当者を定める。

⑧そ の 他 の 作 業 室
F

1)そ の他 関係作業室 としては 出来るだけ、修正パ ンチ室、 リスター室、

PCS室 等、専用室を設置す ることが望ま しい。
,

←

㊤廃 棄 物 集 積 室 1)セ ンターの廃棄物は何 に よらず重要 な ものが多い為、取扱規定に基

づ き担当者 及び責任者はそ の物 をニケ所(部 屋が良い)に 集め処分 :

㌧ す る様 に 行 う。 、.,.

1:…;㌍
へ

L,i ^1、.r

⑰ 仮∵'眠 室 1y作 業が長時間夜間に及ぶご芒が多い為二仮眠室を設ける事が望 まし
ぺ

∨

. 、1.いq..、_、.__,._..
一
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第22項 そ の 他 設 備 管 理

小 項 目

④防火、 防災 設 備 対 策

細 目

1)防 火対策につい ては社員に よる 自衛 消防隊の組織化が望ま しい。

2)出 来れば1フ ロアー-1名の防火管理者(規 定の講習修了者)をfoく 。

3)E'ル 管理 勅定に よる防火並びに避難設置の設 備 の完 備、同管理責任

者による常時点検 。

4)防 災対策については各部門防災対策 システムの完備が必要。

5)電 算室の防火対策の内、 消火器貝葉品等のk類 に つい ては使用 目的

によ り検討を要す る。

6)損 害対策 として保 険を考慮する必 要がある。

'・.
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中 項 目 小 項 目 細 目

第23項 共 通 事 項 ④信 用 調 査 1) 外 注先企業 に対 して発注 前に企業柚要、信用度等を調査 してお く。

信用調 査は下 記の調査事 項について行 う。

イ)経 営 状 態 、

ロ)関 連 企 業

ハ)役 員

二)設 備 要 員

ホ)処 理 能 力

へ)企 業 実 績

ト)取 引 先

チ)信 用 度

リ)そ の 他

⑤技 術 力 調 査 1 )外 注引受能力とくに技術力を十分具備しているか否かを事前に調査

して お く。

2)技 術力の内容は外注す る作業 に より異 なるが判断が難 しい場合 もあ

るので本格発注に先立ち試行期間を設けその結果を十分に審査する。

◎契 約 ・ 契 約 書 1)契 約は口頭でな く文書 によって行 う。

2)契 約時にと り決めるべき事 項(契 約書記載事項)は つ ぎの とお り。

イ)発 注す る業務(作 業)の 名称

・)作 業内容 と範囲

一 ㊨

}

卜
e
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ハ)契 約期間、 料金、 担当者氏名

二)履 行 場 所
`

ホ)作 業指示方法 、提供 資料 名

へ)再 委託の とり扱い

ト)権 利 の 帰 属

チ)故 意または過失 に よる損害 の賠償

リ)瑠 疵担保責任

ヌ)提 供資料 の管理

ル)機 密 保 持

ヲ)債 務不履行と契約の解除
1

ワ)業 務内容の変更、期限の延長等契約内容の変更

ヵ)検 査お よび引渡 し

ヨ)支 払 条 件

タ)報 告 義 務

レ)検 収 基 準

嘩 注 1)デ ー タお よび資料の受授 を確実に し、必 ず記録 を とる。

2)注 文書を発行す るとともに、 受注者か ら受注書 を受け とる。

3)納 期を明確 に し、受注者 側に作業 進行計画 の策定 と提 出を求 める。

・

4)作 業指示書 仕様書等を明確にする。

㊤外 注 管 理 1)外 注業の管理につい ては社内手続その他 ノし一ルを定め管理の手落 ち

が ない よ う に す る 。

♪パ 右 サ
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中 項 目 小 項 目 細 目

2)管 理 ルールには発注 ・契約手続 ・発注後 の進行管理 ・技術指導、検

収 ・保守等 にかんす る実施要領 ・基 準を盛 りこむ。

第24項 プ ロ グ ラ ム 外 注 ④仕 様 の 確 認 1)プ ログ ラム作成を委 託する場合は、 プ ログ ラム仕様 書が正確で理解

し易い表現で記述され てい るか、 プログ ラム機能その他具備す べき

条件 が必要かつ十分に盛 り込まれ ているか、等について審査 し、不

十分な部分は補足、『整備する。

⑧検 収 1)外 注に より納品 され たプログ ラムに対 しては、特に検収を厳格 に し

必ずテ ス トデー タに よるテ ス トランを行な って仕様書で規定 した プ

ログ ラム機能を満足 させているか 否かを確認す る。

◎契 約 条 件 1)機 密保護 再委託の禁止あるいは制限、 作成 したプ ログラムの所有

権 ・使用権の帰属 ・保守責 任等について特 に慎 重 に と り きめを行

うo

第25項 パ ン チ 外 注 ④原 票 の と り あ つ か い 1)パ ンチ原票は客先か ら預 る場 合が多 くその取扱いは慎重を要す る。

受 授、搬送、保管時に必ず種類、数量を確認 し紛失、混入、殿損、

機密漏洩等が起 らないよう受託者に対し特 に注意を もとめる。万
一の原票紛失

、殿損等の事故防生に備え復元の手段を講ずるほか再

生 賠償の責任と費用負担についても受託者と十分事前に取決めて

お くことが必 要である。

⑰手 続 基 準 1)パ ンチ仕様につい て了解 ミスが よ く起 るので仕繕の点検 ・確認を行

な うほか、仕様説明時にはパ ンチ見本 の添付 あるいは テ ストパンチ

により確認する等誤解防止につ とめる。

2)検 収手続を定め内容検査を厳重に行なう。
'
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第26項 要 員 外 注 ⑧信 用 調 査 1)派 遣元企業の信用調査は第19項 ④に同じであるが、加えて派遣要

(派 遣要員受入れ) 員個人についての信用調査 も必要。

2)経 歴書、身上 調書等の提 出を求め る。

事故経歴には特に注意を要する。

⑲技 術 力 調 査 1)派 遣要員個 々の技術力調査が必要。職務経験を含む報告書の提出を

求 め る 。

◎面 接 1)個 別に面接 し、提 出された給歴書等報告書の内容を確かめ技術 力 ・

信用状況 ・適性等を判断す る。

⑲誓 約 書 1)繊 密保護、1社則、就業条件等 を遵守 させ るため、 派遣元会社お よび

派遣要員から誓約書の提出を求める。

㊤契 約 書 1)第19項 ◎ に準 じ、 契約書を交換する。

2)と くに、要員の 就業条件 休暇、 残業 等の料金算定方法、旅費、交

通費等の規定 技術的、能力的な不適格者を生じたときの処置等に

ついて契約書に盛 り込む。

第27項 そ の 他 外 注 ⑧ 印 刷 の 委 託 1)発 注後に仕様変 更を生 じない よう、 印刷仕様は事 前に十分チ ェック

してお くこと。 と くに マシン処理への適合可否を確かめる。

2)校 正は、担 当者 自身が慎重に行な う。で きれば、 校正刷を客先に も

提示 し確認 を求める。

Q,"
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⑧製 品 加 工 委 託

◎発 送 委 託

細 目

1)製 品加工 は、 ア ウ トプソ トした帳票類の カ ッティング、封入、封織,

あて名、分類、 製本、の り付、梱包等 が中心 となる。

その受渡 しには、 種類 数量、表示等 の点検 を行ない、 紛失 ・錯綜

が起 らない ようにす る。

2)加 工仕様 を誤るとと り返 しのつか ない場 合があるので、事前に仕様

を再点検 し、'できるだけ加工 見本を付 し、誤解 が起 らないようにす

る。

3)加 工開始時 には、 で きるだけ担当者が立 合うようにす る。

1)イ ンプ ット原票類 納 品物件等 重要 な ものの搬送 ・発送は委託 しな

いことが望ま しいが、止むをえず委託すると きは、担当 者が立 合い

または随行する ようにする。

2)発 送物の種類、数量、 梱包、表示を十 分点検 し、受渡 し ・積下 し ・

一 時保管等の さい 紛失 しない よう厳重な注意 を与え る。

3)万 一の事 故に備えて保険 をかけ る。
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